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第一章 総則 

(趣旨) 



第一条 この規則は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条

例第二百十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

第二章 環境への負荷の低減の取組 

(温室効果ガス) 

第三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。 

一 メタン 

二 一酸化二窒素 

三 次に掲げるハイドロフルオロカーボン 

ア トリフルオロメタン(別名HFC―二三) 

イ ジフルオロメタン(別名HFC―三二) 

ウ フルオロメタン(別名HFC―四一) 

エ 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五) 

オ 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四) 

カ 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a) 

キ 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三) 

ク 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a) 

ケ 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二) 

コ 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a) 

サ フルオロエタン(別名HFC―一六一) 

シ 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea) 

ス 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa) 

セ 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea) 

ソ 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb) 

タ 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca) 

チ 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa) 

ツ 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc) 

テ 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四

三―一〇mee) 

四 次に掲げるパーフルオロカーボン 

ア パーフルオロメタン(別名PFC―一四) 

イ パーフルオロエタン(別名PFC―一一六) 

ウ パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八) 

エ パーフルオロシクロプロパン 

オ パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇) 



カ パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八) 

キ パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二) 

ク パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四) 

ケ パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八) 

五 六ふっ化いおう 

六 三ふっ化窒素 

(平二一規則七五・平二七規則一一二・一部改正) 

(再生可能エネルギー) 

第三条の二 条例第二条第四号の三に規定する規則で定めるエネルギーは、バイオマス(動

植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石

油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」

という。)を除く。)をいう。以下同じ。)を熱源とする熱、水力、地熱その他化石燃料等

を熱源とする熱以外のエネルギー(原子力を除く。)とする。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・一部改正) 

(温室効果ガス排出量の算定方法) 

第三条の三 条例第五条の七第一号に規定する規則で定める方法は、別表第一に定めると

おりとする。 

(平二一規則七五・追加) 

(地球温暖化係数) 

第三条の四 条例第五条の七第一号に規定する規則で定める係数は、次の各号に掲げる温

室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 

一 二酸化炭素 一 

二 メタン 二十五 

三 一酸化二窒素 二百九十八 

四 トリフルオロメタン 一万四千八百 

五 ジフルオロメタン 六百七十五 

六 フルオロメタン 九十二 

七 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン 三千五百 

八 一・一・二・二―テトラフルオロエタン 千百 

九 一・一・一・二―テトラフルオロエタン 千四百三十 

十 一・一・二―トリフルオロエタン 三百五十三 

十一 一・一・一―トリフルオロエタン 四千四百七十 

十二 一・二―ジフルオロエタン 五十三 

十三 一・一―ジフルオロエタン 百二十四 

十四 フルオロエタン 十二 

十五 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン 三千二百二十 



十六 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン 九千八百十 

十七 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百七十 

十八 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百四十 

十九 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン 六百九十三 

二十 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン 千三十 

二十一 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン 七百九十四 

二十二 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン 千六百四

十 

二十三 パーフルオロメタン 七千三百九十 

二十四 パーフルオロエタン 一万二千二百 

二十五 パーフルオロプロパン 八千八百三十 

二十六 パーフルオロシクロプロパン 一万七千三百四十 

二十七 パーフルオロブタン 八千八百六十 

二十八 パーフルオロシクロブタン 一万三百 

二十九 パーフルオロペンタン 九千百六十 

三十 パーフルオロヘキサン 九千三百 

三十一 パーフルオロデカリン 七千五百 

三十二 六ふっ化いおう 二万二千八百 

三十三 三ふっ化窒素 一万七千二百 

(平二七規則一一二・全改) 

(特定温室効果ガス) 

第三条の五 条例第五条の七第二号に規定する規則で定める温室効果ガスは、二酸化炭素

(燃料、熱又は電気(以下「燃料等」という。)の使用に伴って排出されるものに限る。)

とする。 

(平二一規則七五・追加) 

(一の建物等とみなす近隣の建物等) 

第三条の六 条例第五条の七第六号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかの場合

とする。 

一 建物等の所有者が、当該建物等に隣接する建物等を所有する場合(建物と建物とが隣

接する場合にあっては一の建物の大部分の床面積を事務所、営業所等として使用する

テナント等事業者が他の建物において同一であるときに限り、建物と施設とが隣接す

る場合にあっては知事が別に定めるときを除く。) 

二 建物等(前号の場合において一の建物等とみなされた建物等を含み、当該建物等の前

年度(指定地球温暖化対策事業所にあっては、条例第五条の八第一項の指定を受けた年

度の前年度に限る。)の温室効果ガスの排出の状況が第四条第一項の要件に該当するも

のに限る。)の所有者が、道路又は水路を挟んで近接する建物等を所有する場合(建物



と建物とが近接する場合にあっては一の建物の大部分の床面積を事務所、営業所等と

して使用するテナント等事業者が他の建物において同一であるときに限り、建物と施

設とが近接する場合にあっては知事が別に定めるときを除く。) 

(平二一規則七五・追加、平二八規則二〇六・一部改正) 

(エネルギー管理の連動性) 

第三条の七 条例第五条の七第七号に規定する規則で定める状態は、次のいずれかの状態

とする。 

一 建物等(主たる事業として行う地域冷暖房の事業の用に供する熱供給施設(以下「熱

供給事業所」という。)又は主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所(変電

所を含む。以下「電気供給事業所」という。)を除く。)における事業活動に係る燃料

等(燃料等の供給を主たる事業とする事業者から供給される燃料等を変換することな

く使用されているものに限る。)の全部又は一部について、当該建物等と他の建物等と

が燃料等の供給を主たる事業とする事業者から供給を受ける地点が同一であること。

ただし、当該地点を含まない建物等における当該燃料等の需要が、当該地点を含む建

物等における燃料等の使用量に及ぼす影響が著しく小さいものとして知事が別に定め

る場合においては、この限りでない。 

二 建物等が、熱供給事業所である場合において、当該熱供給事業所と他の熱供給事業

所とが熱を供給する導管を連結していること。 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・一部改正) 

(指定地球温暖化対策事業所等) 

第四条 条例第五条の七第八号アに規定する規則で定める要件は、事業所における原油換

算エネルギー使用量(燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)並

びに電気(燃料を変換して得られた電気であって、当該電気を発生させた者が自ら使用す

るもの並びに再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発生さ

せた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給(電気事業法(昭和三

十九年法律第百七十号)第二条第一項第六号の託送供給を除く。)を受けたものを除く。)

の年度の使用量(別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに同表の第二欄に掲

げる単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料等の一当該単位当たりのギガ

ジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲げる係数を乗じて得られる発熱量を合

算し、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算する方式によ

り原油の数量に換算したものをいう。以下同じ。)が千五百キロリットル以上であること

とする。ただし、事業所のうち、次に掲げる者が所有する部分における原油換算エネル

ギー使用量の合計が当該事業所全体における原油換算エネルギー使用量の二分の一以上

である場合にあっては、この限りでない。 

一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業

者(以下この号において「中小企業者」という。)のうち、次の要件に該当するものを



除いたもの 

ア 当該中小企業者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号の持株会社をいう。以下この号にお

いて同じ。)であって、かつ、その子会社(同法第九条第五項の子会社をいう。以下

この号において同じ。)が大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下この号におい

て同じ。)であるときその他当該中小企業者が大企業の経営を実質的に支配すること

が可能となる関係にあるものとして知事が認めるもの(以下この号において「特定中

小企業」という。)である場合 

イ 一の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式

の総数又は出資価額の総額の二分の一以上を所有している場合 

ウ 複数の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株

式の総数又は出資価額の総額の三分の二以上を所有している場合 

エ 一の大企業又は特定中小企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の二

分の一以上を兼務している場合 

オ イからエまでに掲げるもののほか、中小企業者(アからエまでの要件に該当するも

のを除く。)及び次号から第六項までに該当するもの以外のものが当該中小企業者の

経営を実質的に支配することが可能となる関係にあると知事が認める場合 

二 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第

七号に規定する協業組合、同項第八号に規定する商工組合又は同項第九号に規定する

商工組合連合会 

三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事

業協同組合、同条第一号の二に規定する事業協同小組合、同条第二号に規定する信用

協同組合、同条第三号に規定する協同組合連合会又は同条第四号に規定する企業組合 

四 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する商店街

振興組合又は商店街振興組合連合会 

五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六

十四号)第三条に規定する生活衛生同業組合、同法第五十二条の四第一項に規定する生

活衛生同業小組合又は同法第五十三条第一項に規定する生活衛生同業組合連合会 

六 個人 

2 前項の事業所における原油換算エネルギー使用量には、住居の用に供する部分で使用さ

れ、又は駅において鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用されたものとして知事が認

めるものを含まないものとする。 

3 条例第五条の七第八号アに規定する特定エネルギーの供給に係る規則で定める事業所

は、発電所(変電所を含む。)とする。 

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二五規則九九・

平二七規則一一二・平二八規則一一六・一部改正) 



(特定地球温暖化対策事業所) 

第四条の二 条例第五条の七第九号アに規定する規則で定める年度は、平成十九年度とす

る。 

2 条例第五条の七第九号アに規定する規則で定める期間は、三箇年度(年度の途中から当

該事業所の使用が開始された場合にあっては当該年度を除き、条例第五条の八の二第三

項の規定による指定を受けた事業所にあっては当該指定を受ける前の年度を含み、条例

第五条の十八の規定により削減義務期間の終了年度が変更された事業所を区域に含む事

業所にあっては当該変更された終了年度以前の年度を含む。)とする。 

(平二一規則七五・全改、平二七規則一一二・平二八規則一一六・一部改正) 

(削減計画期間) 

第四条の三 条例第五条の七第十号に規定する規則で定める期間ごとの各期間は、平成二

十二年度から始まる五箇年度ごとの各期間とする。 

(平二一規則七五・全改) 

(事業所の所有事業者等) 

第四条の四 条例第五条の八第二項に規定する当該事業所の事業活動に伴う温室効果ガス

の排出について責任を有する者として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 当該事業所が区分所有されている場合における当該事業所の管理組合法人(建物の

区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する

管理組合法人をいう。) 

二 当該事業所が信託されている場合における当該信託の受益者 

三 当該事業所を所有する事業者が特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年

法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限され

ているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)である場合において、当該

特別目的会社から、当該事業所の事業活動に伴う特定温室効果ガスの排出に係る主要

な設備等の設置又は更新(以下この条及び第四条の二十一の四において「設備更新等」

という。)に係る業務を委託されたもの 

四 当該事業所が信託されている場合において、当該信託の受託者に対する当該事業所

の設備更新等に係る指図の権限を当該信託の受益者から委託された者 

五 当該事業所が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平

成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の対象となった事業所で

ある場合における当該特定事業に係る同条第五項の選定事業者 

六 当該事業所の特定温室効果ガス排出量(次項の届出の日の属する年度の前年度の四

月から当該届出の日の属する月の前月までの間で当該届出を行う者が選択する連続す

る十二箇月の特定温室効果ガス排出量とする。以下この号において同じ。)の五割以上

を、当該事業所の使用に伴い排出している事業者(二以上の事業者(当該事業所の特定

温室効果ガス排出量の一割以上を、当該事業所の使用に伴い排出している事業者に限



る。)が当該事業所の使用に伴い排出している特定温室効果ガス排出量の合計が五割以

上である場合にあっては、当該二以上の事業者)又は特定テナント等事業者。ただし、

当該事業所を所有している事業者又は前各号若しくは次号に掲げる者と合わせて温室

効果ガスの排出について責任を有する者となるときに限る。 

七 前各号に掲げるもののほか、当該事業所を所有している事業者との契約等により当

該事業所の設備更新等の権限を有すると知事が認める者 

2 条例第五条の八第二項の規定による事業活動に伴う温室効果ガスの排出について責任

を有する者の届出は、別記第一号様式による所有事業者等届出書に、事業所を所有して

いる事業者の同意書及び前項各号に定める要件に該当することを証する書類を添えて行

わなければならない。 

(平二一規則七五・全改、平二三規則一〇・一部改正) 

(特定温室効果ガスの排出の状況に関する届出) 

第四条の五 条例第五条の八第二項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。 

一 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積その他事業所の概要 

二 事業所において特定テナント等事業者の要件に該当するテナント等事業者の氏名

(法人にあっては、その名称) 

三 前年度の原油換算エネルギー使用量 

四 前年度の特定温室効果ガス年度排出量 

五 前二号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視

点(当該事業所で使用する燃料等の種類及び当該燃料等の種類ごとの使用量を監視す

る地点をいう。以下同じ。)及び燃料等の使用量 

六 事業所の使用が開始された日 

2 条例第五条の八第二項の規定による特定温室効果ガスの排出の状況に関する届出は、毎

年度十月末日までに、別記第一号様式の二による指定地球温暖化対策事業所の指定に係

る確認書届出書に、知事が別に定める様式による指定地球温暖化対策事業所の指定に係

る確認書を添えて行わなければならない。 

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・一部改正) 

(指定地球温暖化対策事業所の指定等の通知) 

第四条の六 条例第五条の八第四項の規定による通知は、指定地球温暖化対策事業所の指

定の場合にあっては別記第一号様式の三による指定地球温暖化対策事業所指定通知書、

特定地球温暖化対策事業所の指定の場合にあっては別記第一号様式の四による特定地球

温暖化対策事業所指定通知書によるものとする。 

(平二一規則七五・全改) 

(事業所区域の変更) 

第四条の六の二 条例第五条の八の二第一項ただし書の規則で定める要件は、指定地球温

暖化対策事業所の要件に該当しない建物等であることとする。 



2 条例第五条の八の二第二項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 事業所区域の変更の前の指定地球温暖化対策事業所に係る全ての指定地球温暖化対

策事業者 

二 事業所区域の変更の後の事業所(第四項第一号又は第二号の事業所に該当するもの

を除く。)に係る所有事業者等(前号に該当するものを除く。) 

3 条例第五条の八の二第二項の規定による申請は、事業所区域の変更があった年度の翌年

度以降であって、新たな指定又は指定の取消しを受けようとする年度の四月一日から九

月末日までに、別記第一号様式の四の二による事業所区域変更申請書に、次に掲げる事

項を記載した知事が別に定める様式による事業所区域変更確認書及び事業所区域の変更

の内容を証する書類を添えて行わなければならない。 

一 事業所区域の変更の後の事業所ごとの名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、

敷地面積その他事業所の概要及び事業所の区域 

二 事業所区域の変更の前の指定地球温暖化対策事業所ごとに次に掲げる事項 

ア 前年度の原油換算エネルギー使用量 

イ 前年度の特定温室効果ガス年度排出量 

ウ ア及びイの量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域及び燃料等使用

量監視点 

三 事業所区域の変更の事由及びその変更が生じた日 

4 条例第五条の八の二第三項の規則で定める事業所は、次に掲げる事業所を除く事業所と

する。 

一 前年度の原油換算エネルギー使用量が千キロリットル未満である事業所 

二 前年度の末日における床面積が五千平方メートル未満である事業所 

5 条例第五条の八の二第三項の規則で定める場合は、新たな指定を受ける事業所の区域に、

事業所区域の変更の前に特定地球温暖化対策事業所であった事業所の区域の全部又は一

部が含まれる場合とする。 

6 条例第五条の八の二第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に掲げる通知書により行うものとする。 

一 指定地球温暖化対策事業所の指定をする場合 別記第一号様式の三による指定地球

温暖化対策事業所指定通知書 

二 特定地球温暖化対策事業所の指定をする場合 別記第一号様式の四による特定地球

温暖化対策事業所指定通知書 

三 第四項各号に掲げる事業所に該当し、新たな指定をしない事業所がある場合 別記

第一号様式の四の三による指定地球温暖化対策事業所非該当通知書 

四 事業所区域の変更が生じていないと認める場合 別記第一号様式の四の四による事

業所区域変更非該当通知書 

(平二七規則一一二・追加) 



(指定地球温暖化対策事業者の変更等) 

第四条の七 条例第五条の九第一項の規定による変更の届出は、別記第一号様式の五によ

る指定地球温暖化対策事業者氏名等変更届出書によらなければならない。ただし、同項

第一号又は第二号に掲げる事項に変更があった日から三十日以内に、次に掲げる行為を

行う場合にあっては、当該行為において知事に提出する書類に、当該変更のあった旨及

び当該変更の内容を記載することにより、当該各号の規定による変更の届出に代えるこ

とができる。 

一 条例第五条の八の二第二項の規定による申請 

二 条例第五条の十第一項の規定による届出 

三 条例第五条の十三第三項の規定による申請 

四 条例第五条の十四第一項の規定による申請 

五 条例第五条の十五第一項の規定による申請 

六 条例第六条の規定による提出 

2 条例第五条の九第二項の規定による変更の届出は、別記第一号様式の六による指定地球

温暖化対策事業者変更届出書により行わなければならない。ただし、指定地球温暖化対

策事業者の変更に伴い条例第五条の八第二項の規定による事業活動に伴う温室効果ガス

の排出について責任を有する者の届出を行う場合にあっては、当該届出において知事に

提出する別記第一号様式による所有事業者等届出書に、当該変更のあった旨及び当該変

更の内容を記載することにより、当該変更の届出を行うことができる。 

3 条例第五条の九第三項の規定による申請は、同項の届出に係る変更があった日から六十

日以内に、別記第一号様式の七による前事業者排出量把握申請書により行わなければな

らない。 

4 条例第五条の九第四項の規定による報告は、当該報告を求められた日から九十日以内に、

別記第一号様式の八による前事業者排出量報告書提出書に、次の事項を記載した知事が

別に定める様式による前事業者排出量報告書を添えて行わなければならない。 

一 事業所の名称及び所在地 

二 年度ごとの前事業者排出量(知事が報告を求める年度に限る。) 

5 知事は、前項の報告を受けたときは、当該報告の内容を、新事業者に対し通知するもの

とする。 

(平二一規則七五・全改、平二一規則一二六・平二八規則一一六・平三一規則四三・

一部改正) 

(指定の取消し) 

第四条の八 条例第五条の十第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定める日までに、別記第一号様式の九による指定地球温暖化対策事業所廃止

等届出書により行わなければならない。 

一 条例第五条の十第一項第一号に掲げる場合 同号の廃止又は休止の日から三十日を



経過した日(当該廃止又は休止が、当該廃止又は休止の日の属する年度の四月一日から

八月末日までの間に行われた場合にあっては、当該年度の九月末日) 

二 条例第五条の十第一項第二号に掲げる場合 同号の規模の縮小があった年度の翌年

度の九月末日 

三 条例第五条の十第一項第三号に掲げる場合 同号の期間の最後の年度の翌年度の九

月末日 

2 前項の指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書には、条例第五条の十第一項各号のいず

れかに該当することを証する書類及び当該各号の規定による前項の届出の日(同項第一

号に該当する場合にあっては、同号の廃止又は休止の日)の属する年度の前年度の特定温

室効果ガス年度排出量についての登録検証機関による検証の結果を添付しなければなら

ない。ただし、次項第二号に該当する場合(特定地球温暖化対策事業所が同号に該当する

場合であって、条例第五条の十八第一項第二号の規定により当該特定地球温暖化対策事

業所の特定地球温暖化対策事業者が選択する削減義務期間の終了年度が同号イの年度で

ある場合を除く。)又は条例第五条の八第二項若しくは条例第六条の規定により当該検証

の結果を既に知事に提出している場合にあっては、当該検証の結果を添付することを要

しない。 

3 条例第五条の十第一項第二号に規定する規則で定める要件は、次のいずれかに該当する

こととする。 

一 前年度の原油換算エネルギー使用量が、千キロリットル未満であること。 

二 事業所のうち第四条第一項各号に掲げる者が所有する部分における前年度の原油換

算エネルギー使用量の合計が、当該事業所全体における前年度の原油換算エネルギー

使用量の二分の一以上であること。 

4 条例第五条の十第一項第三号に規定する規則で定める期間は、三箇年度とする。 

5 知事は、条例第五条の十第三項の規定により指定地球温暖化対策事業所又は特定地球温

暖化対策事業所の指定を取り消したときは、当該指定地球温暖化対策事業所の指定地球

温暖化対策事業者又は当該特定地球温暖化対策事業所の特定地球温暖化対策事業者に対

し、別記第一号様式の十による指定(特定)地球温暖化対策事業所指定取消通知書により

通知するものとする。 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二五規則九九・平二七規則一一二・

平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正) 

(義務履行期限) 

第四条の九 条例第五条の十一第一項各号列記以外の部分に規定する規則で定める日は、

削減義務期間の終了の年度の翌々年度の九月末日とする。ただし、次の各号に掲げる場

合においては、当該各号に定める日とする。 

一 条例第五条の十八の規定により削減義務期間の終了年度が変更された場合 同条の

規定により知事が認めた日の翌日から起算して百八十日を経過した日 



二 削減義務期間の終了の年度の翌々年度の四月三日以降において当該削減義務期間に

係る条例第五条の十三第一項若しくは第二項の規定による基準排出量の決定、条例第

五条の十四第二項の規定による基準排出量の変更、条例第五条の十五第二項の規定に

よる削減義務率の減少、条例第五条の十七の規定による削減義務量の減少又は条例第

六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了していない場合(特定地

球温暖化対策事業者の責めに帰すべき事由によるときを除く。) 当該決定、変更、減

少又は提出の手続が完了した日の翌日から起算して百八十日を経過した日 

2 知事は、前項第二号の場合において、条例第五条の十七の規定による削減量の減少又は

条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了したときは、特定地

球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十の二による排出総量・削減義務量手続

完了通知書により通知するものとする。 

(平二六規則二九・全改) 

(その他ガス削減量) 

第四条の九の二 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める期間は、算定排

出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削

減計画期間にあっては平成二十二年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画

期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、その他ガス削

減量を発行する日においてその算定が可能な期間の終了の日までとする。 

2 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める方法により算定する量は、その

他ガス削減量を算定する事業所から事業活動に伴い排出されるその他ガスについて、そ

の他ガス削減量の発行が可能な期間(平成二十二年度、平成二十七年度及び平成三十二年

度から始まる削減計画期間とする。)内においてその他ガス削減量を算定する年度(以下

この条において「算定年度」という。)ごとに算定する、知事が別に定める基準となる年

度のその他ガス年度排出量(基準となる年度が複数の年度である場合にあっては、当該複

数の年度のその他ガス年度排出量の平均の量)から当該算定年度のその他ガス年度排出

量を減じて得た量とする。この場合において、知事が別に定める方法により、その他ガ

ス削減量を算定する事業所の事業活動を、一部の事業活動に限定することができる。 

3 前項のその他ガス年度排出量の算定方法は、第三条の三の規定にかかわらず、別に定め

るところにより特定地球温暖化対策事業者が知事に申請した方法に対し、別に定める基

準に基づき知事が適切と認めることにより決定する方法とする。 

4 条例第五条の十一第一項第一号に規定する規則で定める量は、第二項の規定により算定

する量に、二分の一を乗じて得た量とする。 

(平二一規則一二六・追加、平二三規則一〇五・平二六規則二九・平三一規則四三・

一部改正) 

(振替可能削減量) 

第四条の十 条例第五条の十一第一項第二号アからカまで以外の部分に規定する規則で定



める期間は、次の各号に掲げる振替可能削減量の種類に応じ、当該各号に定める期間と

する。 

一 超過削減量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の開始

の日から当該超過削減量を取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで 

二 都内削減量、都外削減量及び環境価値換算量 算定排出削減量の算定の対象となる

年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計画期間にあっては平成

二十二年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間

にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、都内削減量、都外削減量又は環境価

値換算量を取得する日においてそれらの算定が可能な期間の終了の日まで 

三 前期超過削減量 算定排出削減量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間の

直前の削減計画期間の開始の日から前期超過削減量を発行し、又は取得する日におい

てその算定が可能な期間の終了の日まで 

四 その他削減量のうち第四条の十三第一号又は第二号に該当するもの 算定排出削減

量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計

画期間にあっては平成二十年四月一日から、平成二十七年度から始まる削減計画期間

以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開始の日から、その他削減量の

うち第四条の十三第一号又は第二号に該当するものを取得する日においてその算定が

可能な期間の終了の日まで 

五 その他削減量のうち第四条の十三第三号に規定する連携県等削減量 算定排出削減

量の算定の対象となる年度の属する削減計画期間が平成二十二年度から始まる削減計

画期間にあっては平成二十二年四月一日以降の知事が別に定める日から、平成二十七

年度から始まる削減計画期間以降の削減計画期間にあっては直前の削減計画期間の開

始の日以降の知事が別に定める日から、その他削減量のうち第四条の十三第三号に該

当するものを取得する日においてその算定が可能な期間の終了の日まで 

2 条例第五条の十一第一項第二号アからカまで以外の部分に規定する規則で定める換算

率は、いずれの振替可能削減量についても一とする。 

3 条例第五条の十一第一項第二号アからカまで以外の部分に規定するウ及びカのうち規

則で定める量は、都外削減量とする。 

4 条例第五条の十一第一項第二号アからカまで以外の部分に規定する規則で定める上限

の量は、削減義務量に三分の一を上限として知事が別に定める値を乗じて得た量とする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二三規則一〇・平二三規則一〇五・

平二四規則一四・平二七規則一一二・一部改正) 

(超過削減量) 

第四条の十一 条例第五条の十一第一項第二号アに規定する排出削減量のうち、規則で定

める量を超過した量及び規則で定める上限の量は、削減義務期間の開始年度から超過削

減量の算定の対象として知事が認める年度の最後の年度までの各年度における第一号の



量を合計した量のうち、当該各年度における第二号の量を合計した量を超過した量とす

る。 

一 基準排出量から特定温室効果ガス年度排出量を減じて得た量(基準排出量の二分の

一を上限とする。) 

二 基準排出量に削減義務率を乗じて得た量から義務充当が行われたその他ガス削減量

を減じて得た量 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二三規則一〇・平二三規則一〇五・

平二八規則一一六・一部改正) 

(都内削減量) 

第四条の十一の二 条例第五条の十一第一項第二号イに規定する規則で定める方法により

算定する量は、都内削減量の発行が可能な期間(都内削減量に係る対策の実施を開始した

日の属する年度又は当該年度の翌年度のうち事業者が選択する年度から起算して、当該

対策の種類に応じて五箇年度又は十箇年度のいずれかとして知事が別に定める期間とす

る。)内において都内削減量を算定する年度(以下この条において「算定年度」という。)

ごとに算定する、次に掲げる量のうち、いずれか小さい量とする。 

一 都内削減量を算定する事業所等について、知事が別に定める基準となる年度の特定

温室効果ガス年度排出量から算定年度の特定温室効果ガス年度排出量を減じて得た量 

二 特定温室効果ガス年度排出量を削減する対策として知事が別に定める対策又は知事

が特に認める対策のうち都内削減量を算定する事業所等において実施されているすべ

ての対策(知事が別に定める年度以降に実施されたものに限る。)について、当該対策

を実施した場合に見込まれる特定温室効果ガス年度排出量の削減量として知事が別に

定める方法により算定する量を合計した量 

(平二一規則一二六・追加) 

(都外削減量) 

第四条の十一の三 条例第五条の十一第一項第二号ウに規定する規則で定める都外の事業

所等は、第四条第一項に規定する要件に該当する都外の事業所のうち、次に掲げる要件

を全て満たす事業所とする。 

一 知事が別に定める基準となる年度の特定温室効果ガス年度排出量(基準となる年度

が複数の年度である場合にあっては、当該複数の年度の特定温室効果ガス年度排出量

の平均の量)が十五万トン以下であること。 

二 前号の基準となる年度における地球温暖化の対策の推進の程度が知事が別に定める

基準に適合すること。 

三 都外削減量に係る特定温室効果ガス年度排出量の削減量について、第四条の十三第

三号アに規定する連携県等削減量又は連携県外削減量(都外削減量に相当する温室効

果ガス排出量の削減量として知事が別に定めるものをいう。)として同号に規定する連

携県口座等に記録されるための連携県等の長への申請、届出その他の行為がされてい



ないこと。 

2 条例第五条の十一第一項第二号ウに規定する規則で定める方法により算定する量は、特

定地球温暖化対策事業所における超過削減量の算定方法に準じて知事が別に定める方法

により算定する量とする。 

(平二一規則一二六・追加、平二四規則一四・一部改正) 

(環境価値換算量) 

第四条の十二 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める再生可能エネル

ギーは、太陽光、風力、水力、バイオマスを熱源とする熱及び地熱とする。ただし、規

模、方法等について知事が別に定める発電又は熱利用に用いられるものに限る。 

2 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により算定する量は、前

項の再生可能エネルギーを変換して発電する設備による発電量から、当該発電のために

使用した電力量及び当該発電のために補助的に使用した燃料による発電量を減じた量の

うち、当該事業者がその電気等の環境価値を保有している量とする。 

3 条例第五条の十一第一項第二号エに規定する規則で定める方法により特定温室効果ガ

ス排出量の削減量に換算した量は、次の表の第一欄に掲げる電気等環境価値保有量の区

分に応じ、当該第二欄に定める量に、当該第三欄に定める係数を乗じて得た量(第一項に

規定する再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱を発生させた者が当該電気

又は熱を自ら使用する場合において、当該電気又は熱の使用量を特定温室効果ガス排出

量から控除したときは、当該控除した量を除く。)とする。 

第一欄 第二欄 第三欄 

電気に係る電気等環境価値

保有量 

電気等環境価値保有量(千

キロワット時で表した量

をいう。) 

電気の千キロワット時当

たりの使用に伴い排出さ

れるトンで表した二酸化

炭素の量として知事が別

に定める係数 

熱に係る電気等環境価値保

有量 

電気等環境価値保有量(ギ

ガジュールで表した量を

いう。) 

熱の一ギガジュール当た

りの使用に伴い排出され

るトンで表した二酸化炭

素の量として知事が別に

定める係数 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二三規則一〇・平二四規則一四・平

三一規則四三・一部改正) 

(その他削減量) 

第四条の十三 条例第五条の十一第一項第二号カに規定する規則で定めるものは、次の量

とする。ただし、その他削減量の利用状況等を勘案して知事が別に定める量を除くもの

とする。 



一 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平

成二十四年経済産業省令第四十六号)附則第九条の規定によりなお効力を有するもの

とされた同省令附則第八条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号。以下「なお効

力を有する旧特別措置法施行規則」という。)第一条第二項に規定する新エネルギー等

電気相当量(規模、方法等について知事が別に定める発電によるものに限る。)を前条

第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減量に換算した量 

二 知事が認める機関が認証し、口座その他これに類似するもの(以下「口座等」という。)

に記録された電気等環境価値保有量(規模、方法等について知事が別に定める発電又は

熱利用によるものに限る。)を前条第三項の方法により特定温室効果ガス排出量の削減

量に換算した量 

三 振替可能削減量の利用について連携する地方公共団体として知事が別に定めるもの

(以下「連携県等」という。)における口座等(以下「連携県口座等」という。)に記録さ

れた次に掲げる振替可能削減量に相当する温室効果ガス排出量の削減量として知事が

別に定めるもの(以下「連携県等削減量」という。) 

ア 基準排出量が十五万トン以下であって、条例第五条の十一第一項に規定する義務

の履行を知事が確認した特定地球温暖化対策事業所における超過削減量 

イ 都内削減量 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・

平二四規則一四・平二四規則一九〇・一部改正) 

(振替可能削減量の連携県口座等への移転) 

第四条の十三の二 連携県口座等への条例第五条の十一第一項第二号の移転は、次に掲げ

る振替可能削減量に限り、行うことができるものとする。 

一 条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行を知事が確認した特定地球温暖化対

策事業所における超過削減量 

二 都内削減量 

三 その他削減量のうち連携県等削減量 

(平二四規則一四・追加) 

(義務充当の失効) 

第四条の十四 条例第五条の十一第三項の規則で定める用途は、次の表の上欄に掲げる電

気等環境価値保有量又は温室効果ガス排出量の削減量の区分に応じ、当該下欄に掲げる

用途とする。 

一 環境価値換算量又はその他削

減量のうち第四条の十三第一号

若しくは第二号に該当するもの

ア 電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律

第百八号)附則第十二条の規定によりなお効力



に係る電気等環境価値保有量 を有するものとされた同法附則第十一条の規

定による廃止前の電気事業者による新エネル

ギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年

法律第六十二号)第六条の規定による経過措置

利用量の減少 

イ 第四条の十三第二号の知事が認める機関が

認証した電気等環境価値保有量についての条

例第五条の十一第一項に規定する義務の履行

に充てること以外の用途 

ウ 連携県等における温室効果ガス排出量の削

減義務の履行その他の知事が別に定める義務

の履行又は措置の実施 

二 連携県等と重複して利用する

可能性があるものとして知事が

別に定める振替可能削減量に係

る温室効果ガス排出量の削減量 

連携県等における温室効果ガス排出量の削減義

務の履行その他の知事が別に定める義務の履行

又は措置の実施 

2 電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者であって、同法第

二条第一項第十四号に規定する発電事業を営む者(以下この項において「特定事業者」と

いう。)が、前項の表一の項上欄に規定する振替可能削減量(環境価値換算量又はその他

削減量のうち第四条の十三第一号に該当するものに限る。)を当該特定事業者の発電所

(変電所を含む。)に係る条例第五条の十一第一項に規定する義務の履行に充てた場合に

おいて、当該振替可能削減量に係る同表一の項上欄に規定する電気等環境価値保有量を

当該特定事業者における当該下欄アに掲げる用途に利用したときは、前項の規定は、適

用しない。 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・

平二八規則一一六・一部改正) 

(特定温室効果ガス年度排出量等の検証) 

第四条の十五 条例第五条の十一第四項に規定する規則で定める事項及び規則で定める基

準は、別表第一の三のとおりとする。 

(平二一規則七五・追加) 

(削減義務率) 

第四条の十六 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める平成二十二年

度から始まる削減計画期間における削減義務率は、次の表の上欄に掲げる事業所の種類

に応じ、当該下欄に掲げる割合とする。 

事業所の種類 割合 



一 第一区分事業所(主たる用途が次に

掲げる用途又はこれらに類する用途

で構成される事業所及び熱供給事業

所をいう。以下同じ。) 

ア 事務所(試験、研究、設計又は開発

のためのものを含む。)又は営業所 

イ 官公庁の庁舎 

ウ 百貨店、飲食店その他の店舗 

エ 旅館、ホテルその他の宿泊施設 

オ 学校その他の教育施設 

カ 病院その他の医療施設 

キ 社会福祉施設 

ク 情報通信施設 

ケ 美術館、博物館又は図書館 

コ 展示場 

サ 集会場又は会議場 

シ 結婚式場又は宴会場 

ス 映画館、劇場又は観覧場 

セ 遊技場 

ソ 体育館、競技場、水泳プールその

他の運動施設 

タ 公衆浴場又は温泉保養施設 

チ 遊園地、動物園、植物園又は水族

館 

ツ 競馬場、競輪場、小型自動車競走

場又はモーターボート競走場 

テ 倉庫(冷凍倉庫又は冷蔵倉庫を含

む。) 

ト トラックターミナル 

ナ 刑務所又は拘置所 

ニ 斎場 

ヌ 駐車場 

(一) 次に掲げる事業所 

ア 熱供給事業所 

イ 熱供給事業所以外

で、知事が別に定める

基準となる期間におけ

る他人から供給された

熱に係る原油換算エネ

ルギー使用量の、当該

期間における全ての燃

料等に係る原油換算エ

ネルギー使用量に占め

る割合が平均で二割未

満であるもの(以下「自

己熱源事業所」という。) 

百分の八 

(二) (一)以外のもの 百分の六 

二 第二区分事業所(一以外の事業所をいう。以下同じ。) 百分の六 

2 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める平成二十七年度から始ま

る削減計画期間における削減義務率(以下「第二期削減義務率」という。)は、次の表の

上欄に掲げる事業所の種類に応じ、平成二十六年度までに特定地球温暖化対策事業所に



該当した事業所及び事業所区域の変更に伴い新たな指定地球温暖化対策事業所の指定を

受けた事業所(以下「新指定事業所」という。)であって平成二十六年度までに特定地球

温暖化対策事業所に該当した事業所の区域の全部又は一部を含むもの(以下「第一期該当

事業所」という。)にあっては当該中欄に掲げる割合、平成二十七年度以後に特定地球温

暖化対策事業所に該当した事業所にあっては当該下欄に掲げる割合とする。 

事業所の種類 割合一 割合二 

一 第一区分事業所 (一) 次に掲げる事業所 

ア 熱供給事業所 

イ 自己熱源事業所 

百分の十七 百分の八 

(二) (一)以外のもの 百分の十五 百分の六 

二 第二区分事業所 百分の十五 百分の六 

3 前項の規定にかかわらず、第一期該当事業所のうち、次の表の上欄に掲げる事業所の種

類に該当するものの第二期削減義務率は、同欄に掲げる事業所の種類に応じ、前項の表

上欄に掲げる事業所の種類に応じた当該中欄に掲げる割合から、次の表の下欄に掲げる

割合を減じて得た割合とする。 

事業所の種類 割合 

一 特定地球温暖化対策事業所のうち、その主たる需要設備(電気

事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十七条第三項の

表に規定する需要設備をいう。以下同じ。)が次に掲げる規定に

規定する需要設備で構成されるもの 

ア 使用最大電力の制限に係る経済産業大臣が指定する地域、

期間等(平成二十三年経済産業省告示第百二十六号。以下この

項において「告示」という。)第五条第一項第一号ア 

イ 告示第五条第一項第一号イ 

ウ 告示第五条第一項第二号ア(需要変動の率が十パーセント

未満の需要設備に係る部分に限る。) 

百分の四 

二 特定地球温暖化対策事業所のうち、その主たる需要設備が次

に掲げる規定に規定する需要設備で構成されるもの。ただし、

ア及びオにあっては、東京都が当該特定地球温暖化対策事業所

に係る特定地球温暖化対策事業者である場合を除く。 

ア 告示第五条第一項第一号エ 

イ 告示第五条第一項第一号キ 

ウ 告示第五条第一項第二号ア(需要変動の率が十パーセント

以上十五パーセント未満の需要設備に係る部分に限る。) 

エ 告示第五条第一項第二号エ 

百分の二 



オ 告示第五条第一項第二号オ 

カ 告示第五条第一項第二号カ 

キ 告示第五条第一項第二号キ 

ク 告示第五条第一項第二号ク 

4 条例第五条の十二に規定する規則で定める区分ごとに定める平成三十二年度から始ま

る削減計画期間における削減義務率(以下「第三期削減義務率」という。)は、次の表の

上欄に掲げる事業所の種類に応じ、第一期該当事業所にあっては当該中欄に掲げる割合、

平成二十七年度以後に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所にあっては当該下欄

に掲げる割合とする。 

事業所の種類 割合一 割合二 

一 第一区分事業所 (一) 次に掲げる事業所 

ア 熱供給事業所 

イ 自己熱源事業所 

百分の二十七 百分の十七 

(二) (一)以外のもの 百分の二十五 百分の十五 

二 第二区分事業所 百分の二十五 百分の十五 

5 前項の規定にかかわらず、第一期該当事業所のうち、主たる用途が病院その他の医療施

設で構成されるものの第三期削減義務率は、同項の表上欄に掲げる事業所の種類に応じ

た当該中欄に掲げる割合から、百分の二を減じて得た割合とする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二五規則九九・平二七規則一一二・

平二七規則一八四・平三一規則四三・一部改正) 

(基準排出量) 

第四条の十七 条例第五条の十三第一項第一号に規定する規則で定める期間及び規則で定

める方法により算定する量は、平成十四年度から平成十九年度までの間で特定地球温暖

化対策事業者が選択する連続する三箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量

(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量が標

準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を除く二箇年度の

特定温室効果ガス年度排出量の平均の量又は一箇年度の特定温室効果ガス年度排出量)

とする。 

2 条例第五条の十三第一項第二号アに規定する規則で定める期間及び規則で定める方法

により算定する量は、削減義務期間の開始の年度の四箇年度前の年度から前年度までの

間で特定地球温暖化対策事業者が選択する連続する三箇年度の特定温室効果ガス年度排

出量の平均の量(当該三箇年度のうちに特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス

年度排出量が標準的でないと知事が特に認める年度がある場合にあっては、当該年度を

除く二箇年度の特定温室効果ガス年度排出量の平均の量又は一箇年度の特定温室効果ガ

ス年度排出量)とする。 



3 条例第五条の十三第一項第二号イに規定する規則で定める方法により算定する量は、特

定地球温暖化対策事業所の用途別に当該用途における特定温室効果ガス年度排出量に相

当程度影響を与える事業活動の規模を表すものとして知事が別に定める床面積その他の

指標(以下「排出活動指標」という。)の当該特定地球温暖化対策事業所における値(以下

「排出活動指標値」という。)に、事業所の用途、規模等について当該特定地球温暖化対

策事業所と同じ特性を有する事業所の標準的な排出活動指標の値一単位当たりの特定温

室効果ガス年度排出量として知事が別に定める値(以下「排出標準原単位」という。)を

乗じて得た量とする。 

4 条例第五条の十三第一項第三号に規定する規則で定める方法により算定する量は、別表

第一の三の二に定めるとおりとする。 

(平二一規則七五・追加、平二六規則二九・平二七規則一一二・一部改正) 

(基準排出量の決定の申請) 

第四条の十八 条例第五条の十三第三項の規定による申請は、最初の削減義務期間の開始

年度の九月末日までに、別記第一号様式の十一による基準排出量決定申請書に、知事が

別に定める様式による基準排出量算定書及び算定の根拠となる資料を添えて行わなけれ

ばならない。 

2 条例第五条の十三第三項第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積、他人から供給され

た熱の使用割合その他事業所の概要 

二 特定地球温暖化対策事業者が前条第一項又は第二項の規定により選択した連続する

三箇年度の各年度における特定地球温暖化対策事業所の特定温室効果ガス年度排出量 

三 前号の特定温室効果ガス年度排出量のうちに、排出量が標準的でない年度がある場

合にあっては、その旨及びその理由 

四 排出活動指標の種類及び排出活動指標値(条例第五条の十三第一項第二号の事業所

の場合に限る。) 

五 第二号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視

点及び燃料等の使用量 

3 条例第五条の十三第四項の規定による申請は、事業所区域の変更の後の事業所のうち特

定地球温暖化対策事業所として指定を受けるべき事業所ごとに作成した別記第一号様式

の十一による基準排出量決定申請書に、第一項の基準排出量算定書及び算定の根拠とな

る資料を添えて行わなければならない。 

4 条例第五条の十三第五項の規定による通知は、別記第一号様式の十二による基準排出量

決定通知書により行うものとする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・

平二七規則一一二・一部改正) 

(基準排出量の改定) 



第四条の十八の二 知事は、別表第一に定める温室効果ガスの排出の量の算定方法、排出

標準原単位その他の基準排出量の算定の基礎となる事項の変更(以下この項において「算

定基礎事項の変更」という。)に伴い条例第五条の十三第一項又は第二項の規定に基づき

既に決定された基準排出量(条例第五条の十四第二項の規定に基づき基準排出量が変更

された場合にあっては、直近の変更後の量。以下「既決定基準排出量」という。)が、条

例第五条の七第十三号に規定する特定温室効果ガス年度排出量との増減を比較する基準

となる量として適正な量でなくなったと認めるときは、条例第五条の十三第一項若しく

は第二項又は条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量の算定及び変更の方法を

踏まえ、当該算定基礎事項の変更の内容及び次項の規定による申請の内容に応じて知事

が別に定める方法により算定した量を条例第五条の十三第一項若しくは第二項又は条例

第五条の十四第二項の規定による基準排出量として改めて定めるものとする。 

2 知事は、前項の規定による基準排出量の決定(以下「基準排出量の改定」という。)を既

決定基準排出量に係る特定地球温暖化対策事業者からの申請により行うものとする。 

3 前項の規定による申請は、別記第一号様式の十二の二による基準排出量改定申請書によ

り行うものとする。 

4 知事は、基準排出量の改定を行ったときは、遅滞なく、別記第一号様式の十二の三によ

る基準排出量改定通知書により、第二項の特定地球温暖化対策事業者に通知するものと

する。 

(平二六規則二九・追加) 

(事業所の用途変更等による基準排出量の変更) 

第四条の十九 条例第五条の十四第一項に規定する規則で定める状況の変更のうち、熱供

給事業所以外の特定地球温暖化対策事業所における状況の変更は、次に掲げる変更によ

り特定温室効果ガス排出量が増加し、又は減少する量として知事が別に定める方法によ

り算定される量の合計が特定地球温暖化対策事業所の基準排出量の百分の六以上となる

変更とする。 

一 特定地球温暖化対策事業所の床面積の増加又は減少 

二 特定地球温暖化対策事業所の全部又は一部の用途が排出活動指標に定める用途のう

ち異なる用途になる変更 

三 特定地球温暖化対策事業所における事業活動の量、種類又は性質を変更するための

設備の増加又は減少 

2 条例第五条の十四第一項に規定する規則で定める状況の変更のうち、熱供給事業所にお

ける状況の変更は、当該熱供給事業所の知事が別に定める熱ごとの供給する先の建物又

は施設の床面積の合計(以下この条において「熱供給先面積」という。)が増加し、又は

減少した面積が、当該特定地球温暖化対策事業所の知事が別に定める基準となる期間に

おける熱供給先面積の平均の百分の六以上となる変更とする。 

3 条例第五条の十四第一項の規定による申請は、状況の変更があった日の属する年度(以



下この条において「状況変更年度」という。)の翌年度の九月末日までに、別記第一号様

式の十三による基準排出量変更申請書に、次の事項を記載した知事が別に定める様式に

よる基準排出量変更算定書及び第一項各号又は前項の要件に該当することを証する書類

を添えて行わなければならない。 

一 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積、他人から供給され

た熱の使用割合その他事業所の概要 

二 状況の変更の内容 

三 基準排出量の変更の量及び変更後の基準排出量の算定の結果 

四 前号の量を算定する体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用量監視点

及び燃料等使用量 

4 第六項第三号又は第四号の方法により算定される量を用いて前項第三号の基準排出量

の変更の量及び変更後の基準排出量を算定する場合(特定温室効果ガス排出量が増加す

る状況の変更があった場合に限る。)において、状況変更年度の翌年度の九月末日までに

第六項第三号又は第四号の規定による実測が完了しないときは、当該年度の八月末日ま

でに実測した燃料等の使用の量に基づき知事が適切と認める方法により算定した結果を

前項第三号の算定の結果とする。この場合において、当該実測が完了したときは、実測

した全ての期間における燃料等の使用の量に基づき算定した結果について、知事が別に

定めるところにより、実測の完了後速やかに、知事に提出しなければならない。 

5 条例第五条の十四第二項に規定する規則で定める期間は、状況変更年度(状況の変更が

あった日の属する月が三月である場合にあっては、状況変更年度の翌年度。以下この項

において同じ。)から次の状況変更年度の前年度までとする。 

6 条例第五条の十四第二項に規定する規則で定める方法は、状況の変更があった部分に係

る次の各号に掲げるいずれかの方法(第三号及び第四号の方法については、実測した期間

において、状況の変更があった部分における地球温暖化の対策の推進の程度が知事が別

に定める基準に適合する場合に限る。)により算定される量(状況変更年度にあっては、

当該各号に掲げる量に、当該状況の変更があった日の属する月の翌月から当該状況変更

年度の三月までの月数(当該状況の変更のあった日の属する月が二月である場合にあっ

ては、一とする。)を十二で除して得た値を乗じて得た量に縮小した量とする。)の合計

を、特定温室効果ガス排出量が増加する状況の変更の場合にあっては当該状況の変更の

前の基準排出量に加え、特定温室効果ガス排出量が減少する状況の変更の場合にあって

は当該状況の変更の前の基準排出量から減じて得た量を、当該状況の変更の後の基準排

出量とする方法とする。 

一 当該事業所の特定温室効果ガス年度排出量に相当程度影響を与える事業活動の規模

を表すものとして知事が適切と認める指標の値一単位当たりの当該事業所における過

去の特定温室効果ガス年度排出量に、当該状況の変更による当該指標の値の変更量を

乗じて得た量 



二 当該状況の変更のあった部分の用途に応じた排出標準原単位に、当該状況の変更に

よる排出活動指標値の変更量を乗じて得た量 

三 当該状況の変更のあった部分において実測した燃料等の使用の量に基づき算定した

特定温室効果ガス年度排出量 

四 当該状況の変更のあった部分の一部において実測した燃料等の使用の量に基づき知

事が適切と認める方法により、その全部の特定温室効果ガス年度排出量を推計した量 

7 条例第五条の十四第三項の規定による通知は、別記第一号様式の十四による基準排出量

変更決定(拒否)通知書により行うものとする。 

8 知事は、条例第五条の十四第一項の申請があった場合において、基準排出量を変更しな

いときは、当該申請に係る特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十四に

よる基準排出量変更決定(拒否)通知書により通知するものとする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二七規則一一二・平二七規則一八

四・平三一規則四三・一部改正) 

(優良特定地球温暖化対策事業所に係る削減義務率) 

第四条の二十 条例第五条の十五第一項の規定による申請は、削減義務率を減少する期間

の開始の年度の四月一日から九月末日まで(条例第五条の八の二第三項の規定による指

定があった年度にあっては、当該指定の日から九十日を経過した日まで)に、別記第一号

様式の十五による優良特定地球温暖化対策事業所削減義務率減少申請書に、知事が別に

定める様式による地球温暖化対策推進状況評価書を添えて行わなければならない。 

2 条例第五条の十五第二項に規定する規則で定める期間は、前項の申請を行った年度から

当該年度の属する削減義務期間の終了する年度(条例第五条の十五第一項の基準に適合

しなくなったことを知事が認めた場合にあっては、その認めた日の属する年度)までとす

る。 

3 条例第五条の十五第二項に規定する規則で定める値は、次に掲げる特定地球温暖化対策

事業所の区分に応じ、当該各号に定める値とする。 

一 地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として知事が別に定める基準に

適合する特定地球温暖化対策事業所(次号の事業所を除く。) 第四条の十六各項に規

定する削減義務率の四分の三 

二 地球温暖化の対策の推進の程度が極めて優れた事業所として知事が別に定める基準

に適合する特定地球温暖化対策事業所 第四条の十六各項に規定する削減義務率の二

分の一 

4 知事は、条例第五条の十五第一項の基準に適合することを認め、又は認めないときは、

特定地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十六による優良特定地球温暖化対

策事業所認定(認定拒否)通知書により通知するものとする。 

5 知事は、条例第五条の十五第一項の基準に適合しなくなったことを認めたときは、特定

地球温暖化対策事業者に対し、別記第一号様式の十七による優良特定地球温暖化対策事



業所認定取消通知書により通知するものとする。 

(平二一規則七五・追加、平二二規則三五・平二五規則九九・平二七規則一一二・

一部改正) 

(削減義務期間の変更等の通知) 

第四条の二十一 知事は、条例第五条の十八の規定により、削減義務期間の終了年度及び

削減義務量を変更したときは、別記第一号様式の十八による削減義務期間及び削減義務

量変更通知書により通知するものとする。 

(平二一規則七五・追加) 

(削減量口座簿の作成等) 

第四条の二十一の二 条例第五条の十九第三項に規定する規則で定める単位は、個人又は

法人とする。 

2 一般管理口座は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該下欄に定める数を上限と

して開設することができるものとする。 

第四条の二十一の四第一項第一号に掲げる者 当該者に係る指定地球温暖

化対策事業所の数 

第四条の二十一の四第一項第二号に掲げる者(第四条の

二十一の五第一項に規定する口座管理者である者に限

る。) 

当該者に係る指定管理口座

の数 

第四条の二十一の四第一項第二号に掲げる者(第四条の

二十一の五第一項に規定する口座管理者である者を除

く。) 

一 

第四条の二十一の四第一項第三号に掲げる者 一 

第四条の二十一の四第一項第四号に掲げる者 当該者に係る指定管理口座

の数 

第四条の二十一の四第一項第五号に掲げる者 一 

3 前項の規定にかかわらず、第四条の二十一の四第一項各号に掲げる者から特別の事情に

より前項に定める数を超えて一般管理口座の開設の申請があった場合において、知事が

これを適当と認めるときは、一般管理口座は、当該申請により開設を求める数を上限と

して開設することができるものとする。 

4 削減量口座簿は、電磁的記録で作成することができる。 

(平二三規則一〇・追加) 

(管理口座の記録事項) 

第四条の二十一の三 管理口座には、次の表の上欄に掲げる管理口座の区分に応じ、当該

下欄に定める事項を記録する。 

知事の管理口座 一 次に掲げる振替可能削減量等(振替可能削減量及びその他ガス



削減量をいう。以下同じ。)の種類ごとの数量及び識別番号(振替

可能削減量等を二酸化炭素一トンを表す単位ごとに識別するた

めに知事により付された文字及び数字をいう。以下同じ。) 

ア 義務充当及び充当記録の対象となった振替可能削減量等 

イ 義務充当に利用できなくなった振替可能削減量等(ウに該当

するものを除く。) 

ウ 申請により義務充当に利用できなくなった振替可能削減量

(抹消の対象となった振替可能削減量を除く。) 

二 次に掲げる振替可能削減量のうち連携県口座等に移転されて

いる振替可能削減量(以下「連携県口座等移転削減量」という。)

の種類ごとの数量及び識別番号と同じ数量及び識別番号 

ア 超過削減量 

イ 都内削減量 

ウ その他削減量のうち連携県等削減量(削減量口座簿に記録さ

れたことがあるものに限る。) 

三 前二号の記録の理由及び当該記録を行う直前に記録されてい

た管理口座の口座番号(一の管理口座ごとに付される口座の番号

をいう。以下同じ。) 

指定管理口座 一 口座番号 

二 口座名義人の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

三 口座管理者(第四条の二十一の五第一項に規定する口座管理者

をいう。次条において同じ。)の氏名及び住所(法人の場合にあっ

ては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

四 当該指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及

び所在地 

五 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号そ

の他の連絡先 

六 条例第五条の十一第一項の義務の履行の状況 

七 振替可能削減量等の種類ごとの数量及び識別番号 

八 振替可能削減量等の発行、取得、移転、義務充当又は充当記録

について、次の事項 

ア 当該振替可能削減量等の種類 

イ 当該振替可能削減量等の数量及び識別番号 

ウ 当該発行、取得、移転、義務充当又は充当記録がされた日 



一般管理口座 一 口座番号 

二 口座名義人の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

三 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その

他の連絡先 

四 振替可能削減量の種類ごとの数量及び識別番号 

五 振替可能削減量についての処分の制限に関する事項 

六 振替可能削減量の発行、取得又は移転について、次の事項 

ア 当該振替可能削減量の種類 

イ 当該振替可能削減量の数量及び識別番号 

ウ 当該発行、取得又は移転がされた日 

(平二三規則一〇・追加、平二四規則一四・平三〇規則七二・一部改正) 

(指定管理口座の開設等の通知) 

第四条の二十一の三の二 条例第五条の二十一第一項の規定による通知は、別記第一号様

式の三による指定地球温暖化対策事業所指定通知書により行うものとする。 

2 条例第五条の二十一第二項の規定による通知は、第四条の二十一の十九第二項の口座簿

利用者番号等通知書により行うものとする。 

(平二八規則一一六・追加) 

(一般管理口座の開設) 

第四条の二十一の四 条例第五条の二十一第四項に規定する規則で定める者は、次のとお

りとする。 

一 指定地球温暖化対策事業者 

二 法人(次に掲げる者を除く。) 

ア 前号に規定する者 

イ 外国法人で、国内に事務所、営業所等を有しないもの 

三 個人(第一号、次号若しくは第五号に規定する者又は国内に住所を有しない者を除

く。)のうち、条例第五条の二十二第三項の規定によるその他削減量の振替の申請又は

同条第四項の規定による振替可能削減量の発行の申請を行うことができる者として、

次の表の上欄に掲げる振替可能削減量の区分に応じ、当該下欄に定める者 

都内削減量 一 当該都内削減量を算定する事業所等の設備更新等の権限を有

する者 

二 前号に規定する者から当該都内削減量の発行を受けることに

ついて同意を得た者 

都外削減量 一 当該都外削減量を算定する事業所の所有者 

二 当該都外削減量を算定する事業所の設備更新等の権限を有す



る者 

三 前二号に規定する者から当該都外削減量の発行を受けること

について同意を得た者 

環境価値換算量 一 当該環境価値換算量を算定する再生可能エネルギーを変換し

て発電する設備の所有者 

二 当該環境価値換算量に係る電気等の環境価値の保有者 

三 第一号に規定する者から当該環境価値換算量の発行を受ける

ことについて同意を得た者 

その他削減量の

うち第四条の十

三第一号に該当

するもの 

第四条の十三第一号に規定する新エネルギー等電気相当量の保有

者 

四 個人(第一号に規定する者を除く。)のうち、口座管理者 

五 個人(第一号又は前号に規定する者を除く。)のうち、第四条の二十一の十に規定す

る相続人等 

2 条例第五条の二十一第五項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

二 前項各号のいずれかに該当することを示す情報 

三 次に掲げる事項のうち公表を希望するもの 

ア 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称又は電話番号その他の連絡先 

イ 口座名義人の氏名又は住所(当該口座名義人が個人である場合に限る。) 

四 開設を希望する口座の数 

五 第四条の二十一の六の二第一項の規定による関連付けを希望する指定管理口座の口

座番号、当該指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称、所在地及び指定

番号並びに開設しようとする一般管理口座と当該指定管理口座との関係(同項の規定

による関連付けを希望するときに限る。) 

3 条例第五条の二十一第五項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の二による一般

管理口座開設申請書に第一項第三号若しくは第五号に該当することを証する書類(当該

各号に該当する場合に限る。)又は第四条の二十一の二第三項の特別の事情を説明する書

類(同項の申請をする場合に限る。)を添えて、行わなければならない。 

4 条例第五条の二十一第七項の規定による通知は、別記第一号様式の十八の三による一般

管理口座開設通知書により行うものとする。 

5 条例第五条の二十一第八項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 口座管理者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所

の所在地) 

二 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称 



三 次に掲げる事項のうち公表を希望するもの 

ア 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称 

イ 口座名義人又は口座管理者の氏名又は住所(当該口座名義人又は口座管理者が個

人である場合に限る。) 

6 条例第五条の二十一第八項の規定による変更の届出は、当該変更後、遅滞なく、別記第

一号様式の十八の四による口座名義人等氏名等変更届出書により行わなければならない。

ただし、当該変更後、遅滞なく、次に掲げる行為(第一号又は第二号に掲げる届出にあっ

ては、前項第二号又は第三号に掲げる事項(同項第三号イに掲げる事項のうち口座管理者

に係るものを除く。)に変更があった場合に限る。)を行う場合にあっては、当該行為に

おいて知事に提出する書類に、当該変更のあった旨及び当該変更の内容を記載すること

により、当該変更の届出を行うことができる。 

一 条例第五条の九第一項第一号の規定による届出 

二 条例第五条の九第二項の規定による届出 

三 条例第五条の二十一の二第二項の規定による申請 

四 条例第五条の二十二第二項の規定による申請 

五 条例第五条の二十二第五項の規定による申請 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一九〇・平二七規則一一

二・平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正) 

(口座管理者の登録等) 

第四条の二十一の五 知事は、指定地球温暖化対策事業者の申請により、指定管理口座ご

とに、国内に事務所、営業所等を有する法人又は国内に住所を有する個人であって、当

該指定地球温暖化対策事業者(当該指定地球温暖化対策事業者が口座名義人となった場

合にあっては、当該口座名義人)のために次に掲げる行為(指定管理口座に係るものに限

る。)を行う者(以下「口座管理者」という。)を、一名に限り登録し、又はその登録を抹

消することができる。 

一 条例第五条の二十一第八項の規定による届出 

二 条例第五条の二十二第二項の規定による申請 

三 条例第五条の二十二第四項の規定による申請 

四 条例第五条の二十二第五項の規定による申請 

五 条例第五条の二十二第六項の規定による申請 

六 条例第五条の二十三の二第一項の規定による申請 

七 第四条の二十一の九の規定による提出 

八 第四条の二十一の十二第一項の規定による申請 

九 第四条の二十一の十二第二項の規定による提出 

十 第五条の四の三第一項の規定による申請 

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第四条の二十一の六第一項の規定により指定管理口



座を廃止したときは、当該指定管理口座に係る口座管理者の登録を抹消するものとする。 

3 第一項の申請は、別記第一号様式の十八の五による口座管理者登録(登録抹消)申請書に、

当該申請の内容が個人を口座管理者として登録するものである場合にあっては、当該口

座管理者の氏名又は住所のうち当該口座管理者が公表を希望するものを示す書類を添え

て、行わなければならない。 

4 知事は、第一項の申請により口座管理者を登録し、又はその登録を抹消したときは、遅

滞なく、別記第一号様式の十八の六による口座管理者登録(登録抹消)通知書により、当

該登録又は登録の抹消を受けた口座管理者及び同項の申請をした指定地球温暖化対策事

業者に通知するものとする。 

5 知事は、第一項の登録を受けた口座管理者に係る指定管理口座の口座名義人に対して、

第四条の二十一の十二第六項及び第四条の二十一の十三第四項の規定による通知を行う

ときは、当該口座管理者にも通知するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二六規則二九・平二七規則一一二・

平二八規則一一六・平二八規則二一五・一部改正) 

(一般管理口座の更新) 

第四条の二十一の五の二 条例第五条の二十一の二第一項に規定する規則で定める期間は、

平成二十三年四月一日から平成二十八年九月末日までの期間及び平成二十八年十月一日

から始まる五箇年度ごとの各期間とする。 

2 条例第五条の二十一の二第一項ただし書に規定する規則で定める者は、口座管理者とす

る。 

3 条例第五条の二十一の二第二項に規定する規則で定める期間は、第一項の各期間の終了

の日が属する年度の四月一日から当該終了の日までの各期間とする。 

4 条例第五条の二十一の二第二項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 当該一般管理口座の口座番号 

二 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

5 条例第五条の二十一の二第二項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の六の二に

よる一般管理口座更新申請書により行わなければならない。 

(平二三規則三八・追加、平二七規則一一二・一部改正) 

(管理口座の廃止) 

第四条の二十一の六 知事は、条例第五条の十第三項の規定により指定地球温暖化対策事

業所の指定を取り消したときは、当該取消しの日の翌日から起算して三十日を経過した

日に、当該指定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座を廃止するものとする。 

2 一般管理口座の口座名義人は、自己の一般管理口座に記録された振替可能削減量につい

て、その全部が移転し、又は抹消されたときは、当該一般管理口座の廃止を、別記第一

号様式の十八の七による一般管理口座廃止申請書により申請することができる。 

3 知事は、次に掲げる一般管理口座において、当該一般管理口座に記録された振替可能削



減量の全部が移転し、又は抹消されたと認めるときは、当該一般管理口座を廃止するこ

とができる。 

一 第四条の二十一の二第二項に規定する上限の数を超えることとなった一般管理口座

(同条第三項の規定により開設されたものを除く。) 

二 第四条の二十一の二第三項の規定により開設された一般管理口座であって、同項に

規定する特別の事情がなくなったもの 

三 第四条の二十一の四第一項第一号から第四号までに規定する者のいずれにも該当し

なくなった者が口座名義人である一般管理口座 

四 第四条の二十一の四第一項第三号に規定する者が口座名義人である一般管理口座

(当該口座名義人が条例第五条の二十二第三項の規定によるその他削減量の振替の申

請又は同条第四項の規定による振替可能削減量の発行の申請を行うことができる振替

可能削減量のいずれもが第四条の二十一の十四第一項に規定する日を経過した場合に

限る。) 

五 第四条の二十一の四第一項第五号に規定する者が口座名義人である一般管理口座 

六 前項の申請に係る一般管理口座 

4 知事は、条例第五条の二十一の二第一項又は前項第一号から第五号までの規定により一

般管理口座を廃止したときは、遅滞なく、別記第一号様式の十八の八による一般管理口

座廃止通知書により、当該一般管理口座の口座名義人に通知するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二三規則一〇五・平二七規則一一二・

平二八規則一一六・平三一規則四三・一部改正) 

(一般管理口座と指定管理口座との関連付け) 

第四条の二十一の六の二 一般管理口座と指定管理口座との間の振替可能削減量の振替は、

相互に関連付けられた一般管理口座と指定管理口座との間でのみ行うことができる。 

2 前項の規定による関連付けは、当該関連付けを希望する一般管理口座の口座名義人であ

って、かつ、当該関連付けを希望する指定管理口座の口座名義人又は口座管理者である

者の申請に基づき、知事が行うものとする。 

3 前項の申請は、別記第一号様式の十八の二の乙による一般管理口座開設申請書又は第一

号様式の十八の九による一般管理口座等に係る関連付け申請書により行わなければなら

ない。 

4 第一項の規定による関連付けに係る解除は、同項の規定により指定管理口座と関連付け

られた一般管理口座(以下「特定一般管理口座」という。)の口座名義人である者の申請

に基づき、知事が行うものとする。 

5 前項の申請は、別記第一号様式の十八の九の二による特定一般管理口座等に係る関連付

け解除申請書により行わなければならない。 

(平二四規則一九〇・追加) 

(振替可能削減量の振替等の記録) 



第四条の二十一の七 条例第五条の二十二第一項の規定による次の表の上欄に掲げる管理

口座に記録されている当該中欄に掲げる振替可能削減量の振替(次条に規定する振替を

除く。)は、当該管理口座において減少の記録をし、当該下欄に定める管理口座において

当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行うものとする。 

指定管理口座 超過削減量(特定

一般管理口座から

移転されたものを

除く。) 

特定一般管理口座 

一般管理口座 振替可能削減量

(処分の制限に関

する事項の記録が

あるものを除く。) 

一 指定管理口座 

二 他の一般管理口座(次に掲げるものを除く。) 

ア 第四条の二十一の四第一項第三号に規定

する者が口座名義人である一般管理口座 

イ 第四条の二十一の四第一項第五号に規定

する者が口座名義人であるもの(被相続人そ

の他の被承継人から移転される場合を除

く。) 

ウ 前条第三項第一号、第二号、第三号又は第

六号に該当する一般管理口座 

2 条例第五条の二十二第一項の規定による次の表の上欄に掲げる振替可能削減量等の発

行又はその他削減量の振替(同条第三項に規定する振替に限り、次条に規定する振替を除

く。)は、当該下欄に定める管理口座において増加の記録をすることにより行うものとす

る。 

超過削減量及びその他ガス削減

量 

当該超過削減量又は当該その他ガス削減量を算定

する指定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口

座 

振替可能削減量(超過削減量を除

き、その他削減量にあっては第四

条の十三第一号に該当するもの

に限る。) 

第四条の二十一の四第一項第三号の表の上欄に掲

げる振替可能削減量の種類ごとに、当該下欄に定め

る者が開設を受けた一般管理口座 

その他削減量のうち第四条の十

三第二号に該当するもの 

特定地球温暖化対策事業者であって、第四条の十三

第二号に規定する知事が認める機関が認証する電

気等環境価値保有量の保有者が開設を受けた一般

管理口座 

3 条例第五条の二十二第一項の規定による振替可能削減量等の義務充当は、指定管理口座

において減少の記録をし、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と



同量の増加の記録をすることにより行うものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・

一部改正) 

(連携県口座等との間の振替の記録) 

第四条の二十一の七の二 条例第五条の二十二第一項の規定による振替可能削減量の振替

のうち、次の表の上欄に掲げる振替については、当該下欄に定めるところにより行うも

のとする。 

一 一般管理口座における連携県

口座等からのその他削減量のう

ち連携県等削減量(連携県口座等

移転削減量を除く。)の取得 

当該連携県等削減量を取得する者が開設を受け

た一般管理口座において増加の記録をする。 

二 一般管理口座における連携県

口座等からの連携県口座等移転

削減量の取得 

知事の管理口座において減少の記録をし、当該

連携県等削減量を取得する者が開設を受けた一

般管理口座において当該減少の記録により減少

した量と同量の増加の記録をする。 

三 一般管理口座から連携県口座

等への振替可能削減量の移転 

連携県口座等へ移転する者が開設を受けた一般

管理口座において減少の記録をし、知事の管理

口座において当該減少の記録により減少した量

と同量の増加の記録をする。 

2 知事は、前項の表三の項の上欄に規定する移転に係る記録をしたときは、遅滞なく、当

該記録の内容を、当該一般管理口座の口座名義人に対し、書面により通知するものとす

る。 

(平二四規則一四・追加) 

(振替可能削減量の振替等の申請) 

第四条の二十一の八 条例第五条の二十二第二項の規定による振替可能削減量の振替の申

請(第四条の二十一の十四第三項の申請を除く。)は、次に掲げる事項を記載した別記第

一号様式の十八の十による振替可能削減量振替申請書により行わなければならない。 

一 当該申請により振替可能削減量の減少の記録がされる管理口座の口座番号及び種類 

二 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座

の場合に限る。) 

三 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

四 当該申請により振替可能削減量の増加の記録がされる管理口座の口座番号及び種類

又は連携県口座等におけるこれらに類するもの 

五 前号の管理口座(一般管理口座に限る。)の口座名義人又は連携県口座等の開設を受

けた者の氏名(法人の場合にあっては、名称) 

六 第四号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口



座の場合に限る。) 

七 振替の原因となった事由 

八 当該申請に係る振替可能削減量の種類及び数量又は識別番号 

九 当該申請に係る振替可能削減量の一単位当たりの金額(当該金額について、やむを得

ない事情により記載できない場合には、その旨及び当該事情) 

2 条例第五条の二十二第三項の規定による振替可能削減量の振替の申請若しくは同条第

四項の規定による振替可能削減量の発行の申請又は同条第六項の規定によるその他ガス

削減量の発行の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十一による

振替可能削減量等発行等申請書により行わなければならない。 

一 当該申請により振替可能削減量等の増加の記録がされる管理口座の口座番号及び種

類 

二 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座

の場合に限る。) 

三 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

四 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量 

五 知事又は知事以外の機関が行う振替可能削減量(超過削減量を除く。)の認定又は認

証に係る情報(その他削減量のうち連携県等削減量又は連携県口座等移転削減量を取

得する場合にあっては、これらの識別番号に相当するもの) 

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる振替可能削減量の区分に応じ、当該各号に定める

書類を添付しなければならない。 

一 第四条の二十一の四第一項第三号の表の上欄に掲げる都内削減量、都外削減量又は

環境価値換算量 当該下欄に定める者であることを証する書類 

二 その他削減量のうち第四条の十三第一号に該当するもの なお効力を有する旧特別

措置法施行規則第五条第三項の規定により開設された口座において新エネルギー等電

気相当量の減量の記録がされたことを証する書類(当該その他削減量を電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する電気

事業者の発電所(変電所を含む。)の削減義務の履行に充てる場合を除く。) 

三 その他削減量のうち第四条の十三第二号に該当するもの 口座等において条例第五

条の十一第一項に規定する義務に利用する旨の記録がされたことを証する書類 

四 その他削減量のうち連携県等削減量又は連携県口座等移転削減量 連携県口座等に

おいて当該連携県等削減量又は当該連携県口座等移転削減量の減少の記録がされたこ

とを証する書類 

4 条例第五条の二十二第五項の規定による振替可能削減量の義務充当の申請又は同条第

六項の規定によるその他ガス削減量の義務充当の申請は、次に掲げる事項を記載した別

記第一号様式の十八の十二による義務充当申請書により行わなければならない。 

一 当該申請による義務充当に係る指定管理口座の口座番号 



二 前号の指定管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地 

三 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

四 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号 

五 当該申請による義務充当の対象となる削減義務期間 

5 条例第五条の二十二第五項の規定による振替可能削減量の義務充当の申請又は同条第

六項の規定によるその他ガス削減量の義務充当の申請は、当該義務充当に係る特定地球

温暖化対策事業所の削減義務期間終了後の第四条の九第一項に規定する日(第四条の二

十一の十一の二において「義務履行期限日」という。)の三十日前の日(同条において「義

務充当申請期限日」という。)までに行わなければならない。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二四規則一四・平二四規則一九〇・

平二八規則一一六・平三〇規則七二・一部改正) 

(判決による振替) 

第四条の二十一の九 条例第五条の二十二第二項に規定する申請をすべきことを内容とす

る確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下この条及び第四条の二十一

の十二第二項において同じ。)があった場合においては、条例第五条の二十二第二項の規

定にかかわらず、当該申請によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録を

受けるべき口座名義人が、確定判決の内容を証する書面の正本又は認証のある謄本(民事

執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十四条第一項ただし書に規定する場合にあって

は、執行力のある債務名義の正本とする。以下この条及び第四条の二十一の十二第二項

において「判決書等」という。)を、当該判決書等を提出する旨を記載した書面に添えて、

知事に提出することにより、当該申請に代えることができる。 

(平二三規則一〇・追加) 

(相続その他の一般承継の場合の振替の申請) 

第四条の二十一の十 振替可能削減量の記録がされている一般管理口座の口座名義人につ

いて相続その他の一般承継があった場合において、当該振替可能削減量を自らの一般管

理口座に移転しようとする相続人等(相続人その他の一般承継人をいう。)は、条例第五

条の二十二第二項の規定にかかわらず、別記第一号様式の十八の十による振替可能削減

量振替申請書に、相続その他の一般承継があったことを証する特別区の区長若しくは市

町村長又は登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報

がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を添えて、申請することができる。 

(平二三規則一〇・追加) 

(知事による超過削減量の発行) 

第四条の二十一の十一 知事は、特定地球温暖化対策事業所の削減義務期間終了後、当該

削減義務期間に係る条例第五条の十三第一項又は第二項の規定による基準排出量の決定、

条例第五条の十四第二項の規定による基準排出量の変更、条例第五条の十五第二項の規

定による削減義務率の減少、条例第五条の十七の規定による削減義務量の減少及び条例



第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出の手続が完了したことを認めたときは、

条例第五条の二十二第一項の規定により、当該特定地球温暖化対策事業所に係る指定管

理口座に、自ら超過削減量を発行するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二八規則一一六・一部改正) 

(知事による振替可能削減量等の義務充当) 

第四条の二十一の十一の二 知事は、一般管理口座から指定管理口座への振替を行った振

替可能削減量について、条例第五条の二十二第一項の規定により、当該振替後、遅滞な

く、自ら義務充当を行うものとする。 

2 知事は、義務充当申請期限日の翌日において、当該義務充当に係る特定地球温暖化対策

事業所における算定排出削減量が削減義務量未満であると認めるときは、義務履行期限

日までに、当該算定排出削減量が削減義務量に不足する量について、条例第五条の二十

二第一項の規定により、当該特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座に記録され

ている振替可能削減量等の義務充当を行うものとする。 

3 義務充当が行われた振替可能削減量等(平成二十年度又は平成二十一年度が当該振替可

能削減量等の算定の対象となる年度であるその他削減量を除く。)のうち、当該振替可能

削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期間に係る算定排出削減量の算定に

用いる必要のない量については、当該削減計画期間の次の削減計画期間における当該義

務充当に係る特定地球温暖化対策事業所の算定排出削減量の算定に用いるものとする。 

(平二八規則一一六・追加) 

(振替可能削減量等の抹消) 

第四条の二十一の十二 条例第五条の二十三第一項の規定による振替可能削減量の抹消は、

振替可能削減量の増加の記録を受けた口座名義人からの申請又は知事の職権により行う

ものとする。 

2 前項の申請をすべきことを内容とする確定判決があった場合においては、同項の規定に

かかわらず、当該申請によりその管理口座において振替可能削減量の増加の記録を受け

るべき口座名義人が、判決書等を、当該判決書等を提出する旨を記載した書面に添えて、

知事に提出することにより、当該申請に代えることができる。 

3 条例第五条の二十三第一項及び第二項に定めるもののほか、知事は、指定管理口座又は

一般管理口座において、振替可能削減量等の増加の記録がされた場合で、次に掲げると

きは、当該振替可能削減量等のうち、当該指定管理口座又は一般管理口座に残存するも

のを抹消するものとする。 

一 条例第五条の二十二第三項の規定による振替可能削減量の振替の申請又は同条第四

項の規定による振替可能削減量若しくは同条第六項の規定によるその他ガス削減量の

発行の申請について、当該申請をした者から、当該振替又は発行の申請が過誤による

ものである旨の申請があったとき。 

二 増加の記録が知事以外の者により行われたことが判明したとき。 



三 条例第五条の二十二第二項から第六項までの規定又はこの規則第四条の二十一の十

の規定により申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったこと

が判明したとき。 

四 その他知事が特に必要があると認めたとき。 

4 条例第五条の二十三第一項若しくは第二項又は前項の規定による振替可能削減量等の

抹消は、増加の記録がされた管理口座において減少の記録をし、知事の管理口座におい

て当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする方法により行うものとす

る。 

5 第一項及び第三項第一号の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の

十三による振替可能削減量等抹消(更正)申請書により行わなければならない。 

一 振替可能削減量等の増加の記録がされた管理口座の口座番号及び種類 

二 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座

の場合に限る。) 

三 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

四 抹消の原因となった事由 

五 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号 

6 知事は、条例第五条の二十三第一項若しくは第二項又はこの条第三項の規定により振替

可能削減量等を抹消したとき(知事の職権により抹消したときに限る。)は、遅滞なく、

別記第一号様式の十八の十四による振替可能削減量等抹消(更正)通知書により、当該振

替可能削減量等の抹消により減少の記録がされた口座名義人に通知するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則一〇五・平二八規則一一六・一部改正) 

(振替可能削減量等の更正) 

第四条の二十一の十三 知事は、指定管理口座又は一般管理口座において、次に掲げると

きは、振替可能削減量等を更正するものとする。 

一 振替可能削減量等の抹消又は義務充当による減少の記録について、当該抹消又は義

務充当の申請をした者から、当該抹消又は義務充当の申請が過誤によるものである旨

の申請があったとき。 

二 振替可能削減量等の減少の記録が知事以外の者により行われたことが判明したとき。 

三 前条第一項又は第三項第一号の規定による振替可能削減量等の抹消の記録について、

当該抹消の申請をした者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが

判明したとき。 

四 前条第三項第三号に掲げるとき。 

五 振替可能削減量等の義務充当による減少の記録について、当該義務充当の申請をし

た者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。 

六 次条第三項の規定による振替可能削減量の移転の記録について、同項の申請をした

者が、当該申請をすることができる者以外の者であったことが判明したとき。 



七 別表第一に定める温室効果ガス排出量の算定方法その他振替可能削減量等の量又は

削減義務量の算定の基礎となる事項の変更がある場合であって、当該変更に応じて知

事が別に定める方法により当該変更前に排出された温室効果ガスに係る振替可能削減

量等の量を増加させる必要があると知事が認めるとき。 

八 その他知事が特に必要があると認めたとき。 

2 前項の規定による振替可能削減量等の更正は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める方法により行うものとする。 

一 知事の管理口座において増加の記録がされた場合 知事の管理口座において減少の

記録をし、増加の記録をすべき指定管理口座又は一般管理口座において当該減少の記

録により減少した量と同量の増加の記録をする方法 

二 前項第六号に該当する場合 更正の対象となった振替可能削減量等が記録されてい

る指定管理口座又は一般管理口座において減少の記録をし、当該指定管理口座又は一

般管理口座において同号の規定による更正の後の量の増加の記録をするとともに、知

事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をする方

法 

三 その他の場合 増加の記録をすべき指定管理口座又は一般管理口座において増加の

記録をする方法 

3 第一項第一号に規定する振替可能削減量等の更正の申請は、次に掲げる事項を記載した

別記第一号様式の十八の十三による振替可能削減量等抹消(更正)申請書により行わなけ

ればならない。 

一 振替可能削減量等の減少の記録がされた管理口座の口座番号及び種類 

二 前号の管理口座に係る指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(指定管理口座

の場合に限る。) 

三 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

四 更正の原因となった事由 

五 当該申請に係る振替可能削減量等の種類及び数量又は識別番号 

4 知事は、第一項第二号から第七号までの規定により振替可能削減量等を更正したときは、

遅滞なく、別記第一号様式の十八の十四による振替可能削減量等抹消(更正)通知書によ

り、当該振替可能削減量等の更正により増加の記録がされた指定管理口座又は一般管理

口座の口座名義人に通知するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・平二八規則一一六・平三〇規則七二・

一部改正) 

(義務充当に利用できない振替可能削減量等の移転) 

第四条の二十一の十四 知事は、指定管理口座又は一般管理口座に記録されている振替可

能削減量等のうち、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する削減計画期

間の次の削減計画期間(平成二十年度又は平成二十一年度が当該振替可能削減量等の算



定の対象となる年度であるその他削減量にあっては、平成二十二年度から始まる削減計

画期間)の終了年度の翌々年度の九月末日(第四条の九第一項第二号に掲げる場合に該当

した特定地球温暖化対策事業所に係る指定管理口座又は一般管理口座に記録されている

振替可能削減量等にあっては、当該振替可能削減量等の算定の対象となる年度の属する

削減計画期間の次の削減計画期間終了後の同号に定める日)を経過したものについて、義

務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとする。 

2 知事は、第四条の二十一の六第一項の規定により廃止する指定管理口座及び条例第五条

の二十一の二第一項の規定により廃止する一般管理口座に記録されている振替可能削減

量等について、義務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとす

る。 

3 知事は、一般管理口座に記録されている振替可能削減量のうち、知事が別に定めるとこ

ろにより、当該一般管理口座の口座名義人から義務充当に利用しない旨の申請があった

ものについて、義務充当に利用できないものとして知事の管理口座に移転するものとす

る。 

4 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式の十八の十四の二による振替

可能削減量記録移転申請書に、知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。 

一 当該申請により振替可能削減量の減少の記録がされる一般管理口座の口座番号 

二 振替可能削減量の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

三 当該申請に係る振替可能削減量の種類及び数量又は識別番号 

四 移転の原因となる事由 

5 知事は、第三項の規定により振替可能削減量を知事の管理口座に移転したときは、遅滞

なく、同項の一般管理口座の口座名義人に対し、書面により通知するものとする。 

6 第一項から第三項までの規定による振替可能削減量等の移転は、当該移転の対象となっ

た振替可能削減量等が記録されている管理口座において減少の記録をし、知事の管理口

座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の記録をすることにより行う

ものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・平二七規則一一二・平三〇規則七二・

平三一規則四三・一部改正) 

(増加又は減少の記録の方法) 

第四条の二十一の十五 知事は、条例及びこの規則に規定する増加又は減少の記録を、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

一 振替可能削減量等の識別番号の特定がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める方法 

ア 増加の記録のみを行うとき。 増加の記録をする管理口座において、特定された

識別番号の振替可能削減量等を記録する方法 

イ 増加の記録及び減少の記録をいずれも行うとき。 減少の記録をする管理口座に



おいて、特定された識別番号の振替可能削減量等を消去し、増加の記録をする管理

口座において、当該消去した振替可能削減量等と同じ識別番号の振替可能削減量等

を記録する方法 

二 振替可能削減量等の識別番号の特定がない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める方法 

ア 増加の記録のみを行うとき。 増加の記録をする管理口座において、新たな識別

番号の振替可能削減量等を記録する方法 

イ 増加の記録及び減少の記録をいずれも行うとき。 減少の記録をする管理口座に

おいて、減少の記録をすべきと知事が認める振替可能削減量等について、抹消の場

合にあっては識別番号の大きい方から、それ以外の場合にあっては識別番号の小さ

い方から順次振替可能削減量等を消去し、増加の記録をする管理口座において、当

該消去した振替可能削減量等と同じ識別番号の振替可能削減量等を記録する方法 

(平二三規則一〇・追加) 

(削減量口座簿による情報の開示) 

第四条の二十一の十六 知事は、指定管理口座及び一般管理口座について、次に掲げる事

項を公表するものとする。 

一 口座番号 

二 口座名義人の名称及び主たる事務所の所在地(口座名義人が法人の場合に限る。) 

三 口座管理者の名称及び主たる事務所の所在地(指定管理口座であって、口座管理者が

法人の場合に限る。) 

四 指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地(公表することにより保安上重大な影

響を与える事項として知事が認める事項を除く。)(指定管理口座の場合に限る。) 

2 知事は、指定管理口座及び一般管理口座について、次の各号に掲げる者が、当該各号に

掲げる事項の公表を希望するときは、当該事項を公表するものとする。 

一 口座名義人又は口座管理者 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称又は電話

番号その他の連絡先 

二 個人である口座名義人又は口座管理者 当該個人の氏名又は住所 

(平二三規則一〇・追加、平二四規則一九〇・一部改正) 

(添付書類) 

第四条の二十一の十七 次に掲げる書面には、当該書面の提出者の印鑑証明書又はこれに

準ずるもの並びに当該書面の提出者が個人である場合において、当該印鑑証明書又はこ

れに準ずるもので当該書面の提出者の氏名及び住所が確認できないときにあっては、当

該書面の提出者の住民票の写し又はこれに代わる書面を添付しなければならない。 

一 第四条の二十一の四第三項の一般管理口座開設申請書 

二 第四条の二十一の四第六項の口座名義人等氏名等変更届出書 

三 第四条の二十一の五第三項の口座管理者登録(登録抹消)申請書 



四 第四条の二十一の五の二第四項の一般管理口座更新申請書 

五 第四条の二十一の六第二項の一般管理口座廃止申請書 

六 第四条の二十一の六の二第三項の一般管理口座等に係る関連付け申請書 

七 第四条の二十一の六の二第五項の特定一般管理口座等に係る関連付け解除申請書 

八 第四条の二十一の八第一項の振替可能削減量振替申請書 

九 第四条の二十一の八第四項の義務充当申請書 

十 第四条の二十一の九及び第四条の二十一の十二第二項の規定による提出書 

十一 第四条の二十一の十の振替可能削減量振替申請書 

十二 第四条の二十一の十二第五項及び第四条の二十一の十三第三項の振替可能削減量

等抹消(更正)申請書 

十三 第四条の二十一の十四第四項の振替可能削減量記録移転申請書 

十四 第四条の二十一の十九第一項の口座簿利用者番号等通知申請書 

十五 第四条の二十一の二十第二項の削減量口座簿記録事項証明書交付申請書 

十六 第五条の四の三第一項の充当記録等申請書 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付

しないことができる。 

一 前項各号に掲げる書面の提出者が国又は地方公共団体である場合 印鑑証明書又は

これに準ずるもの 

二 既に提出されている印鑑証明書又はこれに準ずるものの記載内容に変更がない場合

(前項第一号の書面に添付する場合を除く。) 印鑑証明書又はこれに準ずるもの 

三 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がない場

合 住民票の写し又はこれに代わる書面 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・平二四規則一四・平二四規則一九〇・

平二五規則九九・平二八規則一一六・平三〇規則七二・平三一規則四三・一部改

正) 

(削減量口座簿の記録の保存期限) 

第四条の二十一の十八 知事は、削減計画期間ごとに、当該削減計画期間中の削減量口座

簿の記録を、当該削減計画期間の終了年度の翌々年度の九月末日から起算して十年間が

経過した日まで保存するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二六規則二九・一部改正) 

(口座簿利用者番号等の通知) 

第四条の二十一の十九 口座名義人又は口座管理者のうち、口座簿利用者番号(削減量口座

簿の記録を閲覧しようとする者を識別するために知事により付された文字及び数字をい

う。以下同じ。)又は暗証番号の再度の通知を希望する者は、別記第一号様式の十八の十

五による口座簿利用者番号等通知申請書により、その旨を知事に申請することができる。 

2 知事は、前項の規定による申請があった場合には、遅滞なく、別記第一号様式の十八の



十六による口座簿利用者番号等通知書により、同項の通知を希望する者に対し、口座簿

利用者番号又は暗証番号を通知するものとする。 

3 知事は、前項に定めるもののほか、必要と認める場合には、別記第一号様式の十八の十

六による口座簿利用者番号等通知書により、当該必要と認める者に対し、口座簿利用者

番号又は暗証番号を通知するものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二八規則一一六・一部改正) 

(管理口座に記録されている事項の証明の申請) 

第四条の二十一の二十 条例第五条の二十三の二第一項に規定する規則で定める事項は、

次のとおりとする。 

一 保有している振替可能削減量等の種類並びに数量及び識別番号 

二 条例第五条の十一第一項の義務の履行の状況(指定管理口座の場合に限る。) 

三 振替可能削減量等の発行、取得、移転、義務充当又は充当記録について、次の事項 

ア 当該振替可能削減量等の種類並びに数量及び識別番号 

イ 当該発行、取得、移転、義務充当又は充当記録がされた日 

2 条例第五条の二十三の二第一項の規定による申請は、別記第一号様式の十八の十七によ

る削減量口座簿記録事項証明書交付申請書により行わなければならない。 

3 条例第五条の二十三の二第二項の規定による書面の交付は、別記第一号様式の十八の十

八による削減量口座簿記録事項証明書により行うものとする。 

(平二三規則三八・追加、平二八規則一一六・一部改正) 

(削減量口座簿に係る手数料) 

第四条の二十一の二十一 条例第五条の二十三の三第一項第一号に規定する規則で定める

者は、口座管理者とする。 

2 条例第五条の二十三の三第二項の規定により、同条第一項各号に規定する手数料を減額

し、又は免除することができる場合の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

一 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団

体から申請がある場合 免除 

二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請

がある場合 免除 

三 市町村民税(特別区民税を含む。次項第二号において同じ。)又は所得税が課されて

いない者から申請がある場合 免除 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は免

除 

3 前項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第一号様式の十

八の十九による手数料減免申請書に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める

書面を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。 



一 前項第二号に該当する場合 同号に規定する保護を受けていることを証明する書面 

二 前項第三号に該当する場合 市町村民税又は所得税に係る納税証明書その他同号に

該当する事実を証明する書面 

三 前項第四号に該当する場合 知事が必要と認める書面 

(平二三規則三八・追加、平二八規則一一六・一部改正) 

(削減目標の設定) 

第四条の二十二 条例第五条の二十四第一項の規定による削減目標の設定は、当該削減目

標の設定の日の属する削減計画期間の終了年度を目標年度としなければならない。この

場合において、当該目標年度に加えて、当該目標年度より後の年度を目標年度とするこ

とを妨げない。 

(平二一規則七五・追加) 

(地球温暖化対策計画書) 

第四条の二十三 条例第六条の規定による地球温暖化対策計画書の提出は、毎年度十一月

末日(指定地球温暖化対策事業所の指定があった年度にあっては、当該日と当該指定の日

から九十日を経過した日とのいずれか遅い日)までに、別記第一号様式の十九による地球

温暖化対策計画書提出書に、知事が別に定める様式による地球温暖化対策計画書を添え

て行わなければならない。 

2 条例第六条第九号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積、敷地面積その他事業所の概要 

二 特定テナント等事業者の氏名(法人にあっては、その名称) 

三 地球温暖化対策計画書の作成及び公表の担当部署 

四 地球温暖化対策計画書の公表の方法 

五 条例第六条第六号の量の算定体制並びに算定の基となる事業所の区域、燃料等使用

量監視点及び燃料等使用量 

六 条例第六条第七号の量の算定の基となる事業活動の量 

七 その他地球温暖化対策指針に定める事項 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・一部改正) 

(統括管理者等の選任) 

第四条の二十四 条例第六条の二第一項の規定による統括管理者の選任及び同条第二項の

規定による技術管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から九月以内に選任しな

ければならない。 

2 条例第六条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすこ

ととする。 

一 地球温暖化の対策に係る業務を統括する部署に所属し、地球温暖化の対策の実施に

関する決定の権限及び責任を有すること。 

二 知事が実施する地球温暖化対策計画書の作成等に関する講習会又は知事が指定した



講習会を修了すること。ただし、既に統括管理者が選任されている指定地球温暖化対

策事業所において新たに統括管理者を選任する場合又は他の指定地球温暖化対策事業

所において統括管理者の業務に従事した経験を有する者を選任する場合においては、

この限りでない。 

3 条例第六条の二第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすこ

ととする。 

一 次に掲げるいずれかに該当する者であること。 

ア 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士 

イ 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(同法第三

十二条第一項の規定により合格した第二次試験の技術部門が建設部門、電気電子部

門、機械部門、衛生工学部門、環境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科

目として建設部門、電気電子部門、機械部門、衛生工学部門又は環境部門を選択し

た場合に限る。)である者に限る。)として登録を受けている者 

ウ エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下

「省エネ法」という。)第五十一条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けてい

る者 

エ 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する

建築設備士 

オ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のう

ち一級の建築施工管理技術検定、電気工事施工管理技術検定又は管工事施工管理技

術検定に合格した者 

二 エネルギーの使用の合理化に係る診断の具体的項目に応じて、他の者の空気調和設

備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備、給排水衛生設備等の稼働状況及び

エネルギー使用量について次に掲げる調査及び分析を行い、これらの結果に基づき、

更なるエネルギーの使用の合理化を図るために設備又は機器の導入、改修及び運用改

善についての提案を行うことができる者であること。 

ア 過去三年間のエネルギー消費実績、光熱水費実績並びに設備の保有及び稼働状況

の調査 

イ 設備及び機器ごとのエネルギー消費量の実績の調査又は推計 

ウ エネルギー消費量に関する基準となる量の推定 

エ 設備及び機器の導入、改修及び運用改善に伴うエネルギーの使用の合理化の量の

推計 

オ 設備及び機器の導入、改修及び運用改善に伴う必要投資額の推定 

三 知事が実施する地球温暖化対策計画書の作成等に関する講習会又は知事が指定した

講習会を修了した者であること。ただし、既に技術管理者が選任されている指定地球

温暖化対策事業所において新たに技術管理者を選任する場合又は他の指定地球温暖化



対策事業所において技術管理者の業務に従事した経験を有する者を選任する場合にお

いては、この限りでない。 

(平二一規則七五・追加、平二二規則一七三・平二六規則二九・平三一規則一四・

一部改正) 

(特定テナント等事業者) 

第四条の二十五 条例第七条第二項に規定する規則で定めるテナント等事業者は、当該テ

ナント等事業者が当該指定地球温暖化対策事業所において使用する事務所、営業所等(以

下「特定テナント等事業所」という。)について、次のいずれかに該当するテナント等事

業者(指定地球温暖化対策事業者を除く。)とする。 

一 前年度の三月末日において五千平方メートル以上の床面積を使用して事業活動を行

っているもの 

二 前年度の電気(再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該電気を発

生させた者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給する者から供給(電気事業法

第二条第一項第十五号の託送供給を除く。)を受けたものを除く。)の使用量が六百万

キロワット時以上となる事業活動を行っているもの 

(平二一規則七五・追加、平二二規則一七三・平二六規則二九・一部改正) 

(特定テナント等事業者の計画書の提出) 

第四条の二十六 条例第七条第五項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 計画期間(特定テナント等事業者に該当した年度から当該特定テナント等事業者が

使用する指定地球温暖化対策事業所に係る地球温暖化対策計画書の計画の期間の終了

年度までをいう。以下この条及び第五条の二第二項において同じ。) 

二 地球温暖化の対策の推進に係る目標 

三 前号の目標を達成するための措置の計画及び実施状況 

四 計画期間の開始の年度の前年度から特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出す

る年度の前年度まで(事務所、営業所等の使用開始前の期間を除く。)の特定温室効果

ガス年度排出量。ただし、前条第二号の要件に該当しない特定テナント等事業者にあ

っては、五千平方メートル未満の床面積を使用して事業活動を行った期間のものを除

くことができる。 

五 前号の量の算定の基となる燃料等使用量 

六 事業所の名称、所在地、業種、用途、用途別床面積その他事業所の概要 

七 特定テナント等地球温暖化対策計画書の作成の担当部署 

八 その他地球温暖化対策指針に定める事項 

2 条例第七条第五項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の提出は、毎年度

十一月末日(当該特定テナント等事業者が使用する指定地球温暖化対策事業所の指定が

あった年度にあっては、当該日と当該指定の日から九十日を経過した日とのいずれか遅

い日)までに、別記第一号様式の二十による特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書



に、知事が別に定める様式による特定テナント等地球温暖化対策計画書を添えて行うも

のとする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則一七三・平二六規則二九・

平三一規則四三・一部改正) 

(事業者による地球温暖化対策計画の公表等) 

第五条 条例第八条第一項の規定による公表の内容は、次に掲げる事項を含むものとする。 

一 削減義務量及び基準排出量 

二 計画期間 

三 条例第五条の二十四第一項の削減目標及び当該削減目標を達成するための措置の計

画及び実施状況 

四 前年度における特定温室効果ガス年度排出量及びその他ガス年度排出量 

五 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の対策の推進に係る重要な事項(経営に関す

る事項その他公表することにより指定地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運

営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項

を除く。) 

2 条例第八条第一項の規定による公表は、地球温暖化対策計画書を提出した日の属する年

度の翌年度から起算して五箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、知事が特

に認めた場合は、これによらないことができる。 

3 条例第八条第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報告書

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関す

る法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の環境報告書をいう。以下同じ。)への

掲載、指定地球温暖化対策事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲

覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。 

(平二一規則七五・全改) 

(知事による地球温暖化対策計画の公表等) 

第五条の二 条例第八条第二項の規定による地球温暖化対策計画書の公表の内容は、次に

掲げる事項とする。 

一 計画期間 

二 条例第五条の二十四第一項の削減目標及び当該削減目標を達成するための措置の計

画及び実施状況 

三 前年度における特定温室効果ガス年度排出量その他条例第五条の十一第一項の義務

の履行に関する事項及びその他ガス年度排出量 

四 前三号に掲げるもののほか、地球温暖化対策計画書に記載する事項(経営に関する事

項その他公表することにより指定地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上

の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項とし

て知事が認める事項を除く。) 



2 条例第八条第二項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の公表の内容は、

次に掲げる事項とする。 

一 計画期間 

二 地球温暖化の対策の推進に係る目標 

三 前号の目標を達成するための措置の計画及び実施状況 

四 計画期間の開始の年度の前年度から特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出す

る年度の前年度までの特定温室効果ガス年度排出量及びその他ガス年度排出量 

五 前各号に掲げるもののほか、特定テナント等地球温暖化対策計画書に記載する事項

(経営に関する事項その他公表することにより特定テナント等事業者の競争上若しく

は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与

える事項として知事が認める事項を除く。) 

3 条例第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における東京都環境局(以下「環境局」という。)での

閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則七五・全改、平二二規則一七三・一部改正) 

(地球温暖化対策計画書の評価の公表) 

第五条の三 条例第八条の二第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うもの

とする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

2 条例第八条の二第二項の規定による特定テナント等地球温暖化対策計画書の評価の公

表は、当該評価が標準以上であると認めるものについて行うものとする。 

(平二一規則七五・全改、平二七規則一一二・一部改正) 

(削減義務量の加重) 

第五条の四 条例第八条の五第一項第一号に規定する規則で定める値は、十分の三とする。 

(平二一規則七五・追加) 

(措置命令があった日の属する削減義務期間) 

第五条の四の二 条例第八条の五第一項第二号に規定する規則で定める場合及び規則で定

める期間は、条例第五条の十八の規定により削減義務期間が変更された場合及び命令が

あった日以前の直近の削減義務期間とする。 

(平二三規則三八・追加) 

(充当記録) 

第五条の四の三 特定地球温暖化対策事業者等からの申請に基づく条例第八条の五第一項

第二号に規定する充当記録又は当該充当記録のための義務充当については、次に掲げる

事項を記載した別記第一号様式の二十一による充当記録等申請書により、知事が行うも



のとする。 

一 特定地球温暖化対策事業者であった者の一般管理口座番号(当該申請をする者が特

定地球温暖化対策事業者であった者の場合に限る。) 

二 命令に係る指定地球温暖化対策事業所の指定管理口座の口座番号 

三 前号の指定地球温暖化対策事業所の名称及び所在地 

四 振替可能削減量等の管理を行う部署等の名称及び電話番号その他の連絡先 

五 命令の履行に充てる算定排出削減量の種類及び数量又は識別番号 

六 命令に係る削減義務期間 

2 前項の義務充当のうち、特定地球温暖化対策事業者であった者からの申請に基づくもの

にあっては、第四条の二十一の七第三項の規定にかかわらず、当該特定地球温暖化対策

事業者であった者を口座名義人とする一般管理口座に記録されている振替可能削減量に

おいて減少の記録をし、当該義務充当に係る指定地球温暖化対策事業所の指定管理口座

を経由して、知事の管理口座において当該減少の記録により減少した量と同量の増加の

記録をすることにより行うものとする。 

(平二三規則一〇・追加、平二三規則三八・旧第五条の四の二繰下、平二四規則一

九〇・一部改正) 

(検証機関等の登録の区分) 

第五条の五 条例第八条の六第一項の規則で定める区分は、次に掲げるとおりとする。 

一 特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の検証(以下「特定ガス・基準量検証」

という。) 

二 都内削減量及び都外削減量の検証(以下「都内外削減量検証」という。) 

三 その他ガス削減量の検証 

四 電気等環境価値保有量の検証 

五 条例第五条の十五第一項に規定する知事が別に定める基準(以下「優良事業所基準」

という。)への適合の検証(第一区分事業所の検証に限る。) 

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二八規則一一六・

一部改正) 

(検証機関の登録の申請) 

第五条の六 条例第八条の七第一項の規定による申請は、別記第二号様式による検証機関

登録申請書により行わなければならない。 

2 条例第八条の七第一項の申請書(条例第八条の六第三項の規定による更新の登録に係る

ものに限る。)の提出は、同条第二項の有効期間の満了の日前三十日までに行わなければ

ならない。 

3 条例第八条の七第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

一 検証機関登録申請者(当該検証機関登録申請者が法人である場合にあってはその役



員を、検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっ

てはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

を含む。)が条例第八条の九第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約す

る書面 

二 検証機関登録申請者が置いた条例第八条の十三第一項の検証主任者が第五条の十一

第一項各号に掲げる登録区分ごとに、当該各号に掲げる者に該当する者であることを

証する書面 

三 検証機関登録申請者が条例第八条の十三第三項各号の措置を実施していることを証

する書面 

四 検証機関登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 

五 検証機関登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる

書面 

五の二 検証機関登録申請者が検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成

年者である場合において、次に掲げる法定代理人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる

書面 

ア 個人 当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面 

イ 法人 当該法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに

代わる書面 

六 営業所の名称及び所在地を記載した書面 

七 検証機関登録申請者(検証機関登録申請者が法人である場合にあってはその役員、検

証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該

検証機関登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあって

は、その役員))の略歴を記載した書面 

4 前項の規定にかかわらず、条例第八条の六第三項の規定による更新の登録を受けようと

する検証機関登録申請者にあっては、前項第二号から第七号までに掲げる書類のうち、

その記載の内容が、既に知事に提出した第一項の検証機関登録申請書に添付したもの(第

五条の九第二項の登録検証機関登録事項変更届を提出した場合にあっては、同条第三項

の規定により当該届出に添付したもの)から変更がないもの(前項第四号から第五号の二

までに掲げる書類にあっては、当該更新の登録を受けようとして当該検証機関登録申請

書を提出する日前六月以内に作成されたものを既に知事に提出している場合に限る。)

については、添付することを要しない。 

5 知事は、前項に定めるもののほか、検証機関登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住

民票の写し若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書の提出を求めることができる。 

一 検証機関登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が検証業務に

関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及

びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)) 



二 検証機関登録申請者が選任した検証主任者 

6 第三項第一号の誓約する書面は、別記第二号様式の二による検証機関登録申請者誓約書

によるものとする。 

7 第三項第七号の書面は、別記第二号様式の三による検証機関登録申請者略歴書によるも

のとする。 

(平二一規則七五・追加、平二四規則二一・平二八規則一一六・一部改正) 

(登録検証機関登録簿等) 

第五条の七 条例第八条の八第一項の規定による登録は、別記第二号様式の四による登録

検証機関登録簿により行うものとする。 

2 条例第八条の八第一項第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

一 検証業務を行う都内の営業所の名称及び所在地 

二 検証主任者の氏名及び所属する営業所の名称 

三 登録検証機関が法人である場合にあっては、その役員の氏名 

四 登録検証機関が検証業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である

場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(当該法定代理人が法人である場合に

あっては、名称、代表者及び役員の氏名並びに主たる事務所の所在地) 

3 条例第八条の八第二項の規定による当該申請者への通知は、別記第二号様式の五による

登録検証機関登録通知書により行うものとする。 

4 条例第八条の八第三項の規定による登録検証機関登録簿の閲覧は、知事が別に定める日

及び時間において、環境局で行うものとする。 

(平二一規則七五・追加、平二四規則二一・一部改正) 

(登録拒否通知書) 

第五条の八 条例第八条の九第二項の規定による通知は、別記第二号様式の六による検証

機関登録拒否通知書により行うものとする。 

(平二一規則七五・追加) 

(登録事項変更の届) 

第五条の九 条例第八条の十第一項の規定による変更の届出は、別記第二号様式の七によ

る検証業務営業所名称等変更届に、営業所の所在地の変更の場合にあっては、変更後の

営業所の所在地を記載した書面を添えて、行わなければならない。 

2 条例第八条の十第二項の規定による変更の届出は、別記第二号様式の八による登録検証

機関登録事項変更届により行わなければならない。 

3 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を同項の登録

検証機関登録事項変更届に添付しなければならない。 

一 条例第八条の七第一項第一号の氏名又は住所の変更(登録検証機関が個人の場合に

限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書面 

二 条例第八条の七第一項第一号の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変



更(登録検証機関が法人の場合に限る。) 登記事項証明書 

三 条例第八条の七第一項第四号の役員の就任 登記事項証明書並びに第五条の六第三

項第一号及び第七号の書面 

四 条例第八条の七第一項第四号の役員の氏名の変更(前号に該当する場合を除く。)又

は同号の役員の退任 登記事項証明書 

五 条例第八条の七第一項第五号の法定代理人の追加 第五条の六第三項第一号、第五

号の二及び第七号の書面 

六 条例第八条の七第一項第五号の法定代理人の氏名又は住所(当該法定代理人が法人

である場合にあっては、名称、代表者若しくは役員の氏名又は主たる事務所の所在地)

の変更(前号に該当する場合を除く。) 第五条の六第三項第五号の二の書面 

七 条例第八条の七第一項第六号の検証主任者の追加 第五条の六第三項第二号の書面 

4 第五条の六第五項の規定は、前項の変更について準用する。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・

平二四規則二一・平二八規則一一六・一部改正) 

(廃業等の届) 

第五条の十 条例第八条の十一第一項の規定による届出は、別記第二号様式の九による登

録検証機関廃業等届により行わなければならない。 

2 条例第八条の十一第二項の規定による届出は、別記第二号様式の十による登録検証機関

検証業務廃止等届により行わなければならない。 

(平二一規則七五・追加) 

(検証主任者) 

第五条の十一 条例第八条の十三第一項に規定する検証業務を行う能力を有する者として

登録区分ごとに規則で定めるものは、次に掲げる登録区分に応じ、当該各号に掲げる者

として、別に定めるところによる知事への申請に基づく登録が有効期間内にある者とす

る。 

一 特定ガス・基準量検証 特定ガス・基準量検証の業務その他これに類するものとし

て知事が指定する業務について担当した経験が、検証主任者の登録の申請の日(以下こ

の条において「申請日」という。)前三年間以内に合計十件以上あり、かつ、知事が実

施する特定ガス・基準量検証の業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了

した者 

二 都内外削減量検証 都内外削減量検証の業務その他これに類するものとして知事が

指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合計十件以上あり、若

しくはエネルギーの使用の合理化又は温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助

言又は性能検証の業務に合計一年以上従事している者のうち、知事が実施する都内外

削減量検証の業務に関する講習会又は知事が指定する講習会を修了した者 

三 その他ガス削減量の検証 その他ガス削減量の検証業務その他これに類するものと



して知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合計三件以

上あり、かつ、知事が実施するその他ガス削減量の検証業務に関する講習会又は知事

が指定する講習会を修了した者 

四 電気等環境価値保有量の検証 電気等環境価値保有量の検証業務その他これに類す

るものとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年間以内に合

計十件以上あり、かつ、知事が実施する電気等環境価値保有量の検証業務に関する講

習会又は知事が指定する講習会を修了した者 

五 優良事業所基準への適合の検証(第一区分事業所の検証に限る。) 第一区分事業所

に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは

温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年

間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又

は知事が指定する講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備

設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれかに該当する

者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合

技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に

限る。)である者を除く。) 

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業所

に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若しくは

温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合計三年

間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する講習会又

は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規定する設備

設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれかに該当する

者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環境部門又は総合

技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門を選択した場合に

限る。)である者を除く。) 

2 条例第八条の十三第一項に規定する規則で定める人数は、一名とする。 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・一部改正) 

(検証業務の実施方法) 

第五条の十二 条例第八条の十四第二項に規定する規則で定める方法は、次に定めるとお

りとする。 

一 検証実施に当たり事前に検証計画を作成すること。 

二 検証主任者以外の者が検証業務に従事する場合にあっては、当該者に、前条第一項

各号に規定する知事が実施する当該検証業務に関する講習会又は知事が指定する講習

会を修了させること。 

三 優良事業所基準への適合の検証において実地調査を行う場合にあっては、検証主任

者を一名以上当該調査に立ち合わせること。 



四 検証の結論の決定は、書類調査又は実地調査により得られる適正な証拠に基づいて

行い、検証の結果の報告は知事が別に定める様式により行うこと。 

五 自らの検証業務規程に定める検証業務の実施方法に反しないこと。 

六 前各号に定めるもののほか、知事が別に定める検証業務の実施方法に係る指針に基

づき検証業務を実施すること。 

2 条例第八条の十四第四項に規定する登録検証機関と著しい利害関係を有する事業者と

して規則で定めるものは、次に掲げる者とする。 

一 当該登録検証機関 

二 当該登録検証機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録検証機関を

子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)

とする株式会社をいう。) 

三 役員又は職員(検証業務を行う日の前二年間にそのいずれかであった者を含む。次号

において同じ。)が当該登録検証機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者 

四 役員又は職員のうちに当該登録検証機関(法人であるものを除く。)又は当該登録検

証機関の代表権を有する役員が含まれている事業者 

五 当該登録検証機関との取引関係その他の利害関係が検証業務に影響を及ぼすおそれ

がある事業者として知事が別に定めるもの 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二五規則九九・一部改正) 

(検証業務規程の届出) 

第五条の十三 条例第八条の十六第一項の規定による届出は、検証業務規程を定めた場合

にあっては当該検証業務規程に基づく検証業務の開始の日の二週間前までに、検証業務

規程を変更しようとする場合にあっては当該変更後の検証業務規程に基づく検証業務の

開始の日の二週間前までに別記第二号様式の十一による検証業務規程届出書に、検証業

務規程(変更の場合にあっては、変更後のもの)を添えて、行わなければならない。 

2 条例第八条の十六第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

一 検証業務の実施及び管理の方法に関する事項 

二 検証業務の対象となる事業所等の場所に関する事項 

三 検証業務の料金に関する事項 

四 検証業務を実施する者並びに検証業務の管理及び精度の確保を行う者の選任、解任

及び配置に関する事項 

五 検証業務に関する秘密の保持に関する事項 

六 検証業務に関する書類の保存に関する事項 

七 財務諸表等の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 

八 前各号に定めるもののほか、検証業務に関し必要な事項 

(平二一規則七五・追加) 

(帳簿の記録、資料等) 



第五条の十四 条例第八条の十七に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

一 検証業務を行った年月日 

二 検証業務の対象とした事業所等の名称及び所在地 

三 検証業務を行った検証主任者の氏名 

四 検証業務の登録区分 

2 条例第八条の十七に規定する規則で定める資料は、次に掲げるものとする。 

一 検証業務に関する契約書 

二 検証結果報告書 

三 購買伝票その他の燃料等の使用の状況を証する書類(検証業務の対象となる事業所

等が都外にあるものに限る。) 

四 前三号に関連する資料 

3 条例第八条の十七の規定による帳簿及び資料の保存方法は、記載の日から七年間、営業

所ごとに当該帳簿及び当該帳簿に係る前項の資料を保存する方法とする。 

(平二一規則七五・追加) 

(登録の取消し又は営業の停止) 

第五条の十五 条例第八条の十九第一項の規定による登録検証機関の登録の取消しは、別

記第二号様式の十二による登録検証機関登録取消通知書の交付により行うものとする。 

2 条例第八条の十九第一項の規定による検証業務の全部又は一部の停止命令は、別記第二

号様式の十三による登録検証機関業務停止命令書の交付により行うものとする。 

(平二一規則七五・追加) 

(公示事項) 

第五条の十六 条例第八条の二十二に規定する規則で定める事項は、次の表の上欄の区分

に応じ、当該下欄に掲げる事項とする。 

条例第八条の八第一項

の規定による登録をし

たとき。 

一 登録検証機関の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

二 検証業務を行う営業所の名称及び所在地 

三 登録年月日、登録番号及び登録区分 

条例第八条の十第一項

の規定による届出があ

ったとき。 

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 変更の前後の営業所の名称及び所在地 

三 変更する年月日 

条例第八条の十一第一

項の規定による届出が

あったとき。 

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 条例第八条の十一第一項各号のうち該当する届出の事



由 

三 廃業等の年月日 

条例第八条の十一第二

項の規定による届出が

あったとき。 

一 当該届出に係る登録検証機関の登録番号、登録区分及び

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 休止し、又は廃止する検証業務の範囲 

三 休止の期間(休止する場合に限る。) 

四 廃止の年月日(廃止する場合に限る。) 

第八条の十九第一項の

規定により登録検証機

関の登録を取り消した

とき。 

一 登録を取り消した登録検証機関の登録番号、登録区分及

び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 登録を取り消した理由 

三 取消しの年月日 

第八条の十九第一項の

規定により検証業務の

全部又は一部の停止を

命じたとき。 

一 検証業務の停止を命じた登録検証機関の登録番号、登録

区分及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 停止する検証業務の範囲 

三 検証業務の停止を命じた理由 

四 停止の期間 

(平二一規則七五・追加) 

(申請書等の提出) 

第五条の十六の二 第八十二条の規定にかかわらず、条例第二章第二節の規定による提出、

届出、申請又は報告は、提出書、届出書、申請書又は報告書(この規則各条及び別記様式

に定めるそれぞれの関係書類等を含む。以下この条において「提出書等」という。)の正

本に、その写し一通に代えて、提出書等に記載すべき事項を、磁気ディスク等(磁気ディ

スク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録したものの

添付により行うことができる。 

(平二二規則三五・追加) 

(地球温暖化対策報告書の作成等) 

第五条の十七 条例第八条の二十三第一項に規定する温室効果ガス排出量が相当程度の範

囲にあるものとして規則でその規模の上限及び下限を定める事業所等は、その事業所等

における前年度の原油換算エネルギー使用量が、三十キロリットル以上千五百キロリッ

トル未満の事業所等(指定地球温暖化対策事業所、指定地球温暖化対策事業所相当事業所

(原油換算エネルギー使用量の規模等について指定地球温暖化対策事業所に相当する事

業所であって、第四条第一項ただし書又は第四条の八第三項第二号の規定の適用がある

ものをいう。以下同じ。)、特定テナント等事業所及び特定テナント等事業所相当事業所

(指定地球温暖化対策事業所相当事業所の全部又は一部を使用し、かつ、床面積又は電気

の使用量の規模について特定テナント等事業所に相当する事務所、営業所等をいう。)



を除く。)とする。 

2 条例第八条の二十三第一項に規定する規則で定める要件は、その設置している事業所等

のうち、前項の要件に該当する全ての事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量の

合計が三千キロリットル以上であることとする。 

3 前項の場合において、事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量が不明であるもの

として地球温暖化対策指針に定める要件に該当するときは、地球温暖化対策指針に定め

る方法により算定した値を当該事業所等の前年度の原油換算エネルギー使用量とみなす。 

4 条例第八条の二十三第一項に規定する規則で定める温室効果ガスは、事業所等において

排出される二酸化炭素(住居の用に供する部分で排出されるもの及び自動車、鉄道、船舶、

航空機の運行又は運航に伴い排出されるものを除き、燃料等、水道(水道法(昭和三十二

年法律第百七十七号)第三条第一項の水道をいう。以下同じ。)若しくは工業用水道(工業

用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三項の工業用水道をいう。以下同

じ。)の使用又は公共下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号の公共

下水道をいう。以下同じ。)への排水に伴って排出されるものに限る。)とする。 

(平二一規則七五・追加、平二六規則二九・平二八規則一一六・一部改正) 

(連鎖化事業における温室効果ガスの排出に関する事項) 

第五条の十八 条例第八条の二十三第一項に規定する定型的な約款(当該約款において遵

守すべきと規定されている当該約款以外の規程を含む。)において、加盟者が設置してい

る事業所等における温室効果ガスの排出に関し定める事項は、当該加盟者から当該事業

所等における燃料等の使用の状況に関する報告を受けることができ、かつ、次のいずれ

かの事項が指定されていることとする。 

一 加盟者が用いる空気調和設備の機種、性能又は使用方法 

二 加盟者が用いる冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法 

三 加盟者が用いる照明器具の機種、性能又は使用方法 

四 加盟者が用いる調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法 

(平二一規則七五・追加) 

(地球温暖化対策報告書の提出) 

第五条の十九 条例第八条の二十三第一項本文及び第二項の規定による地球温暖化対策報

告書の提出は、同条第一項本文の規定によるものにあっては毎年度八月末日までに、同

条第二項の規定によるものにあっては毎年度十二月十五日までに、別記第二号様式の十

四による地球温暖化対策報告書提出書に、知事が別に定める様式による地球温暖化対策

報告書を添えて行わなければならない。 

2 前項の規定による地球温暖化対策報告書の添付は、知事が適当と認める場合は、これに

代えて、当該地球温暖化対策報告書に記載すべき事項を、磁気ディスク等をもって調製

するファイルに記録したものの添付により行うことができる。この場合において、第八

十二条の規定は、適用しない。 



(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二三規則一〇・

一部改正) 

(地球温暖化対策事業者による地球温暖化対策報告書の公表) 

第五条の二十 条例第八条の二十四第一項の規定による公表の内容は、事業所等ごとに、

次に掲げる事項を含むものとする。 

一 第五条の十七第四項の温室効果ガスの前年度の排出量 

二 地球温暖化の対策の取組状況 

三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項(経営に関する事項そ

の他公表することにより地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位そ

の他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項を除く。) 

2 条例第八条の二十四第一項の規定による公表は、地球温暖化対策報告書を提出した日の

属する年度の翌年度から起算して三箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、

知事が特に認めた場合は、これによらないことができる。 

3 条例第八条の二十四第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環

境報告書への掲載、地球温暖化対策事業者の都内における主たる事務所における備え置

き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとす

る。 

(平二一規則七五・追加) 

(知事による地球温暖化対策報告書の公表等) 

第五条の二十一 条例第八条の二十四第二項の規定による公表の内容は、事業所等ごとに、

次に掲げる事項とする。 

一 第五条の十七第四項の温室効果ガスの前年度の排出量 

二 地球温暖化の対策の取組状況 

三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策指針に定める事項(経営に関する事項そ

の他公表することにより地球温暖化対策事業者の競争上若しくは事業運営上の地位そ

の他社会的な地位が損なわれる事項又は保安上重大な影響を与える事項として知事が

認める事項を除く。) 

2 条例第八条の二十四第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則七五・追加) 

(特定エネルギー及び特定エネルギー供給事業者) 

第五条の二十二 条例第九条の二第一項に規定する規則で定めるエネルギーは、電気とす

る。 

2 条例第九条の二第一項に規定する規則で定める事業者は、電気事業法第二条第一項第三

号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者(同項第八号



イに規定する最終保障供給又は同号ロに規定する離島供給を行うものに限る。)とする。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の四繰下・一部改正、平二八

規則一一六・平二九規則一一六・一部改正) 

(エネルギー環境計画書の提出等) 

第五条の二十三 条例第九条の三の規定によるエネルギー環境計画書の提出は、毎年度七

月末日までに、別記第二号様式の十五によるエネルギー環境計画書提出書に、エネルギ

ー環境計画指針に基づき作成するエネルギー環境計画書を添えて行わなければならない。 

2 条例第九条の三第一号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の五繰下・一部改正) 

(エネルギー状況報告書の提出等) 

第五条の二十四 条例第九条の五の規定によるエネルギー状況報告書の提出は、毎年度七

月末日までに、別記第二号様式の十六によるエネルギー状況報告書提出書に、エネルギ

ー環境計画指針に基づき作成するエネルギー状況報告書を添えて行わなければならない。 

2 条例第九条の五第二号に規定する規則で定める単位は、キロワット時とする。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の六繰下・一部改正、平二六

規則二九・一部改正) 

(事業者によるエネルギー環境計画書等の公表) 

第五条の二十五 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、次の表の上欄に掲げ

る規定による公表の区分に応じ、当該下欄に掲げる事項を含むものとする。 

条例第九条の六第一項第一号 一 一キロワット時当たりの特定エネル

ギーの供給に伴い排出される温室効果

ガスの量の抑制に係る措置及び目標 

二 特定エネルギーの供給の量に対する

再生可能エネルギー又は再生可能エネ

ルギーを変換して得られる特定エネル

ギーの供給の量の割合の拡大に係る措

置及び目標 

三 前二号に掲げるもののほか、エネルギ

ー環境計画指針に定める事項 

条例第九条の六第一項第二号 一 前年度の特定エネルギーの供給に伴

い排出された温室効果ガスの量 

二 前年度の一キロワット時当たりの特

定エネルギーの供給に伴い排出された

温室効果ガスの量 

三 前年度の特定エネルギーの供給の量



に対する再生可能エネルギー又は再生

可能エネルギーを変換して得られた特

定エネルギーの供給の量の割合 

四 前三号に掲げるもののほか、エネルギ

ー環境計画指針に定める事項 

2 条例第九条の六第一項の規定による公表の内容は、経営に関する事項その他公表するこ

とにより特定エネルギー供給事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位

が損なわれる事項を含まないものとする。 

3 条例第九条の六第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境報

告書への掲載、特定エネルギー供給事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の

容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。 

4 条例第九条の六第一項の規定による公表は、次の各号に掲げる規定による公表の区分に

応じ、当該各号に定める日まで行うものとする。 

一 条例第九条の六第一項第一号 エネルギー環境計画書を提出した年度の翌年度の七

月末日 

二 条例第九条の六第一項第二号 エネルギー状況報告書を提出した年度の翌年度の七

月末日 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の七繰下、平二六規則二九・

一部改正) 

(知事によるエネルギー環境計画書等の公表) 

第五条の二十六 前条第一項及び第二項の規定は、条例第九条の六第二項の規定による公

表の内容について準用する。 

2 条例第九条の六第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平一七規則四七・追加、平二一規則七五・旧第五条の八繰下・一部改正) 

第六条から第八条まで 削除 

(平二七規則一一二) 

(特定開発事業) 

第八条の二 条例第十七条の三第一項に規定する規則で定める規模は、開発事業において

新築等をしようとする全ての建築物の新築部分、増築部分及び改築部分の延べ面積(建築

基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積

の合計をいう。以下同じ。)の合計が五万平方メートルを超えるものとする。 

(平二一規則一二六・追加、平三一規則四三・一部改正) 

(省エネルギー性能目標値の設定) 

第八条の三 条例第十七条の四に規定する規則で定める規模は、建築物の新築又は改築の



場合にあっては延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、そ

れぞれ一万平方メートルであることとする。 

2 条例第十七条の四に規定する規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。 

一 住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

二 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

三 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関して

これらに類するもの 

四 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

五 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

六 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネ

ルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

七 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれら

に類するもの 

八 集会場、図書館、博物館、体育館、公会堂、ボーリング場、劇場、アスレチック場、

スケート場、浴場施設、競馬場又は競輪場、社寺、映画館、カラオケボックス、ぱち

んこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

九 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他

エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの 

3 条例第十七条の四に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネ法」という。)

第十八条各号のいずれかに該当する建築物とする。 

4 条例第十七条の四の規定による建築物のエネルギーの使用の合理化に関する性能の目

標値の設定は、当該建築物において、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当

該各号に定める事項について行わなければならない。 

一 当該建築物のうち、第二項第一号に規定する用途に供する部分(当該用途に供する部

分の延べ面積が二千平方メートル以上であるものに限る。) 当該用途に供する部分の

建築物の熱負荷の低減 

二 当該建築物のうち、第二項第二号から第八号までに規定する用途に供する部分の全

部(当該各用途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積が二千平方メートル以上で

ある場合に限る。) 当該各用途に供する部分の建築物の熱負荷の低減 

三 当該建築物のうち、第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分の全

部(当該各用途に供する部分のいずれかの部分の延べ面積が二千平方メートル以上で

ある場合に限る。) 設備システムのエネルギーの使用の合理化 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平二六規則二九・平二八規則二〇三・

平三一規則四三・一部改正) 

(有効利用が可能なエネルギー) 



第八条の四 条例第十七条の五に規定する規則で定める範囲及び規則で定めるエネルギー

は、次の表の上欄に掲げる範囲の区分ごとに、当該下欄に定めるエネルギーとする。 

一 特定開発区域等 (一) 一般廃棄物の焼却施設において廃

棄物の焼却により排出される熱 

(二) 下水汚泥の焼却に伴い排出される

熱 

(三) 下水処理水の熱 

(四) 河川水の熱 

(五) 海水の熱 

(六) 建築物の空気調和に伴い排出され

る熱 

(七) 地下式構造の鉄道から排出される

熱 

(八) 太陽光 

二 特定開発区域等に隣接し、又は道路を

挟んで近接する街区(道路、河川、鉄道

等で囲まれた地域的なまとまりのある

土地の区域をいう。)の区域 

前項(一)から(六)までに掲げる熱 

三 特定開発区域等の境界から一キロメ

ートルの範囲の区域(前項の区域を除

く。) 

第一項(一)から(五)までに掲げる熱 

(平二一規則一二六・追加) 

(エネルギー有効利用計画書の作成等) 

第八条の五 条例第十七条の七の規定によるエネルギー有効利用計画書の提出は、別記第

二号様式の十七によるエネルギー有効利用計画書提出書に、エネルギー有効利用指針に

基づき作成するエネルギー有効利用計画書を添付して行わなければならない。 

2 条例第十七条の七に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に定める日とする。 

一 特定開発事業において特別大規模特定建築物の新築等をしようとする場合 当該特

別大規模特定建築物に係る次に掲げる日のいずれか早い日(以下この号において「特定

日」という。)(当該特別大規模特定建築物が複数ある場合にあっては、特定日のうち

最も早い日)の百八十日前 

ア 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認(同法第

六条の二第一項の規定による確認を含む。)の申請又は同法第十八条第二項の規定に

よる通知(以下これらを「建築確認申請等」という。)の日 

イ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項



の規定による集約都市開発事業計画の認定の申請又は同法第五十三条第一項の規定

による低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下これらを「低炭素化法に基づく認

定申請」という。)の日 

二 前号に掲げる場合以外の場合 特定開発事業において新築等をしようとする建築物

に係る次に掲げる日のいずれか早い日(以下この号、次条第二項第二号及び第八条の七

第二項において「特定日」という。)(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定日

のうち最も早い日)の百八十日前 

ア 建築確認申請等の日 

イ 低炭素化法に基づく認定申請の日 

3 条例第十七条の七第八号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 エネルギー有効利用計画書の公表の担当部署及び方法 

二 特別大規模特定建築物の工事完了後の設備機器及び制御機器の運転方法及び制御方

法の調整の実施の有無 

三 導入する熱源機器の概要(条例第十七条の七第七号において地域冷暖房を導入しな

いとした場合に限る。) 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正) 

(エネルギー有効利用計画書の変更の届出) 

第八条の六 条例第十七条の八本文の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定める書面により行わなければならない。 

一 条例第十七条の七第一号に掲げる事項を変更する場合 別記第二号様式の十八によ

る特定開発事業者氏名等変更届出書 

二 条例第十七条の七第二号から第八号までに掲げる事項を変更する場合 別記第二号

様式の十九によるエネルギー有効利用計画書変更届出書及び変更しようとする事項を

記載したエネルギー有効利用計画書 

2 条例第十七条の八本文の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に

定める日までの変更について、行わなければならない。この場合において、条例第十七

条の七第一号に掲げる事項の変更の届出は、変更した日の翌日から起算して三十日を経

過した日までに行うことができる。 

一 特定開発事業において特定建築物の新築等をしようとする場合 当該特定建築物に

係る建築物環境計画書が知事に提出される日(当該特定建築物が複数ある場合にあっ

ては、全ての建築物環境計画書が知事に提出される日) 

二 前号に掲げる場合以外の場合 特定日(当該建築物が複数ある場合にあっては、特定

日のうち最も早い日) 

ア 建築確認申請等の日 

イ 低炭素化法に基づく認定申請の日 

3 条例第十七条の八ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 



一 条例第十七条の七第二号に掲げる事項の変更にあっては、特定開発事業において新

築等を行う特別大規模特定建築物の延べ面積の増加及び棟数の変更を伴わない建築物

の変更(特別大規模特定建築物の主たる用途の変更を除く。)をする場合 

二 条例第十七条の七第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する設備の導

入の有無の検討結果を変更するとき又は当該設備のうち太陽光を利用するための設備

において太陽光の変換方法を変更するとき以外の変更をする場合 

三 条例第十七条の七第七号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する地域冷暖

房の導入の有無の検討結果を変更するとき以外の変更をする場合 

四 その他知事が特に認める場合 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正) 

(特定開発事業者によるエネルギー有効利用計画書の公表) 

第八条の七 条例第十七条の九第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の七各号

に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の九第一項の規定による公表は、遅くとも特定日(当該建築物が複数ある

場合にあっては、特定日のうち最も早い日)から当該建築物の新築等に係る工事が完了す

る日(当該建築物が複数ある場合にあっては、全ての当該建築物の新築等に係る工事が完

了する日)までの間行わなければならない。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

3 条例第十七条の九第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環境

報告書への掲載、特定開発事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲

覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正) 

(知事によるエネルギー有効利用計画書の公表) 

第八条の八 条例第十七条の九第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の七各号

に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の九第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域エネルギー供給計画書の作成等) 

第八条の九 条例第十七条の十一第一項の規定による地域エネルギー供給計画書の提出は、

別記第二号様式の二十による地域エネルギー供給計画書提出書に、エネルギー有効利用

指針に基づき作成する地域エネルギー供給計画書を添付して行わなければならない。 

2 条例第十七条の十一第一項に規定する規則で定める日は、特定開発事業において地域冷

暖房その他複数の建築物への熱の供給と併せて一又は二以上の建築物に電気を供給する



仕組みを導入することとなる建築物のうち、新築等をしようとする建築物に係る次に掲

げる日のいずれか早い日(以下この項において「特定日」という。)(当該建築物が複数あ

る場合にあっては、特定日のうち最も早い日)の百二十日前とする。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

3 条例第十七条の十一第一項第六号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

一 エネルギーを供給する設備等の概要 

二 供給する熱のエネルギーの効率の評価 

三 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中に排出される標準状態かつ酸素濃度がゼ

ロパーセントの状態に換算した場合における総排出物一立方メートルに含まれる窒素

酸化物の量 

四 エネルギー供給を行う区域における建築物等の状況 

五 他の地域エネルギー供給事業者との供給する熱の相互利用の検討内容 

六 地域エネルギー供給計画書の公表の担当部署及び方法 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正) 

(地域エネルギー供給計画書の変更) 

第八条の十 条例第十七条の十二第一項の規定による変更の届出は、条例第十七条の十四

の規定による届出が行われる日までの変更について、別記第二号様式の二十一による地

域エネルギー供給事業者氏名等変更届出書により行わなければならない。 

2 条例第十七条の十二第二項の規定による計画書の提出は、条例第十七条の十四の規定に

よる届出が行われる日までの変更について、別記第二号様式の二十二による地域エネル

ギー供給計画書変更提出書に、当該変更しようとする事項について記載した地域エネル

ギー供給計画書を添付して行わなければならない。 

(平二一規則一二六・追加) 

(特定開発事業者による地域エネルギー供給計画書の公表) 

第八条の十一 条例第十七条の十三第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十

一第一項各号に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の十三第一項の規定による公表は、遅くとも次に掲げる日のいずれか早い

日(以下この項において「特定日」という。)(当該建築物が複数ある場合にあっては、特

定日のうち最も早い日)から当該地域エネルギー供給計画書に基づくエネルギーの供給

に係る地域エネルギー供給実績報告書が最初に知事に提出される日までの間、行わなけ

ればならない。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

3 条例第十七条の十三第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環



境報告書への掲載、特定開発事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に

閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平三一規則四三・一部改正) 

(知事による地域エネルギー供給計画書の公表) 

第八条の十二 条例第十七条の十三第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十

一第一項各号に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の十三第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則一二六・追加) 

(エネルギー供給の開始の届出) 

第八条の十三 条例第十七条の十四の規定による届出は、別記第二号様式の二十三による

エネルギー供給開始届に、エネルギー供給の方法の概要を示す書類を添付して行わなけ

ればならない。 

2 条例第十七条の十四に規定する規則で定める日は、エネルギーの供給を開始した日の翌

日から起算して十五日を経過した日とする。 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域エネルギー供給実績報告書の提出) 

第八条の十四 条例第十七条の十五の規定による地域エネルギー供給実績報告書の提出は、

前年度のエネルギー供給の実績について、毎年度六月末日までに、別記第二号様式の二

十四による地域エネルギー供給実績報告書提出書に、エネルギー有効利用指針に基づき

作成した地域エネルギー供給実績報告書を添付して行わなければならない。この場合に

おいて、第八条の九第三項第六号中「地域エネルギー供給計画書」とあるのは「地域エ

ネルギー供給実績報告書」と読み替えて、同項の規定を適用する(第八条の十五及び第八

条の十六において同じ。)。 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域エネルギー供給事業者による地域エネルギー供給実績報告書の公表) 

第八条の十五 条例第十七条の十六第一項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十

一第一項各号に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の十六第一項の規定による公表は、前条の規定により地域エネルギー供給

実績報告書を提出した日から翌年度の六月末日までの間、行わなければならない。 

3 条例第十七条の十六第一項の規定による公表は、インターネットの利用による公表、環

境報告書への掲載、地域エネルギー供給事業者の事業所における備え置き又は掲示その

他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。 

(平二一規則一二六・追加) 

(知事による地域エネルギー供給実績報告書の公表) 



第八条の十六 条例第十七条の十六第二項の規定による公表の内容は、条例第十七条の十

一第一項各号に掲げる事項とする。 

2 条例第十七条の十六第二項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域冷暖房区域の指定) 

第八条の十七 条例第十七条の十八第一項の規定による申請は、別記第二号様式の二十五

による地域冷暖房区域指定申請書に、エネルギー供給を行う区域を示す図面及び同項に

規定する規則で定める基準への適合状況を示す書類を添付して行わなければならない。 

2 条例第十七条の十八第一項に規定する規則で定める熱の量は、一時間当たりの最大値が

二十一ギガジュールとする。 

3 条例第十七条の十八第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる基準の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 供給する熱のエネルギー効率の値の基準 供給しようとする熱のエネルギーの効率

の値(既にエネルギー供給の実績がある場合にあっては、連続する三箇年度(年度の途

中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除く三箇年度)に供

給された熱のエネルギー効率の値を含む。)が、別表第一の四 一の部の上欄に掲げる

供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当該下欄に定める値以上であること。 

二 条例第十七条の十一第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の九第三項第

三号の量に係る基準 エネルギーの供給に伴い排出口から大気中への排出が見込まれ

る別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量(既にエネルギー供給の実績

がある場合にあっては、連続する二箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始さ

れた場合にあっては、当該年度を除く二箇年度)におけるエネルギーの供給に伴い排出

口から大気中に排出された窒素酸化物の量を含む。)が、同部の下欄に定める量以下で

あること。 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域冷暖房区域指定に係る説明等) 

第八条の十八 条例第十七条の十八第三項第一号に規定する規則で定める規模は、新築等

を行う建築物(増築の場合にあっては、増築部分に限る。)について、第八条の三第二項

第一号の用途に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであること又は同項第二号か

ら第九号までの用途に供する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルであることとす

る。 

2 条例第十七条の十八第三項第二号に規定する規則で定める規模は、第八条の三第二項第

一号の用途に供する部分の延べ面積が二万平方メートルであること又は同項第二号から

第九号までの用途に供する部分の延べ面積の合計が一万平方メートルであることとする。 



3 条例第十七条の十八第四項に規定する規則で定める期限は、知事が同条第三項の説明を

行った日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・一部改正) 

(地域冷暖房区域の公示) 

第八条の十九 条例第十七条の十八第六項の規定による公示の内容は、次に掲げる事項と

する。 

一 地域冷暖房区域の名称 

二 地域冷暖房区域の所在地及び区域図 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域冷暖房区域の変更) 

第八条の二十 条例第十七条の十九第一項の規定による申請は、別記第二号様式の二十六

による地域冷暖房区域変更申請書に、変更しようとする地域冷暖房区域を示す図面及び

条例第十七条の十八第一項に規定する規則で定める基準への適合状況を示す書類を添付

して行わなければならない。 

(平二一規則一二六・追加) 

(地域冷暖房区域の指定の取消し) 

第八条の二十一 条例第十七条の二十第一項第一号及び第二号に規定する規則で定める期

間は、連続する三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、

当該年度を除く三箇年度)とする。 

2 条例第十七条の二十第一項第一号に規定する規則で定める基準は、別表第一の四 一の

部の上欄に掲げる供給するエネルギーの熱媒体の区分に応じ当該下欄に定める値とする。 

3 条例第十七条の二十第一項第四号に規定する規則で定める期間は、地域冷暖房区域の指

定の公示の日の属する年度を除く連続する五箇年度とする。 

4 条例第十七条の二十第一項第五号の規定により基準を満たさなくなるときは、連続する

三箇年度(年度の途中からエネルギーの供給が開始された場合にあっては、当該年度を除

く三箇年度)において、別表第一の四 二の部の上欄に掲げる窒素酸化物の量が当該下欄

に掲げる量を超え、かつ、改善の見込みがないときとする。 

(平二一規則一二六・追加) 

(熱供給の受入検討義務) 

第八条の二十二 条例第十七条の二十一第一項に規定する新築等をしようとする建築物の

規則で定める規模は、第八条の十八第一項に規定する規模とする。 

2 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で定める熱源機器の更新をしようとする

建築物の規則で定める規模は、第八条の十八第二項に規定する規模とする。 

3 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で定める熱源機器の更新は、建築物の延べ

面積の過半に熱の供給を行う熱源機器の冷熱又は温熱の供給能力(当該熱源機器が複数

ある場合にあっては、その合計)の過半に相当する更新とする。 



4 条例第十七条の二十一第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる熱供給の受入検討

建築主等の区分に応じ、当該各号に定める日までに、別記第二号様式の二十七による熱

供給受入検討結果届出書に、エネルギー有効利用指針に基づき作成する地域エネルギー

供給事業者との協議内容、供給する熱の受入に関する検討状況その他必要な事項を示す

書類を添付して行わなければならない。 

一 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で定める規模を超える建築物の新築等

をしようとする者 当該建築物について建築物環境計画書を提出する日 

二 条例第十七条の二十一第一項に規定する規則で定める規模を超える建築物に設置さ

れている規則で定める熱源機器の更新をしようとする当該建築物の所有者又は管理者 

当該熱源機器の更新に着手する日の六十日前 

5 前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する者が同号に規定する建築物において地

域エネルギー供給事業者の供給する熱を受け入れるときは、当該建築物に係る建築物環

境計画書の提出をもって同項の届出に代えることができる。 

(平二一規則一二六・追加) 

(特定建築物の規模) 

第九条 条例第二十条に規定する規則で定める規模は、建築物の新築又は改築の場合にあ

っては延べ面積が、建築物の増築の場合にあっては増築部分の延べ面積が、二千平方メ

ートルであることとする。 

(平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正) 

(省エネルギー性能基準の順守) 

第九条の二 条例第二十条の三に規定する規則で定める用途は、第八条の三第二項第二号

から第九号までに規定する用途とする。 

2 条例第二十条の三に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第十八条各

号のいずれかに該当する建築物とする。 

3 条例第二十条の三に規定する規則で定める省エネルギー性能基準の値は、次の各号に掲

げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める値以上とする。 

一 当該特定建築物のうち、第八条の三第二項第二号から第八号までに規定する用途に

供する部分の全部(当該用途に供する部分の延べ面積(内部に間仕切壁又は戸を有しな

い階又はその一部であって、その延べ面積に対する常時外気に開放された開口部の面

積の合計の割合が二十分の一以上であるものの延べ面積を除く。)が二千平方メートル

以上である場合に限る。) 別表第一の五に掲げる建築物の熱負荷の低減率の値 

二 当該特定建築物のうち、第八条の三第二項第二号から第九号までに規定する用途に

供する部分の全部(当該用途に供する部分の延べ面積(内部に間仕切壁又は戸を有しな

い階又はその一部であって、その延べ面積に対する常時外気に開放された開口部の面

積の合計の割合が二十分の一以上であるものの延べ面積を除く。)が二千平方メートル

以上である場合に限る。) 別表第一の五に掲げる設備システムのエネルギー利用の低



減率の値 

(平三一規則四三・全改) 

(特別大規模特定建築物の規模) 

第九条の三 条例第二十条の四に規定する規則で定める規模は、第八条の三第一項に規定

する規模とする。 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平二六規則二九・平二八規則二〇三・

平三一規則四三・一部改正) 

(建築物環境計画書の作成等) 

第十条 条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の作成は、建築物等の建築設計、

設備設計その他の設計における環境への配慮のための措置について行わなければならな

い。 

2 条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出は、別記第三号様式による建築物

環境計画書提出書に、次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。 

一 別記第三号様式の二による建築物環境計画書 

二 建築物等の配置図、基準階平面図、断面図及び立面図 

三 仕様書その他の建築物等の環境への配慮のための措置等の内容を示す書類及び図書 

3 条例第二十一条に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第十八条第二

号又は第三号に該当する建築物とする。 

4 条例第二十一条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日のいずれか早い日とする。 

一 建築確認申請等の日 

二 低炭素化法に基づく認定申請の日 

(平一四規則二九・平一七規則四七・平二一規則一二六・平二五規則九六・平二六

規則二九・平三一規則四三・一部改正) 

(建築物環境計画書の任意提出) 

第十条の二 条例第二十一条の二第一項の規定による建築物環境計画書の提出は、別記第

三号様式の三による建築物環境計画書任意提出書に、前条第二項各号に掲げる書類等を

添付して行わなければならない。 

2 条例第二十一条の二第一項に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第

十八条第二号又は第三号に該当する建築物とする。 

3 前条第一項及び第四項の規定は、条例第二十一条の二第一項の規定による建築物環境計

画書の提出について準用する。 

(平二一規則一二六・追加、平三一規則四三・一部改正) 

(建築物環境計画書等の概要についての公表) 

第十一条 条例第二十一条の三、第二十二条第三項、第二十三条第二項、第二十三条の三

第四項(第二十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の六

第三項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 



一 知事が別に定める日及び時間における環境局での閲覧 

二 インターネットの利用による公表 

(平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正) 

(建築物環境計画書の変更等の届出) 

第十二条 条例第二十二条第一項本文に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる変

更の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

一 条例第二十一条第一号に掲げる事項の変更 変更した日の翌日から起算して三十日

を経過した日 

二 条例第二十一条第三号から第八号までに掲げる事項の変更 変更する事項に係る工

事に着手する日の十五日前 

2 条例第二十二条第一項の規定による届出は、条例第二十一条第一号に掲げる事項を変更

する場合にあっては別記第三号様式の四による建築主等氏名等変更届出書により、同条

第三号から第八号までに掲げる事項を変更する場合にあっては別記第四号様式による建

築物環境計画書変更届出書によらなければならない。 

3 前項の建築物環境計画書変更届出書の届出に当たっては、変更する事項を反映した第十

条第二項各号に掲げる書類等を添付しなければならない。 

4 条例第二十二条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、マンション環境性能表

示に変更が生じない場合であって、次に掲げる場合とする。 

一 条例第二十一条第三号に掲げる事項の変更にあっては、次に掲げる変更以外の変更

をする場合 

ア 主たる用途の変更 

イ 第八条の三第二項各号に規定する用途に供する部分の延べ面積が、新たに二千平

方メートル以上になる変更 

二 条例第二十一条第四号に掲げる事項の変更にあっては、新たに環境への配慮のため

の措置を実施する場合及び環境への配慮のための措置の内容を変更し、当該変更によ

り環境への配慮の程度が同等以上となる場合 

三 条例第二十一条第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する再生可能エ

ネルギーの利用に係る措置の有無の検討結果を変更するとき又は当該措置のうち太陽

光を利用するための設備において太陽光の変換方法を変更するとき以外の変更をする

場合 

5 条例第二十二条第二項の規定による建築物等の新築等の中止の届出は、別記第四号様式

の二による建築物環境計画中止届出書によらなければならない。 

(平一七規則四七・平二一規則一二六・平二五規則九六・平二六規則二九・平二八

規則一一六・平三一規則四三・一部改正) 

(工事完了の届出) 

第十三条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、別記第五号様式による建築物等工



事完了届出書によらなければならない。 

2 前項の建築物等工事完了届出書の届出に当たっては、条例第二十一条に規定する建築物

環境計画書(条例第二十二条第一項に規定する届出を含む。)に記載された環境への配慮

のための措置等の実施結果を示した書類及び図書を添付しなければならない。 

3 条例第二十三条第一項の規定による届出は、建築物等の新築等に係る工事が完了した日

の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 

4 条例第二十三条第三項に規定する規則で定める日は、同条第一項の規定による届出の日

の翌日から起算して百八十日を経過した日とする。 

5 条例第二十三条第三項に規定する規則で定める特別大規模特定建築主は、マンションの

みに係る工事完了の届出を行った特別大規模特定建築主を除いた者とする。 

6 条例第二十三条第三項の規定による報告は、別記第五号様式の二による省エネルギー性

能状況報告書提出書に、配慮指針に基づき作成する省エネルギー性能状況報告書を添付

して行うものとする。 

(平一七規則四七・平二一規則一二六・平二六規則二九・平三一規則四三・一部改

正) 

(性能表示等を行う建築物の評価項目等) 

第十三条の二 条例第二十三条の二第一項及び第二項に規定する規則で定める取組状況の

評価は、次に掲げる措置についての評価とする。 

一 建築物の熱負荷の低減 

二 設備のエネルギーの使用の合理化 

三 再生可能エネルギーの利用 

四 建築物の長寿命化(維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及びく体の

劣化対策に係る措置をいう。) 

五 緑化 

2 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める用途は、第八条の三第二項第二号か

ら第八号までに規定する用途(当該各用途に供する部分の延べ面積が二千平方メートル

以上である場合に限る。)とする。 

3 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める種類の建築物は、建築物省エネ法第

十八条第二号又は第三号に該当する建築物とする。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正) 

(特定マンションの環境性能の表示等) 

第十三条の三 条例第二十三条の三第一項に規定する規則で定める規模は、住居の用に供

する部分の延べ面積が二千平方メートル以上であることとする。 

2 条例第二十三条の三第一項本文に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で、間

取り図が表示されるものとする。 

一 新聞紙に掲載される広告 



二 雑誌に掲載される広告 

三 新聞への折り込みその他の方法により配布される散らし、掲出されるビラ、ポスタ

ー、パンフレット、小冊子等 

四 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式に

よる記録その他これらに類するもの 

五 インターネットの利用による広告 

3 条例第二十三条の三第一項に規定する規則で定める日は、マンションの新築等に係る工

事が完了した日の翌日から起算して一年を経過した日とする。 

4 条例第二十三条の三第一項ただし書に規定する規則で定める広告は、書面によるもので

あって、当該広告の面積が六万二千三百七十平方ミリメートル以下のものとする。 

5 条例第二十三条の三第三項に規定する規則で定める日は、同項の規定による表示をし、

又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

6 条例第二十三条の三第三項の規定による届出は、別記第五号様式の三によるマンション

環境性能表示届出書に、同条第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければ

ならない。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・平三一規則四三・一部改正) 

(マンションの環境性能の任意表示等) 

第十三条の三の二 条例第二十三条の三の二第一項に規定する規則で定める広告は、前条

第二項各号に掲げる広告で、間取り図が表示されるものとする。 

2 条例第二十三条の三の二第一項に規定する規則で定める日は、マンションの新築等に係

る工事が完了した日の翌日から起算して一年を経過した日とする。 

3 前条第四項から第六項までの規定は、条例第二十三条の三の二第一項の規定によるマン

ション環境性能表示の表示について準用する。 

(平三一規則四三・追加) 

(環境性能評価書の作成等) 

第十三条の四 条例第二十三条の四第一項に規定する規則で定める日までの間は、特別大

規模特定建築物等の新築等に係る工事の着手の予定の日の少なくとも二十一日前から、

次の各号に掲げる日のいずれか早い日までとする。 

一 特別大規模特定建築物等の全部について、売却又は信託の受益権が譲渡された日 

二 条例第二十三条第一項に規定する工事が完了した日の翌日から起算して百八十日を

経過した日 

2 条例第二十三条の四第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該

当する場合とする。 

一 一の買受人、賃借人又は信託の受益権の譲受人(以下「買受人等」という。)に、売

却、賃貸又は信託の受益権の譲渡(以下「売却等」という。)をしようとする特別大規

模特定建築物等に係る環境性能評価書の交付を行ったことがない場合であって、当該



買受人等に売却等をしようとする部分(既に売却等をしている部分を含む。)のうち、

第八条の三第二項第二号から第八号までに規定する各用途に供する部分の延べ面積が

二千平方メートル未満であるとき。 

二 既に一の買受人等に、特別大規模特定建築物等の一部について、環境性能評価書の

交付を行ったことがある場合であって、当該特別大規模特定建築物等の他の部分を当

該買受人等に売却等をしようとするとき(環境性能評価書に記載する第十三条の二第

一項各号に規定する措置に係る評価に変更がないときに限る。)。 

3 条例第二十三条の四第二項に規定する規則で定める日は、第一項各号のいずれか早い日

の翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

4 条例第二十三条の四第二項の規定による届出は、別記第五号様式の四による環境性能評

価書交付届出書に次の書面を添付して行わなければならない。 

一 評価書作成基準に基づき作成する環境性能評価書交付状況一覧 

二 交付をした環境性能評価書の写し(最初に交付をしたものに限る。) 

三 環境性能評価書の内容に変更があった場合は、交付をした変更後の環境性能評価書

の写し(最初に交付をしたものに限る。) 

(平二一規則一二六・追加、平二六規則二九・平二八規則二〇三・平三一規則四三・

一部改正) 

(マンション環境性能表示の変更の届出等) 

第十三条の五 条例第二十三条の六第一項に規定する規則で定める日は、同項の規定によ

る表示をし、又は表示をさせた日の翌日から起算して十五日を経過した日とする。 

2 条例第二十三条の六第一項の規定による届出は、別記第五号様式の五によるマンション

環境性能表示変更届出書に、変更後の条例第二十三条の三第一項若しくは条例第二十三

条の三の二第一項に規定する広告又はその写しを添えて行わなければならない。 

3 条例第二十三条の六第二項の規定による届出は、条例第二十二条第一項の規定による届

出と、別記第三号様式の四による建築主等氏名等変更届出書により併せて行わなければ

ならない。 

4 知事は、条例第二十三条の三第四項(条例第二十三条の三の二第二項で準用する場合を

含む。)又は第二十三条の六第三項の規定による概要の公表の内容が第十三条第一項に規

定する建築物等工事完了届出書の内容と異なる場合で、第十三条の三第二項各号に掲げ

る広告が行われないと認めるときは、当該建築物等工事完了届出書の内容に基づき、知

事が別に定めるところにより当該公表の内容を修正することができる。 

(平一七規則四七・追加、平二一規則一二六・旧第十三条の四繰下・一部改正、平

二六規則二九・平三一規則四三・一部改正) 

(提出書等の提出) 

第十三条の五の二 第八十二条の規定にかかわらず、条例第二章第三節の規定による提出、

届出又は報告に係る書類等の提出、届出又は報告は、提出書又は届出書の正本に磁気デ



ィスク等をもって調製するファイルに情報を記録した次に掲げる書類等の添付により行

うことができる。 

一 第十条、第十条の二、第十二条、第十三条、第十三条の三(第十三条の三の二で準用

する場合を含む。)、第十三条の四及び前条の各条に定める別記様式による提出書又は

届出書の正本の写し 

二 第十条、第十条の二、第十二条、第十三条、第十三条の三(第十三条の三の二で準用

する場合を含む。)、第十三条の四及び前条の各条に定める別記様式による提出書又は

届出書に添付する関係書類等の正本及びその写し 

(平三一規則四三・追加) 

(特定家庭用機器) 

第十三条の六 条例第二十五条の四第一項に規定する規則で定める家庭用電気機器等は、

未使用の機械器具で、省エネ法第百四十六条第一項に規定する製造事業者等が製造し、

又は輸入するもののうち、次に掲げるものとする。 

一 エアコンディショナー(水冷式のものその他エネルギーの使用の合理化等に関する

法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。以下「省エネ法施行規則」とい

う。)第九十二条第一項に規定するもの以外のもののうち、冷暖房の用に供するもの(冷

房能力が四キロワット以下のものに限る。)であって、直吹き形かつ壁掛け形のもの(一

の室外機に二以上の室内機を接続するもののうち各室内機の運転を個別に制御するも

のを除く。)に限る。以下同じ。) 

二 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他省エネ法施

行規則第九十二条第八項に規定するものを除く。以下同じ。) 

三 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他省エ

ネ法施行規則第九十二条第三項に規定するものを除く。以下同じ。) 

(平一七規則四七(平一八規則一一〇・平一八規則二〇五・一部改正)・追加、平一

八規則一四・平一八規則一一〇・平一八規則二〇五・平二〇規則一六七・平二一

規則七五・一部改正、平二一規則一二六・旧第十三条の五繰下、平二六規則二九・

平三一規則一四・一部改正) 

(省エネルギー性能等の表示) 

第十三条の七 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める台数は、次の各号に掲

げる機械器具ごとに五台とする。 

一 エアコンディショナー 

二 電気冷蔵庫 

三 テレビジョン受信機であって、ブラウン管を有するもの 

四 テレビジョン受信機であって、液晶パネルを有するもの 

五 テレビジョン受信機であって、プラズマディスプレイパネルを有するもの 

2 条例第二十五条の五第一項に規定する規則で定める省エネルギー性能等を示す事項は、



次に掲げる事項とする。 

一 相対評価方法等基準に基づく相対評価 

二 省エネ法第百四十五条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める測

定方法によって得られた数値(以下「エネルギー消費効率」という。) 

三 省エネ法第百四十五条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める数

値に対するエネルギー消費効率の達成率を百分率で表したもの 

四 省エネ法第百四十五条第一項の規定に基づき、機器ごとに経済産業大臣が定める年

度 

五 日本産業規格C九九〇一に定める省エネ性マーク 

六 製造事業者名 

七 機種名 

八 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第二条第二項各号

に掲げる特定物質等を冷媒及び断熱材発泡剤に使用していないことの表示(電気冷蔵

庫に限る。) 

九 エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(平成十

八年経済産業省告示第二百五十八号)に定める一年間使用した場合の目安となる電気

料金 

(平一七規則四七・追加、平一八規則二〇五・平二〇規則一六七・一部改正、平二

一規則一二六・旧第十三条の六繰下、平三一規則一四・令元規則二九・一部改正) 

第十四条及び第十五条 削除 

(平二一規則一二六) 

第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策 

(平二一規則七五・改称) 

(自動車環境管理計画書の提出等) 

第十六条 条例第二十八条第一項に規定する規則で定める台数は、三十台とする。 

2 条例第二十八条第一項に規定する自動車環境管理計画書は、平成二十三年度から始まる

五箇年度ごとの各期間(以下この条において「自動車環境管理期間」という。)を計画期

間として作成するものとする。 

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間を

計画期間として作成するものとする。この場合において、これに引き続く自動車環境管

理計画書の計画期間は、前項と同様とする。 

一 条例第二十八条第一項に規定する特定事業者に該当することとなった日(以下この

条において「特定事業者該当日」という。)が自動車環境管理期間の開始年度の翌年度

の四月一日から終了年度の十二月三十一日までの間である場合 当該特定事業者該当

日の属する年度から当該年度の属する自動車環境管理期間の終了年度までの期間 

二 特定事業者該当日が自動車環境管理期間の終了年度の一月一日から三月三十一日ま



での間である場合 当該特定事業者該当日が属する自動車環境管理期間の次の自動車

環境管理期間 

4 条例第二十八条第一項の規定による自動車環境管理計画書の提出は、特定事業者該当日

又は計画期間が満了した日から三月以内に、別記第六号様式による自動車環境管理計画

書提出書に、条例第二十八条第一項に規定する指針(以下「自動車環境管理指針」という。)

に基づき作成する自動車環境管理計画書を添付して行わなければならない。 

5 条例第二十八条第二項の規定による計画書の提出は、自動車環境管理計画書の内容を変

更した日から六十日以内に、別記第六号様式の二による自動車環境管理計画書変更提出

書に、自動車環境管理指針に基づき作成する変更後の自動車環境管理計画書を添付して

行わなければならない。 

(平一三規則二三一・平一八規則一一〇・平二三規則三八・一部改正) 

(実績報告書の提出) 

第十六条の二 条例第二十九条の規定による実績報告書の提出は、五月末日までに、別記

第六号様式の三による自動車環境管理実績報告書提出書に、自動車環境管理指針に基づ

き作成する自動車環境管理実績報告書を添付して行わなければならない。 

(平一三規則二三一・追加、平一八規則一一〇・一部改正) 

(自動車環境管理者の選任及び変更の届出) 

第十六条の三 条例第三十三条第一項又は第二項の規定による届出は、自動車環境管理者

を選任し、又は変更した日から六十日以内に、別記第六号様式の四による自動車環境管

理者選任(変更)届出書により行わなければならない。 

(平一三規則二三一・追加、平一八規則一一〇・一部改正) 

(燃費性能) 

第十六条の四 条例第三十四条第一項に規定するエネルギーの消費量との対比における自

動車の性能として規則で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各

号に定める値とする。 

一 揮発油若しくは軽油を燃料とする自動車又は液化石油ガスを燃料とする自動車(省

エネ法第百四十七条第一号に規定する特定機器のエネルギー消費効率のうち自動車に

係るものが定められているものに限る。) 当該エネルギー消費効率の値 

二 前号の燃料以外のものを燃料とする自動車又は液化石油ガスを燃料とする自動車

(省エネ法第百四十七条第一号に規定する特定機器のエネルギー消費効率のうち自動

車に係るものが定められているものを除く。) 当該エネルギー消費効率の算定方法に

準じて算出された当該エネルギー消費効率に相当する値 

(平二一規則七五・追加、平三一規則一四・一部改正) 

(低公害・低燃費車の導入義務者の規模) 

第十七条 条例第三十五条に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法(昭和二十六

年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪



自動車及び被けん引自動車を除くものとする。 

2 条例第三十五条に規定する規則で定める台数は、二百台とする。 

3 条例第三十五条に規定する規則で定める割合は、同条に規定する低公害・低燃費車のう

ち排出ガスを発生しないか、又は排出ガスの発生量が特に少なく、かつ、燃費性能が特

に高いものとして知事が別に定める自動車に換算した場合において、十五パーセントと

する。 

(平一八規則一一〇・平二一規則七五・平二八規則八五・一部改正) 

(環境情報の事項) 

第十八条 条例第四十七条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 燃料の種別 

二 二酸化炭素の排出量 

三 自動車用エアコンディショナーに冷媒として使用されている物質の種類、量及び地

球温暖化係数 

2 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する排出ガスの

量は、次に掲げる物質の量とする。 

一 一酸化炭素 

二 非メタン炭化水素 

三 窒素酸化物 

四 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車及びガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物

還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車に限る。) 

五 ホルムアルデヒド(メタノールを燃料とする自動車に限る。) 

3 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する騒音の大き

さは、加速走行騒音、定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさとする。 

4 条例第四十七条の規定により書面等に記載し、及び新車の購入者に説明する燃費性能並

びに第二項に規定する排出ガスの量及び前項に規定する騒音の大きさの値にあっては次

のいずれかの値と、第一項に規定する二酸化炭素の排出量にあっては告示で定める燃費

性能から求める方法により算定した値とする。 

一 道路運送車両法第七十五条の規定による型式の指定その他の新車時の検査を受ける

ために申請し、又は届け出た値 

二 低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認

定を受けるために申請した値 

(平二一規則七五・平二七規則一一二・一部改正) 

(アイドリング・ストップの特例) 

第十九条 条例第五十二条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七条の規定により信号機の表示する信号

等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定により自動車等を停止する場合 



二 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合 

三 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合 

四 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室

及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合 

五 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に規定する

自動車が当該緊急用務に使用されている場合 

六 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 

(駐車場の規模) 

第二十条 条例第五十四条に規定する規則で定める規模は、自動車の収容能力が二十台で

あることとする。 

(粒子状物質等の量を増大させる燃料) 

第二十一条 条例第五十七条に規定する規則で定める燃料は、次のとおりとする。 

一 重油(日本産業規格K二二〇五に定める重油をいう。以下この条において同じ。) 

二 重油を混和した燃料 

三 前二号を除き、次に掲げる燃料の性状のいずれかが当該の値を満たさない燃料 

ア 九十パーセント留出温度(日本産業規格K二二五四に定める方法で測定した燃料の

性状をいう。) 摂氏三百六十度以下 

イ 十パーセント残油の残留炭素分(日本産業規格K二二七〇に定める方法で測定した

燃料の性状をいう。) 〇・一質量パーセント以下 

ウ セタン指数(日本産業規格K二二八〇に定める方法で算出した燃料の性状をいう。) 

四十五以上 

エ いおう分(日本産業規格K二五四一―一、日本産業規格K二五四一―二、日本産業

規格K二五四一―六又は日本産業規格K二五四一―七に定める方法で測定した燃料

の性状をいう。) 〇・〇〇一質量パーセント以下 

(平一九規則一五五・令元規則二九・一部改正) 

第四章 工場公害対策等 

(燃料の基準) 

第二十二条 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める地域は、いおう酸化物による

大気の汚染が著しい地域として知事が別に定める地域とする。 

2 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日

当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が三百リットルであることとする。 

3 条例第六十九条第一項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準

は、別表第二に掲げるとおりとする。 

(集じん装置の設置) 

第二十三条 条例第七十条に規定する規則で定めるばい煙施設及び当該ばい煙施設に設置

すべき集じん装置は、別表第三に掲げるとおりとする。 



(粉じんを発生する施設の構造基準等) 

第二十四条 条例第七十一条に規定する規則で定める粉じんを発生する施設並びに当該施

設の構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第四に掲げるとおりとする。 

(有害ガス取扱施設の構造基準等) 

第二十五条 条例第七十二条に規定する有害ガス取扱施設に係る規則で定める構造並びに

使用及び管理の方法の基準は、別表第五に掲げるとおりとする。 

(炭化水素系物質を貯蔵する施設等) 

第二十六条 条例第七十三条に規定する規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等及

び当該施設に設置する炭化水素系物質の排出防止設備等は、別表第六に掲げるとおりと

する。 

(作業汚水に含まれる有害物質の量の基準) 

第二十七条 条例第七十四条に規定する規則で定める基準は、作業汚水一リットル当たり

の有害物質の量をミリグラムで表した値について、条例別表第七 四の部(一)の表の公

共用水域に排出される汚水に適用される規制基準のうち当該工場又は指定作業場に適用

される当該有害物質の規制基準の値とする。 

(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等) 

第二十八条 条例第七十五条に規定する有害物質取扱施設に係る規則で定める構造並びに

使用及び管理の方法の基準は、別表第七に掲げるとおりとする。 

(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限) 

第二十九条 条例第七十六条第一項及び第百三十四条第一項に規定する規則で定める地域

及び規則で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる地域の区分及び中欄に掲げる吐出口

の断面積による区分に応じ、下欄に掲げる構造基準とする。 

2 条例第七十六条第一項、第九十七条、第百一条、第百三十五条、第百四十一条第二項及

び第百四十五条に規定する規則で定める規模以上の揚水施設は、一戸建ての住宅におい

て家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が三百ワットを超える揚水施設、

その他のものにあっては全ての揚水施設とする。 

3 条例第七十六条第二項及び第百三十四条第二項に規定する規則で定める揚水量は、一日

当たりの揚水量が、最大で二十立方メートル以下であり、かつ、月平均で十立方メート

ル以下であることとする。 

(平二八規則八五・一部改正) 

(工場の設置の認可及び変更の認可の申請) 

第三十条 条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けようとす

る者は、別記第七号様式による工場設置(変更)認可申請書に、近隣の建物の用途、構造

及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて提出しなければならない。 

(工場の設置の認可等の通知) 

第三十一条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合



を含む。)に規定する申請書を受理したときは、受理した日から起算して六十日以内に、

申請者に対し条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項に規定する認可をし、又は認

可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場の施設が特殊であ

ることその他の特別の理由により六十日以内に認可をし、又は認可をしない旨の通知を

することができないときは、その理由を付して、当該申請者にその旨及び認可をし、又

は認可をしない旨の通知をする期限を通知するものとする。 

2 前項に規定する認可をする旨の通知は、条例第八十一条第四項に規定する条件を付さな

い場合にあっては別記第八号様式の甲による工場設置(変更)認可書に、同項に規定する

条件を付す場合にあっては別記第八号様式の乙による工場設置(変更)認可書に、工場設

置(変更)認可申請書の写しを添えてしなければならない。 

(軽微な変更) 

第三十二条 条例第八十二条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の

各号に掲げる変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音若しくは振動の増

加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。 

一 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更 

二 同一作業場内における施設の配置の変更 

三 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の変更 

(工場認可手数料) 

第三十三条 条例第八十三条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートル以下のもの 八千七百円 

二 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 

一万四千二百円 

三 工場の作業場の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 二万二百円 

(完成届) 

第三十四条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記第九号様式による工事完成

届出書によらなければならない。 

(認定等の通知) 

第三十五条 知事は、条例第八十四条第一項の規定による届出を受理したときは、受理し

た日から起算して十日以内に、同条第二項の規定に基づき認定し、又は認定しない旨の

通知をするものとする。 

2 前項に規定する認定する旨の通知は、別記第十号様式による認定書により行う。 

(表示板の掲出) 

第三十六条 条例第八十五条の規定による表示板の掲出は、別記第十一号様式による表示

によらなければならない。 

2 条例第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項を変更



しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければなら

ない。 

(工場現況届) 

第三十七条 条例第八十六条の規定による届出は、別記第十二号様式による工場現況届出

書によらなければならない。 

(工場及び指定作業場の氏名等変更届) 

第三十八条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規

定による変更の届出は、別記第十三号様式による工場(指定作業場)氏名等変更届出書に

よらなければならない。 

(工場及び指定作業場の廃止届) 

第三十九条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規

定による廃止の届出は、別記第十四号様式による工場(指定作業場)廃止届出書によらな

ければならない。 

(工場及び指定作業場の承継届) 

第四十条 条例第八十八条第三項(条例第九十三条第二項において準用する場合を含む。)

の規定による届出は、別記第十五号様式による工場(指定作業場)承継届出書に、承継の

事実を証明する書類を添えて行わなければならない。 

(指定作業場の設置届及び変更届) 

第四十一条 条例第八十九条又は第九十条の規定による届出は、別記第十六号様式による

指定作業場設置(変更)届出書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等

を明らかにした図面を添えて行わなければならない。 

(実施制限期間の短縮の通知) 

第四十二条 条例第九十二条第二項の規定による期間の短縮の通知は、別記第十七号様式

による実施制限期間短縮通知書によって行う。 

(ばい煙濃度の測定等) 

第四十三条 条例第九十四条の規定によるばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に

定めるところにより行うものとする。 

一 ばいじん濃度の測定は、条例別表第七 一の部(一)の款の付表第一 十二の項第一

欄に掲げる廃棄物焼却炉について、同部(二)の款アの項(ア)の表の備考に掲げる測定方

法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。 

ア 焼却能力が一時間当たり四千キログラム以上の廃棄物焼却炉 二月を超えない作

業期間ごとに一回以上 

イ 火格
ごう

子面積が二平方メートル以上の廃棄物焼却炉(アに掲げるものを除く。)及び

焼却能力が一時間当たり二百キログラム以上四千キログラム未満の廃棄物焼却炉 

年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上の廃棄物焼却炉にあっ

ては、年一回以上) 



ウ ア又はイに掲げる廃棄物焼却炉に該当しないもの 年一回以上 

二 窒素酸化物濃度の測定は、条例別表第七 一の部(三)の款の表第一欄施設の種類に

掲げるボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関(以下「ボ

イラー等」という。)について、同表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分

に応じて、当該回数行うものとする。 

ア ボイラー等において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四

万立方メートル以上のボイラー等 二月を超えない作業期間ごとに一回以上 

イ アに掲げるボイラー等に該当しないもの 年二回以上(一年間につき継続して休

止する期間が六月以上のボイラー等にあっては、年一回以上) 

三 前二号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。 

2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十六条の規定により行った測定及び

記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。 

(水質の測定等) 

第四十四条 条例第九十五条の規定による汚水の水質の測定及び結果の記録は、次に定め

るところにより行うものとする。 

一 汚水の水質の測定は、工場又は指定作業場から排出する汚水に係る規制基準に定め

られた項目について、条例別表第七 四の部(一)の款の表の備考、同部(二)の款アの項

の表の備考及び同部(三)の款アの項の表の備考に掲げる検定方法により、年一回以上

行うものとする。 

二 前号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。 

2 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定により行った

測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。 

(揚水量の測定等) 

第四十五条 条例第九十七条及び第百三十五条の規定により設置すべき水量測定器は、羽

根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は知事がこれらと同等以上の能

力を有すると認める水量測定器のうち、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じてもっと

も適切なものとする。 

2 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録は、揚水を行った

日ごとに行うものとする。 

3 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録の報告は、毎年一

回、別記第十八号様式による地下水揚水量報告書によらなければならない。 

(事故届等) 

第四十六条 条例第九十八条第一項の規定による届出は、別記第十九号様式による工場(指

定作業場)事故届出書によらなければならない。 

2 条例第九十八条第二項の規定による計画の提出は、別記第二十号様式による事故再発防

止措置計画書によらなければならない。 



3 条例第九十八条第三項の規定による届出は、別記第二十一号様式による事故再発防止措

置完了届出書によらなければならない。 

(ばい煙等の減少計画書) 

第四十七条 条例第九十九条の規定による計画の提出は、別記第二十二号様式によるばい

煙等の減少計画書によらなければならない。 

(公害防止管理者を選任すべき工場等) 

第四十八条 条例第百五条第一項に規定する規則で定める工場は、別表第九に掲げるとお

りとする。 

2 条例第百五条第一項に規定する公害防止管理者の職務は、次のとおりとする。 

一 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び

作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させない

よう監督を行うこと。 

二 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させるこ

と。 

3 条例第百五条第二項の規定による届出は、別記第二十三号様式による東京都公害防止管

理者選任(解任)届出書によらなければならない。 

(公害防止管理者の登録事項等) 

第四十九条 条例第百六条に規定する規則に定める工場の区分に従い選任する公害防止管

理者は、別表第九の上欄に掲げる工場の区分に応じ、当該下欄に掲げる公害防止管理者

とする。 

2 条例第百六条に規定する規則で定める講習を修了した者又は知事がこれらと同等の知

識及び技能を有すると認める者は、別表第十に掲げる者とする。 

3 条例第百六条に規定する規則で定める登録に係る事項は、氏名、生年月日その他知事が

必要と認める事項とする。 

4 条例第百六条の規定による登録の申請は別記第二十四号様式による東京都公害防止管

理者登録証交付申請書により、同条により登録した事項の変更の申請は別記第二十五号

様式による東京都公害防止管理者登録証変更申請書により行わなければならない。 

5 知事は、前項に規定する登録が行われた場合は、別記第二十六号様式による東京都公害

防止管理者登録証を交付するものとする。 

6 前項の規定により交付された登録証を汚し、損じ、又は失った者は、別記第二十七号様

式による東京都公害防止管理者登録証再交付申請書により登録証の再交付を申請するこ

とができる。 

(受講手数料等) 

第五十条 条例第百七条に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

一 一種公害防止管理者講習 八千二百円 



二 二種公害防止管理者講習 五千七百円 

三 登録 千四百円 

四 変更登録 六百円 

五 登録証再交付 六百円 

(適正管理化学物質の使用量等の報告) 

第五十一条 条例第百十条第一項に規定する規則で定める量は、事業所ごとの年度に取り

扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムとする。 

2 条例第百十条第一項に規定する規則で定める特に適正な管理が必要とされる適正管理

化学物質は、別表第十一に掲げる化学物質とする。 

3 条例第百十条第一項の規定による報告は、毎年六月末日までに、その前年度に取り扱っ

た量が百キログラム以上である適正管理化学物質について、別記第二十八号様式による

適正管理化学物質の使用量等報告書により行わなければならない。 

(化学物質管理方法書の提出) 

第五十二条 条例第百十一条第二項に規定する規則で定める規模は、従業員の数が二十一

人で、かつ、年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムであるこ

ととする。 

2 条例第百十一条第二項に規定する化学物質管理方法書の提出は、別記第二十九号様式に

よる化学物質管理方法書によらなければならない。 

(特定有害物質) 

第五十三条 条例第百十三条に規定する規則で定める有害物質は、別表第十二の上欄に掲

げる物質とする。 

(平三一規則一四・全改) 

(土壌汚染の除去等の措置の計画書作成に関する指示等に係る基準等) 

第五十四条 条例第百十四条第一項、第百十五条第二項及び第百十六条第四項(第百十六条

の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次のとおり

とする。 

一 土壌汚染の除去等の措置を講ずべき期限 

二 土壌汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所 

三 土壌地下水汚染対策計画書を提出すべき期限 

2 条例第百十四条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、別表第十二の上欄に掲げ

る特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値とする。 

3 条例第百十四条第一項第二号に規定する規則で定める場合(第百十七条第四項に規定す

る場合を含む。)及び条例第百十六条第四項第一号に規定する規則で定める場合(第百十

六条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号のいずれにも該当する場合

とする。 

一 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該下欄に定める要件を満たすこと。 



一 土壌の特定有害物質の

濃度が、溶出量基準(汚染

土壌処理基準のうち溶出

量に係る基準値をいう。)

を超え、又は超えることが

確実であると認められる

土地 

地下水の流動の状況等からみて、地下水から検出され

た特定有害物質の濃度が別表第十二の二の上欄に掲げ

る特定有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げ

る基準値(以下「地下水基準」という。)を超える地下水

の汚染があるとすればその汚染が拡大するおそれがあ

ると認められる範囲に、次に掲げるいずれかの取水口

又は地点があること。 

ア 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用い

ることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取

水口その他の地下水の取水口 

イ 地下水を水道法第三条第二項に規定する水道事業

(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供

給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、

同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同

条第六項に規定する専用水道のための原水として取

り入れるために用い、又は用いることが確実である取

水施設の取水口 

ウ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三

号)第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づ

き、災害時において地下水を人の飲用に供するために

用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機

の取水口その他の地下水の取水口 

エ 地下水基準を超える地下水の湧出を主たる原因と

して、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境

基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の

基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずるこ

とが確実である公共用水域の地点 

二 土壌の特定有害物質の

濃度が、含有量基準(汚染

土壌処理基準のうち含有

量に係る基準値をいう。)

を超え、又は超えることが

確実であると認められる

土地 

当該土地が人が立ち入ることができる土地であるこ

と。 

二 当該土地において、土壌汚染対策指針に基づく土壌汚染の除去等の措置が講じられ

ていないこと。 



(平三一規則一四・全改) 

(土壌地下水汚染対策計画書) 

第五十四条の二 条例第百十四条第一項、第百十五条第二項、第百十六条第四項(第百十六

条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百十六条第九項(第百十六条の二第

二項において準用する場合を含む。)に規定する土壌地下水汚染対策計画書の提出は、次

に掲げる事項を記載した別記第三十号様式による土壌地下水汚染対策計画書によらなけ

ればならない。 

一 汚染の状況 

二 土壌汚染の除去等の措置の区域(条例第百十五条第二項又は第百十六条第四項第二

号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合にあっ

ては、周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために必要となる土壌汚染の除去等の措

置の区域) 

三 土壌汚染の除去等の措置の方法(条例第百十五条第二項又は第百十六条第四項第二

号(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合にあっ

ては、周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために必要となる土壌汚染の除去等の措

置の方法)及びその選択理由 

四 土壌汚染の除去等の措置の開始及び終了の時期 

五 土壌汚染の除去等の措置の期間中の環境保全対策 

六 汚染土壌の搬出の有無並びに搬出する場合における搬出の方法及び搬出先での処理

の方法 

2 前項の土壌地下水汚染対策計画書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

一 土壌汚染の除去等の措置を実施する場所の汚染状態を明らかにした図面 

二 土壌汚染の除去等の措置の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 

三 措置終了後の状況を明らかにした図面 

四 汚染土壌を運搬する方法及び運搬する者並びに汚染土壌の処理を行う者の氏名(法

人にあっては名称)及び処理施設の所在地を記載した書類 

五 汚染土壌の処理を行う者が当該汚染土壌を適切に処理することができることを証す

る書類 

(平三一規則一四・追加) 

(土壌汚染の除去等の措置の完了届) 

第五十四条の三 条例第百十四条第五項、第百十五条第六項、第百十六条第八項(第百十六

条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百十六条第九項(第百十六条の二第

二項において準用する場合を含む。)に規定する土壌汚染の除去等の措置の完了の届出は、

別記第三十一号様式による土壌地下水汚染対策完了届出書によらなければならない。 

2 前項の土壌地下水汚染対策完了届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならな

い。 



一 土壌汚染の除去等の措置の実施及び汚染土壌の搬出に関する事項を記載した書類 

二 土壌汚染の除去等の措置の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 

(平三一規則一四・追加) 

(汚染状況の調査) 

第五十五条 条例第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第九項、第百十六条の二第一

項並びに第百十七条第二項に規定する土壌等の汚染状況の調査は、次に掲げる事項につ

いて行うものとし、その調査結果の報告は、別記第三十二号様式による土壌汚染状況調

査報告書によらなければならない。 

一 特定有害物質の使用、排出等の状況 

二 特定有害物質による土壌等の汚染状況 

三 地下水等の状況 

2 前項の土壌汚染状況調査報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

一 条例第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第九項並びに第百十六条の二第一項

に規定する汚染状況調査にあっては、当該工場又は指定作業場の図面 

二 条例第百十六条第一項第二号及び第九項並びに第百十七条第二項に規定する汚染状

況調査にあっては、施設等の除却に伴う土壌の掘削又は土地の改変を行う土地及び当

該掘削又は改変の深度を記した図面 

三 調査に係る土地の周辺の地図 

四 調査に係る土地の汚染状況を明らかにした図面 

3 条例第百十五条第一項ただし書及び第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第二項に

おいて準用する場合を含む。)に規定する規則で定める要件は、次のいずれにも該当する

こととする。 

一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業

により造成された土地であること。 

二 第五十四条第三項第一号の表一の項下欄に規定する取水口がなく、かつ、将来にわ

たって当該取水口が設けられる見込みがないと認められる土地であること。 

(平三一規則一四・一部改正) 

(地下水汚染地域における土壌又は地下水の汚染に係る基準) 

第五十五条の二 条例第百十五条第二項及び第百十六条第四項第二号(第百十六条の二第

二項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれ

にも該当することとする。 

一 土壌の特定有害物質の濃度が別表第十二の三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の

区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値(以下「第二溶出量基準」という。)を超え、又

は地下水の特定有害物質の濃度が別表第十二の四の上欄に掲げる特定有害物質の種類

の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値(以下「第二地下水基準」という。)を超える

こと。 



二 当該土地において、土壌汚染対策指針に基づく土壌汚染の除去等の措置が講じられ

ていないこと。 

(平三一規則一四・追加) 

(工場等の廃止又は施設等の除却時の調査等) 

第五十六条 条例第百十六条第一項本文に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

一 有害物質取扱事業者であった者が工場又は指定作業場を廃止した場合 廃止の日か

ら起算して百二十日を経過した日又は工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な

施設等の除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前のいずれか早い日 

二 有害物質取扱事業者が工場又は指定作業場の全部又は主要な施設等を除却しようと

する場合 当該除却に伴い土壌の掘削を行う日の三十日前 

三 条例第百十六条第一項ただし書の確認が取り消された場合 取消しの日から起算し

て百二十日を経過した日 

2 条例第百十六条第一項第二号の規則で定める主要な施設等は、工場又は指定作業場に設

置された建築物、工作物又は設備のうち、特定有害物質を取り扱ったことにより土壌汚

染を引き起こしたおそれがあるものとする。 

3 条例第百十六条第一項ただし書の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た別記第三十二号の二様式による調査猶予確認申請書を提出しなければならない。 

一 廃止した工場又は指定作業場の名称 

二 廃止した工場又は指定作業場の敷地であった土地の所在地及び敷地面積 

三 廃止した工場又は指定作業場における特定有害物質の使用、排出等の状況 

四 確認を受けようとする土地の場所 

五 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法 

六 確認を受けようとする土地において汚染状況調査の実施が困難である理由 

七 確認を受けようとする者以外に当該土地の所有者等がいる場合にあっては、当該土

地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先 

4 前項の調査猶予確認申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

一 確認を受けようとする者以外に当該土地の所有者等がいる場合にあっては、所有者

等が当該確認の申請に同意している旨を示す書類 

二 廃止した工場又は指定作業場の周辺の地図 

三 確認を受けようとする土地の範囲を示す図面 

四 廃止した工場又は指定作業場において取り扱っていた特定有害物質その他の操業時

の状況に関する記録の一覧 

5 知事は、第三項の申請に係る当該土地の利用方法その他の状況が次の各号のいずれにも

該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の全部又は一部について、

条例第百十六条第一項ただし書の確認をするものとする。 



一 当該土地の利用方法及び管理の状況が次のいずれかに該当するとき。 

ア 引き続き工場等廃止者が事業の用に供する事業場(当該工場等廃止者又は当該事

業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないも

のに限る。)の敷地として利用されること。 

イ 廃止した工場又は指定作業場が小規模であって、事業の用に供されていた建築物

と工場等廃止者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供

されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当

該居住の用に供されている建築物が引き続き当該工場等廃止者の居住の用に供され

る場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理

される土地を含む。)として利用されること。 

ウ 工場等廃止者以外の者の事業又は居住の用に供される敷地として現に利用されて

おり、かつ、当該敷地内の土壌が舗装その他の方法により人が直接触れることのな

い状況であること。 

二 汚染状況調査における土壌及び地下水の採取に当たり、現に事業若しくは居住の用

に供している建物を取り壊すこと又は建物の基礎等の全部若しくは一部を損壊させる

ことが必要であり、かつ、それにより当該事業又は居住に著しい支障が生じるとき。 

(平三一規則一四・全改) 

第五十六条の二 条例第百十六条第二項の規定による届出は、変更の事実を証する書類等

を付して、別記第三十二号の三様式による調査猶予確認事項変更届出書により行うもの

とする。この場合において、前条第三項第四号から第六号までの事項の変更にあっては

当該事項の変更の前に、条例第百十六条第一項ただし書の確認を受けた者の地位の承継

又は前条第三項第七号の事項の変更にあっては当該変更のあったときから遅滞なく届け

出なければならない。 

(平三一規則一四・追加) 

第五十六条の三 条例第百十六条第十項の規定により通知する事項は、次のとおりとする。 

一 譲渡又は返還のあった土地の場所 

二 譲渡又は返還のあった土地に係る工場又は指定作業場の名称 

三 工場又は指定作業場に係る工場等廃止者又は施設等除却者の氏名又は名称 

四 工場又は指定作業場の廃止年月日又は当該土地における施設等除却の日 

五 工場又は指定作業場で取り扱っていた特定有害物質の種類 

六 譲渡又は返還のあった土地に係る汚染状況調査の結果が報告され、条例第百十八条

の二第一項に規定する台帳が調製されているときは、その旨 

七 譲渡又は返還のあった土地に係る条例第百十六条第四項(第百十六条の二第二項に

おいて準用する場合を含む。)の規定による指示がなされているときは、その指示の内

容 

(平三一規則一四・追加) 



(汚染地の改変) 

第五十六条の四 条例第百十六条の三第一項に規定する規則で定める行為は、次のいずれ

かに該当する行為(非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)とする。 

一 土壌汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 

二 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以

上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上であること(土壌等の汚染状況そ

の他必要な情報を把握するため又は観測井を設けるためのボーリングであって、汚染

の拡散の防止が図られる方法によるものを除く。)。 

三 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上であること(土壌等の汚染状

況その他必要な情報を把握するため又は観測井を設けるためのボーリングであって、

汚染の拡散の防止が図られる方法によるものを除く。)。 

四 汚染土壌を敷地外へ搬出すること(試験研究の用に供するために行う場合を除く。)。 

(平三一規則一四・追加) 

(汚染拡散防止計画書) 

第五十六条の五 条例第百十六条の三第一項並びに第百十七条第三項及び第七項に規定す

る汚染拡散防止計画書の提出は、次に掲げる事項(条例第百二十二条第一項第二号の土壌

の搬出のみを行う場合は、第二号、第三号及び第五号を除く。)を記載した別記第三十三

号様式による汚染拡散防止計画書によらなければならない。ただし、土壌汚染対策法(平

成十四年法律第五十三号)第十二条第一項又は第十六条第一項に基づく届出をしたとき

は、当該届出をもって汚染拡散防止計画書の提出に代えることができる。 

一 汚染の状況 

二 汚染の拡散防止の区域 

三 土地の改変又は汚染地の改変の内容及び汚染の拡散防止の方法 

四 汚染の拡散防止の開始及び終了の時期 

五 汚染の拡散防止の期間中の環境保全対策 

六 汚染土壌の搬出の有無並びに搬出する場合における搬出の方法及び搬出先での処理

の方法 

2 前項の汚染拡散防止計画書には、次に掲げる書面等(条例第百二十二条第一項第二号の

土壌の搬出のみを行う場合は、第二号及び第三号を除く。)を添付しなければならない。 

一 改変する土地の汚染状態を明らかにした図面 

二 改変の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 

三 改変終了後の状況を明らかにした図面 

四 汚染土壌を運搬する方法及び運搬する者並びに汚染土壌の処理を行う者の氏名(法

人にあっては名称)及び処理施設の所在地を記載した書類 

五 汚染土壌の処理を行う者が当該汚染土壌を適切に処理できることを証する書類 

3 前二項の規定は、条例第百二十二条第一項第二号の土壌の搬出のみを行う場合にあって



は、第五十六条の五第一項第四号中「汚染の拡散防止の開始及び終了の時期」とあるの

は「汚染土壌の搬出の開始及び終了の時期」と、同項第六号中「処理」とあるのは「処

理又は管理」と、前項第一号中「改変する土地」とあるのは「搬出する汚染土壌」と、

同項第四号中「処理を行う者」とあるのは「処理又は管理を行う者」と、「処理施設の

所在地」とあるのは「処理施設又は管理を行う土地の所在地」と、同項第五号中「処理」

とあるのは「処理又は管理」と読み替えて適用する。 

(平二二規則三五・一部改正、平三一規則一四・旧第五十七条繰上・一部改正) 

(汚染拡散防止措置の完了届) 

第五十六条の六 条例第百十六条の三第三項及び第百十七条第六項(同条第八項において

準用する場合を含む。)に規定する汚染拡散防止措置の完了の届出は、別記第三十三号の

二様式による汚染拡散防止措置完了届出書によらなければならない。ただし、土壌汚染

対策法第十二条各項又は第十六条各項に基づき土地の形質の変更又は汚染土壌の搬出を

行ったと認められるときは、当該事実を証する書類の提出をもって汚染拡散防止措置完

了届出書の提出に代えることができる。 

2 前項の汚染拡散防止措置完了届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

一 改変の実施及び汚染土壌の搬出に関する事項を記載した書類 

二 改変の実施方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図 

(平三一規則一四・追加) 

(土地の改変時の調査等) 

第五十七条 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める面積は、三千平方メートルと

する。ただし、土壌汚染対策法第四条第一項の適用を受ける土地にあっては、九百平方

メートルとする。 

2 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

一 土地の形質の変更(建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴うものに限る。)

並びに土地の切り盛り、掘削及び造成。ただし、次に掲げる行為については、この限

りでない。 

ア 通常の管理行為又は軽易な行為として次に掲げるもの 

(1) 敷地内の水道管又は下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるも

のの新設、改修又は増設 

(2) 用水又は排水施設の設置 

(3) 木竹の植栽、植替え等に伴う掘削 

(4) 既存道路の補修(新設又は拡幅を伴うものを除く。) 

(5) その他土壌汚染の拡散のおそれがなく、かつ、(1)から(4)までに類する行為 

イ 改変の対象となる土地の面積の合計が三百平方メートル未満の行為(当該箇所に

おいて汚染土壌処理基準を超え、又は超えることが確実であると認められる土壌汚

染が生じている場合を除く。) 



ウ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

二 土壌汚染対策法第四条第一項に基づく届出の対象となる行為 

3 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める調査事項は、次に掲げるとおりとし、そ

の調査結果の届出は、別記第三十四号様式による土地利用の履歴等調査届出書によらな

ければならない。 

一 特定有害物質の取扱事業場の設置状況その他の土地の利用の履歴 

二 特定有害物質の使用、排出等の状況 

(平三一規則一四・旧第五十八条繰上・一部改正) 

(台帳の調製等) 

第五十八条 条例第百十八条の二第一項に規定する台帳は、次に掲げる土地について帳簿

及び書類等をもって調製するものとする。 

一 条例第百十四条第一項の規定に基づく指示の対象となった工場又は指定作業場の存

する土地 

二 条例第百十五条から第百十七条までの規定に基づく汚染状況調査により、土壌の特

定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていること又は地下水中の特定有害物質

の濃度が地下水基準を超えていることが確認された土地 

2 前項の帳簿は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 前項第一号の土地にあっては指示、前項第二号の土地にあっては汚染状況調査の実

施の根拠となった条例の条項 

二 前項第二号の土地にあっては、汚染状況調査の結果の報告年月日 

三 土地の所在地 

四 調製年月日又は訂正年月日 

五 第百十五条第一項、第百十六条第一項、第九項若しくは第十一項又は第百十六条の

二第一項の規定により汚染状況調査を実施した場合にあっては当該工場又は指定作業

場の名称(当該工場又は指定作業場が廃止されている場合はその旨)、第百十七条第二

項の規定により汚染状況調査を実施した場合にあっては土地の改変に係る事業の名称 

六 汚染状況調査を実施した土地の面積及び土壌汚染が確認されている土地の面積 

七 汚染状況調査の方法に関する特記事項 

八 特定有害物質による土壌等の汚染状況 

九 汚染状況調査の受託者 

十 当該土地の状況が第五十四条第三項第一号に該当する場合は、その旨 

十一 当該土地において健康被害の防止又は周辺への地下水の汚染の拡大の防止のため

に講じられた措置がある場合は、その内容 

十二 当該土地に条例第百二十二条第一項第二号の土壌がある場合は、その旨 

十三 当該土地が第五十五条第三項に該当する場合は、その旨 

十四 当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更時要届出区域



に指定された区域を含む場合は、その旨 

十五 当該土地における措置又は改変の実施状況及びこれに伴う汚染土壌の処理等の方

法 

3 第一項の規定による土地の台帳は次に掲げる書類等を添付するものとする。 

一 汚染状況調査の実施内容及び調査結果に係る書類等 

二 当該土地に係る健康被害の防止又は周辺への地下水の汚染の拡大の防止のために講

じられた措置の実施場所及び実施状況を明らかにした図面 

三 当該土地に係る汚染の拡散防止の方法を明らかにした図面 

四 対象地周辺の地図 

4 台帳の帳簿記載事項及び書類等に変更があったときは、知事は速やかにこれを訂正しな

ければならない。 

(平三一規則一四・追加) 

(石綿の飛散の状況の監視) 

第五十九条 条例第百二十三条第二項に規定する石綿の飛散の状況についての監視は、別

表第十三の上欄に掲げる工事の区分に応じ、同表下欄に掲げる監視の方法によるものと

する。 

(石綿飛散防止方法等計画届等) 

第六十条 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める石綿含有材料は、吹き付け石

綿(吹き付け工法に使用される石綿含有材料をいう。以下同じ。)及び石綿を含有する保

温材(石綿を含有する耐火被覆材及び断熱材を含む。)とする。ただし、同項に規定する

壁面、天井その他の部分に使用する場合は、吹き付け石綿に限る。 

2 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める石綿含有材料を使用する壁面、天井そ

の他の部分の面積は、十五平方メートルとする。 

3 条例第百二十四条第一項に規定する規則で定める延べ面積等は、建築物については延べ

面積で五百平方メートル、建築物以外の施設については築造面積(建築基準法施行令(昭

和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第五号に規定する築造面積をいう。)で五

百平方メートルとする。 

4 条例第百二十四条第一項の規定による届出は、別記第三十五号様式による石綿飛散防止

方法等計画届出書によらなければならない。 

(平一八規則一一〇・平一九規則二五・一部改正) 

(指定建設作業に係る勧告基準) 

第六十一条 条例第百二十五条第一項に規定する規則で定める指定建設作業に伴い発生す

る騒音又は振動の基準は、別表第十四に掲げるとおりとする。ただし、この基準は、同

表一 騒音の部の表第一号の基準を超える音量の騒音又は同表二 振動の部の表第一号

の基準を超える大きさの振動を発生する指定建設作業について同項の規定による勧告又

は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表一 騒音の部の表第三号又は同表



二 振動の部の表第三号の規定にかかわらず、一日における作業時間をこれらの号に定

める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。 

2 前項の基準は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指

定された地域以外の地域において行われる指定建設作業に伴って発生する騒音、振動規

制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域以外の地

域において行われる指定建設作業に伴って発生する振動並びに作業を開始した日に終わ

る指定建設作業に伴って発生する騒音及び振動には適用しない。 

3 条例第百二十五条第一項に規定する規則で定める建設工事等に伴い発生する汚水の基

準は、別表第十五に掲げるとおりとする。 

(平一五規則一〇・一部改正) 

(廃棄物等の焼却行為の制限) 

第六十二条 条例第百二十六条ただし書に規定する規則で定める小規模の廃棄物焼却炉は、

次に掲げるものとする。 

一 別表第十六の上欄に掲げる小規模の廃棄物焼却炉の区分に応じ、当該小規模の廃棄

物焼却炉の排出口から排出される排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量が中

欄及び下欄に掲げる量以下である性能を有する小規模の廃棄物焼却炉として知事が認

めるもの(第三号に掲げるものを除く。) 

二 市町村が、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百

三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、同法第二条第三項に規定する特

別管理一般廃棄物を除いたものをいう。以下同じ。)の収集を行っていない地域におい

て一般廃棄物の焼却に用いられる小規模の廃棄物焼却炉であって、周辺地域の生活環

境への支障の防止にできる限り配慮して使用されるもの 

三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律その他の法令の対象施設であって、排出ガス中のダイオキシン類の排出

基準等を遵守することが定められている小規模の廃棄物焼却炉 

2 条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合に

おいて、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。 

一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為 

二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為 

(小規模燃焼機器の設置) 

第六十三条 条例第百二十七条第一項に規定する規則で定める規模は、別表第十七の上欄

に掲げる燃焼機器の種類の区分に応じ、当該下欄に定める規模とする。 

(小型の船舶から排出されるし尿の適正処理) 

第六十四条 条例第百二十八条第一項に規定する規則で定める水域は、別表第十七の二に

掲げる直線及び陸岸によって囲まれた水域とする。 



2 知事は、前項の水域を表示した図面を、環境局に備え置き、別に定める日時及び場所に

おいて閲覧に供するものとする。 

3 条例第百二十八条第二項に規定する規則で定める装置は、次に掲げる装置とする。 

一 し尿の回収装置 

二 堆
たい

肥化方式のし尿処理装置 

三 前二号に掲げるもののほか、し尿を適切に処理できると知事が認める装置 

(平二二規則二三〇・一部改正) 

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域等) 

第六十五条 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域と

する。 

一 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びにその周囲三十メートル

以内の区域 

二 学校又は病院の敷地の周囲三十メートル以内の区域 

2 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める場合は、前項第一号の区域において、

次条に定める事項を遵守して自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合

とする。 

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項) 

第六十六条 条例第百二十九条第三項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

一 午後七時から翌日の午前八時までの間は、拡声機を使用しないこと。 

二 拡声機を使用するときは、使用時間は、一回十分以内とし、一回につき十五分以上

の休止時間をおくこと(同一場所において使用する場合に限る。)。 

三 幅員五メートル(自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合にあっ

ては四メートル)未満の道路において拡声機を使用しないこと。 

四 拡声器(携帯用の拡声機を除く。第六号において同じ。)の間隔は、五十メートル以

上とすること。 

五 地上十メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。 

六 地上五メートル以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は、道路方向に平行

にし、かつ、水平方向から下方三十度から四十五度までの角度で使用すること。 

七 拡声機から発する音量は、別表第十八の上欄に掲げる区域の区分に応じ、当該下欄

に掲げる音量の範囲内とすること。 

(拡声機の使用制限の特例) 

第六十七条 条例第百三十条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合と

する。 

一 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い別表第十八の上欄に掲げ

る区域の区分に応じ、当該下欄に掲げる音量の範囲内で使用する場合(午前八時から午



後十一時までの間に使用する場合に限る。) 

二 集団の整理誘導等のために使用する場合 

(音響機器) 

第六十八条 条例第百三十一条に規定する規則で定める音響機器は、電気蓄音機、拡声装

置、有線ラジオ受信装置、録音及び再生装置並びに楽器とする。 

(音響機器等の使用制限の特例) 

第六十九条 条例第百三十一条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場所

において、条例別表第十三 一の項の表の上欄に掲げる区域の区分ごとに午後十一時か

ら翌日午前六時までの規制基準として定められた音量を超えない程度で音響機器等を使

用し、又は使用させる場合とする。 

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二第一項に規定する地下街 

二 人の居住の用に供されている建物、病院及び診療所の敷地の境界線から五十メート

ル(人の居住の用に供されている建物、病院及び診療所が商業地域に所在する場合にあ

っては、二十メートル)以上離れた場所 

(平二七規則一八四・一部改正) 

(深夜の営業等の制限の特例) 

第七十条 条例第百三十二条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 大晦日
み そ か

その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店営業又は喫茶店営業を営む場

合 

二 飲食店営業又は喫茶店営業を営む者が出前販売のみを行う場合 

三 屋台その他の移動式店舗により飲食店営業を営む場合 

四 鉄道若しくは軌道の正常な運行を確保するため又は道路交通法第七十七条第三項若

しくは第四項の規定に基づく道路使用の許可に付された条件若しくは同法第八十条第

一項の規定に基づく協議若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の

規定に基づく道路占用の許可に付された条件若しくは同法第三十五条の規定に基づく

協議により、材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得

ないと認められる場合 

五 災害その他の非常の事態に伴い、営業を営み、又は材料置場における材料の搬入、

搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合 

(深夜の営業等の制限の指定区域等) 

第七十一条 条例第百三十二条第二号に規定する知事が指定する区域は、同条第一号に掲

げる区域の周囲二十メートル以内の区域とする。 

(地下水の揚水施設の設置又は変更の届出) 

第七十二条 条例第百三十四条第四項及び第五項に規定する届出は、別記第三十六号様式

による地下水揚水施設設置(変更)届出書によらなければならない。 

(騒音規制の特例) 



第七十二条の二 条例別表第十三 一の項の表に規定する規則で定める場所は、次に掲げ

るものとする。 

一 保育所及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則(平成十八年東京

都規則第二百九十九号)第三条第一号に規定する認証保育所 

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園 

三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八

年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園 

四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設 

五 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他

これに類する公園 

六 前各号に掲げるもののほか、子供の健やかな成長を図るために必要な場所として知

事が認める場所 

(平二七規則一一二・追加) 

(地下水保全地域) 

第七十三条 条例第百四十三条第一項に規定する地下水保全地域は、次の地域とする。 

一 地下水位の低下により著しい地盤沈下が現に生じ、又は生じるおそれのある地域 

二 地下水位の低下により河川の流量が著しく減少するおそれのある当該河川の水源地

域 

三 前二号の地域のほか、地下水保全が特に必要と知事が認める地域 

(地下水の揚水量の減少勧告) 

第七十四条 条例第百四十五条の規定による地下水の揚水量の減少勧告は、著しい地下水

位の低下により、相当広範囲に及ぶ地盤沈下が生じ、又はそのおそれが認められる場合

に、地下水の用途等に応じ、揚水量の減少すべき量及び期間を定め、行うものとする。 

第五章 緊急時の措置 

(大気汚染緊急時の発令条件) 

第七十五条 条例第百四十六条第一項、条例第百四十七条第一項及び条例第百四十八条第

一項に規定する規則で定める場合は、別表第十九の上欄の項目の区分に応じ、当該下欄

に掲げる発令条件とする。 

(大気汚染予報時の措置) 

第七十六条 知事は、条例第百四十六条第一項に規定する予報をした場合において、当該

予報に係る条例第百四十七条第一項又は条例第百四十八条第一項に規定する事態がばい

煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるときは、ばい煙施設を設置す

る者で一日当たり五千リットル以上の重油を使用するもの(以下「大量に重油を使用する

者」という。)に対し、当該事態の発生が予想される時間内において、当該ばい煙施設か

ら発生するいおう酸化物の量が、通常排出されている量から二十パーセント相当分を減

少した量となる燃料を使用するよう協力を求めるものとする。 



(大気汚染注意報時の措置) 

第七十七条 知事は、条例第百四十七条第一項に規定する大気汚染注意報を発した場合に

おいて、当該事態がばい煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるとき

は、大量に重油を使用する者に対し、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量が、

通常排出されている量から三十パーセント相当分を減少した量となる燃料を使用するこ

とを勧告するものとする。 

(大気汚染警報時の措置) 

第七十八条 知事は、条例第百四十八条第一項に規定する大気汚染警報を発した場合にお

いて、当該事態がばい煙施設から発生するいおう酸化物を原因とするものであるときは、

大量に重油を使用する者に対し、当該ばい煙施設から発生するいおう酸化物の量を、通

常排出されている量から七十パーセント相当分を減少した量とすることを勧告するもの

とする。 

2 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、特別区の存する区域において

ばい煙施設を設置する者で、一日当たり千リットル(千代田区、中央区及び港区の区域に

おいては三百リットル)以上の重油を使用するものに対し、当該ばい煙施設から発生する

いおう酸化物の量を、通常排出されている量から二十パーセント相当分を減少した量と

するよう協力を求めるものとする。 

(水質汚濁緊急時の発令条件等) 

第七十九条 条例第百四十九条第一項に規定する規則で定める河川又は港湾の水域は、条

例別表第七 四の部の付表の水道水源水域の項に掲げる江戸川水域、多摩川水域、霞川

水域及び成木川水域とする。 

2 条例第百四十九条第一項及び条例第百五十条第一項に規定する規則で定める場合は、別

表第二十のとおりとする。 

第六章 雑則 

(処分についての意見の申出) 

第八十条 条例第五条の八第一項、同条第三項、第五条の十三第一項、第五条の十四第二

項、第五条の十五第二項、第五条の十八、第八条の五第一項、第八条の九第一項、第八

条の十九第一項、第八条の二十、第八条の二十一、第四十二条第一項、第五十八条、第

六十条、第九十一条、第九十八条第四項、第百二条、第百三条、第百十四条第一項、同

条第二項、同条第四項、第百十五条第二項、同条第三項、同条第五項、第百十六条第四

項(第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第五項(第百十六

条の二第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第七項(第百十六条の二第二

項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第二項、第百三十九条又は第百五十五

条第二項の規定による命令その他の処分を受けた者は、当該処分について意見があると

きは、他の法令及び条例の規定によるほか、当該処分のあったことを知った日からおお

むね七日以内に、知事に当該意見を申し出ることができる。 



2 知事は、前項の規定による意見がその事務所に到達したときは、その日からおおむね十

四日以内に当該意見を審査し、当該意見を申し出た者に対しその結果を通知するととも

に、相当の理由があると認めるときは、当該処分に係る期限、履行の方法等を変更する

ものとする。この場合において、知事は、審査に当たって必要があると認めるときは、

学識経験者等の意見を聴くものとする。 

(平二一規則七五・平三一規則一四・一部改正) 

(立入検査証等) 

第八十一条 条例第百五十二条第二項の規定による証明書の様式は、同条第一項の規定に

よる立入検査等を行う職員にあっては別記第三十七号様式の甲、同条第三項に規定する

東京都公害監察員にあっては別記第三十七号様式の乙、同条第四項に規定する東京都自

動車公害監察員にあっては別記第三十七号様式の丙のとおりとする。 

2 条例第百五十二条の二第二項の規定による証明書の様式は、別記第三十七号様式の二の

とおりとする。 

3 条例第百五十三条第五項の規定による証明書の様式は、別記第三十八号様式のとおりと

する。 

4 条例第百五十四条第三項に規定する証明書は、警視庁の設置に関する条例(昭和二十九

年東京都条例第五十二号)別表第三に規定する手帳とする。 

(平一七規則四七・平二一規則七五・一部改正) 

(申請書等の提出部数) 

第八十二条 条例の規定による提出、届出、申請又は報告は、提出書、届出書、申請書又

は報告書(この規則各条及び別記様式に定めるそれぞれの関係書類等を含む。)の正本に、

その写し一通を添えてしなければならない。 

(受理書) 

第八十三条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合

を含む。)、第八十九条及び第九十条に規定する申請又は届出がその事務所に到達したと

きは、別記第三十九号様式による受理書を当該申請又は届出をした者に交付するものと

する。 

(平一八規則一一〇・平一九規則二五・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五十一条から第五十八条ま

での規定は同年十月一日から、第六条第八号から第十二号までの規定は平成十四年四月

一日から、第十条から第十三条までの規定は同年六月一日から施行する。 

(経過規定) 

2 この規則第四条第一項の規定は、平成十三年度以後の事業所の燃料及びこれを熱源とす

る熱の年度の使用量並びに電気の年度の使用量について、適用する。 



3 この規則第十七条第三項の規定は、同項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十日ま

での間は、別に定める割合とする。 

4 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則(以下

「改正前の規則」という。)第十二条の四第二項の規定により東京都一級公害防止管理者

の登録証を交付されている者はこの規則第四十九条第五項の規定により東京都一種公害

防止管理者登録証を交付された者と、改正前の規則第十二条の四第二項の規定により東

京都二級公害防止管理者又は東京都三級公害防止管理者の登録証を交付されている者は

同項の規定により東京都二種公害防止管理者登録証を交付された者とみなす。 

5 条例附則第四項の規定による届出は、この規則附則別記第一号様式による工場既設届出

書によらなければならない。 

6 条例附則第五項の規定による届出は、この規則附則別記第二号様式による指定作業場既

設届出書によらなければならない。 

7 条例附則第六項の規定による届出は、この規則附則別記第三号様式による地下水揚水施

設既設届出書によらなければならない。 

8 この規則別表第六の規定は、この規則施行の際既に設置されている燃料用揮発油の貯蔵

施設の容量の合計が五キロリットル以上のもの(燃料用揮発油、灯油又は軽油のすべての

貯蔵施設の容量の合計が五十キロリットル以上のものを除く。)については、平成十五年

九月三十日まで(設置される地域、施設の構造等により排出を防止するために必要な設備

の設置が困難な貯蔵施設にあっては当分の間)、適用しない。 

(東京都公害防止条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する届出に関する規則の廃

止) 

9 東京都公害防止条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する届出に関する規則(平

成三年東京都規則第三百五十三号)は、廃止する。 

(東日本大震災に係る電力需要抑制措置を実施した場合の特例) 

10 東日本大震災に伴う電力不足に対応するため、平成二十三年三月十一日以降の知事が

別に定める期間、電気事業者に対する電力の需要を抑制するために必要な措置として知

事が別に定めるものが事業所において実施された場合において、その実施を証する書類

が知事に提出されたときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 

第四条第一項 燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給され

たものに限る。)並びに電気(燃料を変換して得ら

れた電気であって、当該電気を発生させた者が自

ら使用するもの並びに再生可能エネルギーを変換

して得られた電気であって、当該電気を発生させ

た者が自ら使用するもの及び当該電気のみを供給

知事が別に定め

る方法により算

定した燃料等の

年度の使用量 



する者から供給(電気事業法(昭和三十九年法律第

百七十号)第二条第一項第十五号の託送供給を除

く。)を受けたものを除く。)の年度の使用量 

別表第一 一

の項算定方法

の欄イ 

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業

活動に伴いその本来の用途に従って使用された当

該燃料の量 

知事が別に定め

る方法により算

定した当該燃料

の量 

別表第一 一

の項算定方法

の欄ロ 

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業

活動に伴い使用された他人から供給された当該熱

の量 

知事が別に定め

る方法により算

定した当該熱の

量 

別表第一 一

の項算定方法

の欄ハ 

温室効果ガス排出事業者の事業所等における事業

活動に伴い使用された他人から供給された電気の

量 

知事が別に定め

る方法により算

定した電気の量 

(平二三規則一〇五・追加) 

11 平成三十六年三月三十一日までの間、第四条の二十第二項に定める期間は、同項の規

定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる事業所にあっては、当該第一欄の区分に応じ、

当該第二欄に掲げる年度から当該第三欄に掲げる年度までとする。 

第一欄 第二欄 第三欄 

一 平成二十八年度から平成三十一

年度までの間に条例第五条の十五

第一項の規定による申請(以下こ

の表において「申請」という。)(第

一期当初申請(平成二十四年度か

ら平成二十六年度までの間に初め

て同項の基準(以下「基準」という。)

に適合することを知事が認めた事

業所となったときの申請をいう。

以下同じ。)を行った年度から起算

して五箇年度の間に再度行われた

申請を除く。)を行い、基準に適合

することを知事が認めた事業所

(以下「特例認定事業所」とい

う。)(二に該当するものを除く。) 

当初申請(平成二十八年度か

ら平成三十一年度までの間に

行われた最初の申請であっ

て、基準に適合することを知

事が認めた事業所となったと

きの申請(第一期当初申請を

行った年度から起算して五箇

年度の間に再度行われた申請

を除く。)をいう。以下同じ。)

を行った年度 

当初申請を行

った年度から

起算して五年

度目の年度(基

準に適合しな

くなったこと

を知事が認め

た場合にあっ

ては、その認め

た日の属する

年度) 

二 特例認定事業所のうち、再申請 再申請を行った年度 当初申請を行



(当初申請を行った年度の属する

削減計画期間内において再度行わ

れた申請をいう。以下同じ。)を行

い、基準に適合することを知事が

認めた事業所 

った年度から

起算して五年

度目の年度(再

申請の後に基

準に適合しな

くなったこと

を知事が認め

た場合にあっ

ては、その認め

た日の属する

年度) 

(平二六規則二九・追加、平三一規則四三・一部改正) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



附 則(平成一三年規則第一八三号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

附 則(平成一三年規則第二三一号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成一三年規則第二六一号) 

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第七号様式、第十六号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に

残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成一四年規則第二九号) 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定及び別記第三号

様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十四年六月一日から施行する。 

附 則(平成一四年規則第二一〇号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

附 則(平成一五年規則第一〇号) 

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第五十六条及び別表第十二の

改正規定は、同年二月十五日から施行する。 

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百十六条第一項若しくは第四項又は

同条例第百十七条第二項に規定する調査に着手している者に適用される汚染土壌処理基

準については、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例施行規則第五十六条及び別表第十二の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則(平成一七年規則第四七号) 

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に掲げる日から施行する。 

一 第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の六に係る部分に限る。) 平成十

七年七月一日 

二 第十二条第二項の改正規定(「は、次に」を「は、条例第二十三条の二第一項に規定

するマンション環境性能表示に変更が生じない場合であって、次に」に改める部分に



限る。)、第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の三及び第十三条の四に係

る部分に限る。)、別記第三号様式の二の改正規定(「及び自然環境の保全」を「、自

然環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和」に改める部分に限る。)及び別記第五

号様式の次に三様式を加える改正規定 平成十七年十月一日 

三 第十三条の次に五条を加える改正規定(第十三条の五第三号に係る部分に限る。) 

東京都規則で定める日 

(平成一八年規則第二〇六号で平成一八年一〇月一日から施行) 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記

第三十八号様式中「 

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度におい

て、その職員に、特定建築主又はマンション販売受託者の同意を得て、その特定建

築物等、事務所その他の場所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための

措置又はマンション環境性能表示の実施状況について調査させることができる。 

3 知事は、第25条の6及び第25条の7並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度

において、その職員に、特定家庭用機器販売事業者の同意を得て、その販売店、事

務所その他の場所に立ち入り、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項の

掲出の実施状況について調査させることができる。 

4 前3項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、地球温暖

化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主、マンション

販売受託者、特定家庭用機器販売事業者その他の関係人に提示しなければならない。 

」とあるのは、この規則の施行の日から平成十七年六月三十日までの間にあっては「 

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度におい

て、その職員に、特定建築主の同意を得て、その特定建築物等、事務所その他の場

所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置の実施状況について調

査させることができる。 

4 第1項又は第2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

地球温暖化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主その

他の関係人に提示しなければならない。 

」と、平成十七年七月一日から同年九月三十日までの間にあっては「 

2 知事は、第24条及び第25条並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度におい

て、その職員に、特定建築主の同意を得て、その特定建築物等、事務所その他の場

所に立ち入り、配慮指針に基づく環境への配慮のための措置の実施状況について調

査させることができる。 

3 知事は、第25条の6及び第25条の7並びに第156条第1項の規定の施行に必要な限度

において、その職員に、特定家庭用機器販売事業者の同意を得て、その販売店、事

務所その他の場所に立ち入り、特定家庭用機器の省エネルギー性能等を示す事項の



掲出の実施状況について調査させることができる。 

4 前3項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、地球温暖

化対策事業者、計画書案提出事業者、計画書提出事業者、特定建築主、特定家庭用

機器販売事業者その他の関係人に提示しなければならない。 

」とする。 

附 則(平成一八年規則第一四号) 

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

2 平成十八年度における都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京

都条例第二百十五号)第五条の六の規定による排出概況確認書の提出については、この規

則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第四条の二第

一項中「四月末日までに」とあるのは「五月末日までに」とする。 

3 この規則の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法

律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律

(昭和五十四年法律第四十九号)第八条第一項の熱管理士免状を有する者は、この規則に

よる改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第十の規定に

かかわらず、同表東京都一種公害防止管理者の項第一号及び東京都二種公害防止管理者

の項第一号の該当する者とする。 

附 則(平成一八年規則第一一〇号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第二十八条

第一項の規定により提出された自動車環境管理計画書の計画期間は、この規則による改

正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)

第十六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日をもって終了するものと

する。 

3 前項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に引き続く自動車環境管

理計画書及び平成十八年一月三十一日から同年三月三十一日までの間に条例第二十八条

第一項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)に該当することとなった者

で施行日以後に自動車環境管理計画書を提出しようとするものに係る自動車環境管理計

画書は、新規則第十六条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度から五年ごとに当該

期間を計画期間として作成するものとする。 

4 第二項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に引き続く自動車環境

管理計画書、平成十八年一月三十一日から同年三月三十一日までの間に特定事業者に該

当することとなった者で、施行日以後に自動車環境管理計画書を提出しようとするもの



に係る自動車環境管理計画書及び施行日から平成十八年六月三十日までに特定事業者に

該当することとなった者に係る自動車環境管理計画書の提出は、新規則第十六条第三項

の規定にかかわらず、同年八月三十一日までに行わなければならない。 

5 第二項の規定により計画期間の終了した自動車環境管理計画書に係る平成十七年度分

の実績報告書の提出については、新規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

6 条例第百二十四条第三項に規定する飛散防止方法等計画の届出において、平成十八年四

月三十日までの間、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例施行規則別記第三十五号様式による届出は、新規則別記第三十五号様式の二による

届出とみなす。 

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改

正) 

7 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十

七年東京都規則第四十七号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成一八年規則第一六一号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成一八年規則第二〇五号) 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

附 則(平成一九年規則第二五号) 

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第三十五号様式の二及び第三十九号様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成一九年規則第一五五号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二〇年規則第一六七号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別記

第三十八号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後

の都民の健康と安全を確保する条例施行規則別記第三十八号様式による立入調査証とみ

なす。 

附 則(平成二一年規則第七五号) 

改正 平成二二年三月三〇日規則第三五号 

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)



第五条の八第二項及び第六条の規定は、平成二十一年度にあっては、同項及び同条の規

定中「第五条の十一第四項の規定による検証の結果を添えて」とあるのは「特定温室効

果ガス年度排出量が第五条の十一第四項の規則で定める基準に適合することについて自

ら検証を行い」と読み替えて、適用する。 

3 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)第四条の十九第三項に規定する申請は、状況の変更があった日の属

する年度が平成二十一年度以前の場合にあっては、同項の規定にかかわらず、平成二十

三年九月末日までに行わなければならない。 

4 新規則第五条の十一第一項の規定は、この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一

日までの間にあっては、同項第一号、第二号及び第四号中「十件」とあるのは「五件」

と、同項第三号中「三件」とあるのは「二件」と読み替えて、適用する。 

5 新規則第五条の十一第一項の規定は、平成二十二年四月一日から同年五月三十一日まで

の間にあっては、同項第二号及び第四号中「十件」とあるのは「五件」と読み替えて、

適用する。 

(平二二規則三五・追加) 

6 新規則第五条の十九に規定する地球温暖化対策報告書の提出は、平成二十二年度にあっ

ては、同条の規定にかかわらず、平成二十二年十二月十五日までに行わなければならな

い。 

(平二二規則三五・旧第五項繰下) 

7 新規則第十七条第三項の規定は、この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日ま

での間にあっては、同項中「同条に規定する低公害・低燃費車」とあるのは「都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例

第四十四号)による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年

東京都条例第二百十五号)第三十四条に規定する低公害車」と、「排出ガスの発生量が特

に少なく、かつ、燃費性能が特に高いもの」とあるのは「排出ガスの発生量が特に少な

いもの」と読み替えて、適用する。 

(平二二規則三五・旧第六項繰下) 

8 新規則第十七条第三項の規定は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十日ま

での間にあっては、同項中「五パーセント」とあるのは「別に定める割合」と読み替え

て、適用する。 

(平二二規則三五・旧第七項繰下) 

附 則(平成二一年規則第一二六号) 

改正 平成二四年一二月二一日規則第一七六号 

平成二六年一二月一九日規則第一七〇号 

平成二九年一二月二五日規則第一三六号 

令和元年六月二八日規則第二九号 



1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第四条、第四条の五及び第

四条の七の改正規定、第四条の九の次に一条を加える改正規定、第四条の十の改正規定、

第四条の十一の次に二条を加える改正規定、第四条の十三、第四条の十六、第四条の十

八及び第四条の十九の改正規定、第四条の二十三に一項を加える改正規定、第四条の二

十六、第五条の五、第五条の九、第五条の十一及び第五条の十二の改正規定、第五条の

十九に一項を加える改正規定、別表第一、別表第一の二及び別表第一の三の改正規定並

びに別記第二号様式、第二号様式の四及び第二号様式の五の改正規定は公布の日から、

第十条の次に一条を加える改正規定は平成二十二年十月一日から施行する。 

2 この規則の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間は、都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十三号。以下

「改正条例」という。)附則第九項の規定により、改正条例による改正後の条例(以下「新

条例」という。)第十七条の十八第一項に規定する地域冷暖房区域とみなされた区域又は

附則第四項の規定によりみなされた地域エネルギー供給計画書に記載するエネルギーを

供給する区域についての次の表の第一欄に掲げる指定又は指定の取消しにおいて、当該

第二欄に掲げる基準を適用する場合にあっては、当該第三欄に定める値を当該第四欄に

定める値と読み替えて、適用する。 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

新条例第十七

条の十八第一

項の規定によ

る地域冷暖房

区域の指定 

新条例第十七条の十八第

一項に規定する供給する

エネルギーの効率の値に

係るこの規則による改正

後の都民の健康と安全を

確保する環境に関する条

例施行規則(以下「新規

則」という。)第八条の十

七第三項で定める基準 

新規則別表第一の四 一

の部の表中「〇・九〇」 

〇・八五 

新規則別表第一の四 一

の部の表中「〇・八五」 

〇・七〇 

新条例第十七条の十八第

一項に規定する新条例第

十七条の十一第一項第六

号の新規則第八条の九第

三項で定める事項に係る

新規則第八条の十七第三

項で定める基準 

新規則別表第一の四 二

の部の表中「四十立方セ

ンチメートル」 

五十九立方セ

ンチメートル 

新条例第十七

条の二十第一

新条例第十七条の二十第

一項第一号に規定するエ

新規則別表第一の四 一

の部の表中「〇・九〇」 

〇・八五 



項の規定によ

る地域冷暖房

区域の指定の

取消し 

ネルギー供給の効率に係

る新規則第八条の二十一

で定める基準 

新規則別表第一の四 一

の部の表中「〇・八五」 

〇・七〇 

新条例第十七条の二十第

一項第五号に規定する新

条例第十七条の十一第一

項第六号の新規則第八条

の九第三項で定める事項

に係る新条例第十七条の

十八第一項の新規則第八

条の二十一で定める基準 

新規則第八条の二十一第

四項中「連続する三箇年

度(年度の途中からエネ

ルギーの供給が開始され

た場合にあっては、当該

年度を除く三箇年度)に

おいて、別表第一の四 

二の部の上欄に掲げる窒

素酸化物の量が当該下欄

に掲げる量を超え、かつ、

改善の見込みがないと

き」 

別表第一の四 

二の部の上欄

に掲げる窒素

酸化物の量が

五十九立方セ

ンチメートル

を超え、かつ、

改善の見込み

がないとき 

(平二四規則一七六・平二六規則一七〇・平二九規則一三六・一部改正) 

3 改正条例附則第十一項の規定による届出は、附則様式によるみなし地域冷暖房区域に係

るエネルギー供給開始届によらなければならない。 

4 改正条例附則第一項第二号に規定する日(以下「新条例施行日」という。)前に、特定開

発事業者の要件に該当する者が、改正条例による改正前の都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例(以下「旧条例」という。)第二十六条第一項の規定に基づき、地域冷

暖房計画を策定するために、地域冷暖房の導入に係る事業計画の案を提出し、かつ、新

条例施行日前に知事が当該事業計画の案に係る地域冷暖房区域を策定しなかった場合で

あって、当該事業計画の案を提出した者が、新条例第十七条の十八第一項に規定する地

域冷暖房区域の指定を受けることを求めたときは、当該事業計画の案を地域エネルギー

供給計画書とみなす。 

5 この規則の施行の日前に、前項に規定する事業計画の案に基づき、旧条例第二十六条第

一項の規定による地域冷暖房計画区域の指定をしようとする場合において、知事が専門

的知識を有する者の意見を聴取したときは、新条例第十七条の十八第二項の規定による

意見を聴いたものとみなす。 

6 この規則の施行の日前に、附則第四項に規定する事業計画の案に基づき、旧条例第二十

六条第一項の規定による地域冷暖房計画区域の指定をしようとする場合において、知事

が新条例第十七条の十八第三項各号に掲げる者に相当する者に対し説明を行ったときは、

同項の説明を行ったものとみなす。 

7 新規則第九条の二の規定は、この規則の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間

にあっては、同条中「五千平方メートル」とあるのは「一万平方メートル」と読み替え



て、適用する。 



 



附 則(平成二二年規則第三五号) 

改正 平成二四年三月三〇日規則第二一号 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)第四条の二十第一項の規定は、平成二十二年度にあっては、同項の

規定中「九月末日」とあるのは「十二月末日(第二区分事業所に係る申請の場合にあって

は、三月末日)」と読み替えて、適用する。 

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十五年七月末日までの間(以下

「経過期間」という。)における新規則第五条の五の適用については、同条中「六 優良

事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。)」とあるのは、「 

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 

七 特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の検証(条例第五条の十三第一項第

一号の事業所を対象とするものに限る。)(以下「旧特定ガス・基準量検証」という。) 

」とする。 

4 経過期間における新規則第五条の六第一項に基づく申請、新規則第五条の七第一項に基

づく登録及び同条第三項に基づく通知については、新規則別記第二号様式、第二号様式

の四及び第二号様式の五にかかわらず、この規則附則別記第一号様式から第三号様式ま

でによるものとする。 

5 施行日前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施

行規則(以下「旧規則」という。)第五条の五第一号に規定する特定ガス・基準量検証の

登録区分(以下「旧一号区分」という。)で検証機関の登録(都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第八条

の六第一項の規定による登録をいう。以下同じ。)を受けた者は、施行日において、附則

第三項の規定により読み替えられた新規則第五条の五第七号の旧特定ガス・基準量検証

の登録区分(以下「暫定七号区分」という。)で検証機関の登録を受けた者とみなす。 

6 知事は、前項の規定により暫定七号区分で検証機関の登録を受けた者とみなされた者が

あるときは、その旨及び次の事項を公示するものとする。 

一 登録検証機関の登録番号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

二 検証業務を行う営業所の名称及び所在地 

三 旧一号区分の登録年月日 

7 暫定七号区分での検証機関の登録の申請の期限は、平成二十二年六月末日までとし、条

例第八条の六第三項の規定にかかわらず、暫定七号区分での検証機関の登録の更新を行

うことができないものとする。 

8 第五項の規定により暫定七号区分で検証機関の登録を受けた者とみなされた者につい



ては、検証機関の登録の日は旧一号区分で検証機関の登録を受けた日とし、条例第八条

の六第三項の規定にかかわらず、暫定七号区分での検証機関の登録の更新を行うことが

できないものとする。 

9 この規則の施行日前に、旧一号区分で検証機関の登録の申請を行った者であって、検証

機関の登録を受けていないものについての当該申請は、暫定七号区分での検証機関の登

録の申請とみなす。 

10 経過期間における新規則第五条の十一第一項の適用については、同項中「 

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業

所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若し

くは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合

計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する

講習会又は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規

定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれ

かに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環

境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門

を選択した場合に限る。)である者を除く。) 

」とあるのは、「 

六 優良事業所基準への適合の検証(第二区分事業所の検証に限る。) 第二区分事業

所に対する優良事業所基準への適合の検証業務又はエネルギーの使用の合理化若し

くは温室効果ガスの排出量の削減に関する診断、助言若しくは性能検証の業務に合

計三年間以上従事している者のうち、優良事業所基準への適合の検証業務に関する

講習会又は知事が指定した講習会を修了し、かつ、建築士法第十条の二第四項に規

定する設備設計一級建築士又は第四条の二十四第三項第一号イからエまでのいずれ

かに該当する者(同号イに該当する者のうち、第二次試験の技術部門が建設部門、環

境部門又は総合技術監理部門(第二次試験の選択科目として建設部門又は環境部門

を選択した場合に限る。)である者を除く。) 

七 旧特定ガス・基準量検証 旧特定ガス・基準量検証の業務その他これに類するも

のとして知事が指定する業務について担当した経験が、申請日前三年以内に合計十

件以上あり、かつ、知事が実施する旧特定ガス・基準量検証の業務に関する講習会

又は知事が指定する講習会を修了した者 

」とする。 

11 施行日前に、旧一号区分で旧規則第五条の十一第一項の規定による登録(以下「旧検証

主任者登録」という。)を受けた者は、施行日において、暫定七号区分で新規則第五条の

十一第一項の規定による登録(以下「新検証主任者登録」という。)を受けた者とみなす。 

12 この規則の施行日前に、旧一号区分で旧検証主任者登録の申請を行った者であって、

旧検証主任者登録を受けていないものについての当該申請は、暫定七号区分での新検証



主任者登録の申請とみなす。 

13 施行日前に、旧一号区分の検証業務に関する講習会を修了した者が、知事が実施する

追加検証業務(新規則第五条の五第一号に規定する特定ガス・基準量検証(以下「新一号

区分」という。)の検証業務のうちから旧一号区分の検証業務を除いたものをいう。以下

同じ。)に関する講習会を修了したときは、施行日において、新一号区分の検証業務に関

する講習会を修了した者とみなす。 

14 新一号区分で検証機関の登録を受けた者にあっては当該新一号区分に加えて暫定七号

区分で検証機関の登録を受けた者と、新一号区分で新検証主任者登録を受けた者にあっ

ては当該新一号区分に加えて暫定七号区分で新検証主任者登録を受けた者と、それぞれ

みなす。 

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改

正) 

15 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成

二十一年東京都規則第七十五号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



附則別記 



 



 



 



附 則(平成二二年規則第一七三号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二二年規則第二三〇号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二三年規則第一〇号) 

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の十、第四条の十一、

第四条の十二、第四条の十三、第五条の九及び第五条の十九の改正規定は、公布の日から

施行する。 

附 則(平成二三年規則第三八号) 

改正 平成二七年三月一九日規則第一七号 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十八年の九月末日までの間に

おけるこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則

(以下「新規則」という。)第四条の二十一の二十一第二項の適用については、同項中「 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は

免除 

」とあるのは、「 

四 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企

業者(以下この号において「中小企業者」という。)のうち、次の要件に該当するも

のを除いたものから申請(一般管理口座の開設に係るものに限る。以下この項におい

て同じ。)がある場合 免除 

ア 一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下この号において同じ。)又はそ

の役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の二分の一以

上を所有している場合 

イ 複数の大企業又はその役員が、当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価

額の総額の三分の二以上を所有している場合 

ウ 一の大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員総数の二分の一以上を兼

務している場合 

五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項

第七号に規定する協業組合、同項第八号に規定する商工組合又は同項第九号に規定

する商工組合連合会から申請がある場合 免除 

六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する

事業協同組合、同条第一号の二に規定する事業協同小組合、同条第一号の三に規定

する火災共済協同組合、同条第二号に規定する信用協同組合、同条第三号に規定す



る協同組合連合会又は同条第四号に規定する企業組合から申請がある場合 免除 

七 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する商店

街振興組合又は商店街振興組合連合会から申請がある場合 免除 

八 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百

六十四号)第三条に規定する生活衛生同業組合、同法第五十二条の四第一項に規定す

る生活衛生同業小組合又は同法第五十三条第一項に規定する生活衛生同業組合連合

会から申請がある場合 免除 

九 前各号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認める場合 減額又は

免除 

」とする。 

(平二七規則一七・一部改正) 

3 施行日前に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第

二百十五号)第二十八条第一項の規定により提出された自動車環境管理計画書の計画期

間は、平成二十二年度をもって満了するものとする。 

4 施行日前に、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施

行規則(以下「旧規則」という。)第十六条第二項に規定する自動車環境管理計画書を提

出していない特定事業者のうち、特定事業者に該当することとなった日(以下「特定事業

者該当日」という。)が平成二十三年一月三十一日前の特定事業者が施行日以後に提出す

る当該自動車環境管理計画書の計画期間は、特定事業者該当日の属する年度から開始し、

平成二十二年度をもって満了するものとし、その提出については新規則第十六条第四項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

5 施行日前に、旧規則第十六条第二項に規定する自動車環境管理計画書を提出していない

特定事業者のうち、特定事業者該当日が平成二十三年一月三十一日以後の特定事業者が

施行日以後に提出する自動車環境管理計画書の計画期間は、新規則第十六条第二項に規

定する計画期間とする。 

附 則(平成二三年規則第一〇五号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第一号様式の十八の四、第一号様式の十八の五、第一号様式の十八

の十一、第一号様式の十八の十五及び第一号様式の十八の十七による用紙で、現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成二四年規則第一四号) 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則(平成二四年規則第二一号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 



(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第二号様式から第二号様式の四までによる用紙で、現に残存するも

のは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改

正) 

3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二

十二年東京都規則第三十五号。以下「一部改正規則」という。)の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の一部改正規則附則別記第一号様式及び第

二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。 

附 則(平成二四年規則第一六一号) 

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二十の改正規定は、

公布の日から施行する。 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表

第十一の規定は、平成二十六年度以降において把握し、及び報告する平成二十五年度以

降の使用量等(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第

二百十五号)第百十条第一項に規定する適正管理化学物質ごとの使用量等をいう。以下こ

の項において同じ。)について適用し、平成二十五年度において把握し、及び報告する平

成二十四年度の使用量等については、なお従前の例による。 

附 則(平成二四年規則第一七六号) 

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。 

附 則(平成二四年規則第一九〇号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の二十

一の七第一項に規定する移転先一般管理口座が知事により登録されている場合において

は、当該移転先一般管理口座をこの規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第四条の二十一の六の二第

四項に規定する特定一般管理口座と、旧規則別記第一号様式の十八の九に記載された指

定管理口座を同条第一項の規定により関連付けられた指定管理口座とみなす。 

3 施行日前に、旧規則第四条の二十一の七第一項に規定する移転先指定管理口座が知事に



より登録されている場合においては、当該移転先指定管理口座を新規則第四条の二十一

の六の二第一項の規定により関連付けられた指定管理口座と、当該移転先指定管理口座

への移転元となる一般管理口座を同条第四項に規定する特定一般管理口座とみなす。 

4 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の十八

の二の乙、第一号様式の十八の九及び第二号様式の三による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成二五年規則第八号) 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則(平成二五年規則第九六号) 

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。

以下「条例」という。)第十七条の四に規定する建築物の増築又は条例第二十条の三に規

定する特別大規模特定建築物(以下「特別大規模特定建築物」という。)の増築について

は、当分の間、この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第二項及

び第四項、別表第一の五並びに別記第三号様式の二の規定(次項、附則第四項及び第六項

において単に「新規則の規定」という。)にかかわらず、なお従前の例による。 

3 条例第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者(建築物の新築を行う事業をしよう

とする者に限る。以下同じ。)であって、旧判断基準適用者(エネルギーの使用の合理化

に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第七十五条第

一項の規定による届出の際、エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築

物の所有者の判断の基準(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号。以下「新判

断基準」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる基準(以下

「旧判断基準」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)であるものが、条例第

十七条の七又は第十七条の八の規定により、条例第十七条の四に規定する建築物につい

て、エネルギー有効利用計画書に、条例第十七条の七第四号の目標値(以下「目標値」と

いう。)を記載して提出しようとするときの当該目標値の設定は、当該提出の日がこの規

則の施行の日(以下「施行日」という。)から、当該建築物のうち新規則第八条の三第二

項第二号から第九号までに規定する用途(以下「非住宅用途」という。)に供する部分に

あっては平成二十五年十月二十三日(条例第十七条の八の規定による変更の届出にあっ

ては、条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出日又は平成二十六年三月二

十二日のいずれか早い日)まで、同項第一号に規定する用途(以下「住宅用途」という。)

に供する部分にあっては同年十月二十三日(条例第十七条の八の規定による変更の届出

にあっては、条例第二十一条の規定による建築物環境計画書の提出日又は平成二十七年

三月二十二日のいずれか早い日)までの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 



4 特定開発事業者であって、施行日前に条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利

用計画書を提出したもの又は前項の規定によりなお従前の例によるとされたものが、新

判断基準の適用を受けることとなったときは、同項の規定にかかわらず、条例第十七条

の八の規定により、エネルギー有効利用計画書に、目標値として、条例第十七条の四及

び新規則の規定により設定した目標値(以下「新目標値」という。)を記載したものを届

け出なければならない。 

5 附則第三項の規定により住宅用途に供する部分のみがなお従前の例によるとき又は前

項に規定する場合において非住宅用途に供する部分のみについて新目標値を記載したエ

ネルギー有効利用計画書を届け出るときにあっては、非住宅用途に供する部分に限り新

規則第八条の三第四項第二号中「当該建築物の全体(第二項第二号から第九号までに規定

する用途に供する部分」とあるのは「当該建築物のうち、第二項第二号から第九号まで

に規定する用途に供する部分(当該各用途に供する部分」と、新規則第九条の三第四項第

二号中「当該特別大規模特定建築物の全体(第八条の三第二項第二号から第九号までに規

定する用途に供する部分」とあるのは「当該特別大規模特定建築物のうち、第八条の三

第二項第二号から第九号までに規定する用途に供する部分(当該各用途に供する部分」と

読み替えて適用するものとし、附則第三項の規定により非住宅用途に供する部分のみが

なお従前の例によるとき又は前項に規定する場合において住宅用途に供する部分のみに

ついて新目標値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出るときにあっては、住宅

用途に供する部分に限り新規則第八条の三第四項第二号及び新規則第九条の三第四項第

二号の規定は適用しない。 

6 条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築主(建築物の新築をしようとする者に

限る。以下同じ。)であって、旧目標値(条例第十七条の四及びこの規則による改正前の

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第八

条の三第二項及び第四項、第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定によ

り設定した目標値をいう。)を記載したエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は旧

判断基準適用者であるものが、条例第二十一条又は第二十二条第一項の規定により、特

別大規模特定建築物について、建築物環境計画書に、条例第二十一条第七号に規定する

省エネルギー性能基準に対する適合状況及び同条第八号に規定するエネルギーの使用の

合理化に関する性能の目標値への適合状況を記載して提出するときの当該省エネルギー

性能基準の値及び当該目標値の設定は、当該提出日が施行日から、当該特別大規模特定

建築物のうち非住宅用途に供する部分にあっては平成二十六年三月二十二日(条例第二

十二条第一項の規定による変更の届出にあっては、同月三十一日)まで、住宅用途に供す

る部分にあっては平成二十七年三月二十二日(条例第二十二条第一項の規定による変更

の届出にあっては、同月三十一日)までの間は、新規則の規定(住宅用途に供する部分の

みがなお従前の例によるときにあっては、新規則別記第三号様式の二の規定を除く。)

にかかわらず、なお従前の例による。 



7 特別大規模特定建築主であって、施行日前に条例第二十一条の規定により建築物環境計

画書を提出したもの又は前項の規定によりなお従前の例によるとされたものが、新判断

基準の適用を受けることとなったとき、又は附則第四項に規定する場合において新目標

値を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たときは、前項の規定にかかわらず、

条例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に新基準値(新規則第九条の三第

二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネ

ルギー性能基準の値をいう。)に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載したも

のを届け出なければならない。 

8 附則第五項の規定は、前二項について準用する。この場合において、附則第五項中「附

則第三項」とあるのは「附則第八項において準用する附則第六項」と、「前項」とある

のは「附則第八項において準用する附則第七項」と読み替えるものとする。 

9 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成二五年規則第九九号) 

改正 平成二七年三月三一日規則第一一二号 

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の十六の改正規定(同

条の表一の部(一)の項イ中「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)及び第四条の二

十一の十七第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定は公布の

日から、第四条の八の改正規定は平成二十八年四月一日から施行する。 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)第四条の十六第二項及び第三項に規定する第二期削減義務率は、特

定地球温暖化対策事業所に該当した年度(事業所区域の変更に伴い新たな指定を受けた

特定地球温暖化対策事業所(以下「新指定事業所」という。)にあっては、新指定事業所

の区域にその区域の全部又は一部が含まれる旧指定事業所(事業所区域の変更の前に指

定を受けた指定地球温暖化対策事業所をいう。)が特定地球温暖化対策事業所に該当した

年度のうち最も早い年度。以下「該当年度」という。)が平成二十三年度から平成二十六

年度までの間である事業所にあっては、該当年度から五箇年度に満たない期間に限り、

これらの規定にかかわらず、新規則第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種

類に応じ、当該下欄に掲げる割合とする。この場合において、新規則第四条の二十第三

項の規定の適用については、同項中「第四条の十六第一項から第三項までに規定する削

減義務率」とあるのは、「第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、

当該下欄に掲げる割合」とする。 

(平二七規則一一二・一部改正) 

附 則(平成二六年規則第二九号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、



当該各号に定める日から施行する。 

一 第四条の十八第一項及び第四条の二十一の五第五項の改正規定、第四条の二十四第

二項(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定、同条第三項(「すべて」

を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定、第五条の十七第二項及び第十条の改正

規定、別表第一の三に備考を加える改正規定、別記第二号様式の三の改正規定並びに

次項の規定 公布の日 

二 第四条の九、第四条の九の二第二項並びに第四条の十七第一項及び第二項の改正規

定、第四条の十八の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の十三第一項の改正

規定、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える改正規定、同条第二項

中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同条第四項並びに第四

条の二十一の十四及び第四条の二十一の十八の改正規定、第四条の二十四第二項第二

号にただし書を加える改正規定、同条第三項第三号にただし書を加える改正規定、第

四条の二十五及び第五条の十七第一項の改正規定、附則に一項を加える改正規定、別

表第一の改正規定、別記第一号様式の十の次に一様式を加える改正規定並びに別記第

一号様式の十二の次に二様式を加える改正規定 平成二十七年四月一日 

(準備行為) 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)第四条の十八の二の規定による基準排出量の改定又はこれらに関し

必要な手続その他の行為は、平成二十七年四月一日前においても、新規則の例によりす

ることができる。 

(経過措置) 

3 平成二十二年度から始まる削減計画期間に係る基準排出量については、新規則第四条の

十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

4 平成二十二年度から始まる削減計画期間の各年度の温室効果ガス排出量の算定方法に

ついては、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

5 新規則第五条の十七第一項中「第四条第一項ただし書又は第四条の八第二項第二号」と

あるのは、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては、

「第四条第一項ただし書」とする。 

6 条例第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者(以下「特定開発事業者」という。)

であって、旧判断基準適用者(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第七号による改

正前の平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号の規定による基準(以下「旧判断

基準」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)であるものが、条例第十七条の

七又は第十七条の八の規定により、条例第十七条の四に規定する建築物について、エネ

ルギー有効利用計画書に、条例第十七条の七第四号の目標値(以下「目標値」という。)

を記載して提出しようとするときの当該目標値の設定は、新規則第八条の三第二項及び

第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規定にかかわらず、なお従前の例によ



る。 

7 特定開発事業者であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例第十

七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したもの若しくは前項の規定に

よりなお従前の例によるとされたもの又は次項の規定により条例第十七条の四及びこの

規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規

則」という。)第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五によ

り設定した目標値(以下「旧目標値」という。)を記載したエネルギー有効利用計画書を

届け出たものが、平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第七号による改正後の平成

二十五年経済産業省・国土交通省告示第一号の規定による基準(以下「新判断基準」とい

う。)の適用を受けることとなったときは、前項又は次項の規定にかかわらず、条例第十

七条の八の規定により、エネルギー有効利用計画書に、目標値として、条例第十七条の

四及び新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規

定により設定した目標値(以下「新目標値」という。)を記載したものを届け出なければ

ならない。 

8 特定開発事業者であって、施行日後に条例第十七条の七の規定により新目標値を記載し

たエネルギー有効利用計画書を提出したもの又は前項の規定により新目標値を記載した

エネルギー有効利用計画書を提出したものが、旧判断基準の適用を受けることとなった

ときは、新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五又

は前項の規定にかかわらず、条例第十七条の八の規定により、エネルギー有効利用計画

書に、目標値として、旧目標値を記載したものを届け出なければならない。 

9 条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築主(以下「特別大規模特定建築主」と

いう。)であって、旧判断基準適用者であるものが、条例第二十一条又は第二十二条第一

項の規定により、条例第二十条の三に規定する特別大規模特定建築物について、建築物

環境計画書に、条例第二十一条第七号に規定する省エネルギー性能基準に対する適合状

況及び同条第八号に規定するエネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値への適合

状況を記載して提出するときの当該省エネルギー性能基準の値及び当該目標値の設定は、

新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

10 特別大規模特定建築主であって、施行日前に条例第二十一条の規定により建築物環境

計画書を提出したもの若しくは前項の規定によりなお従前の例によるとされたもの又は

次項の規定により建築物環境計画書に旧基準値(旧規則第九条の三第四項及び別表第一

の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネルギー性能基準の値をいう。以

下同じ。)に対する適合状況及び旧目標値への適合状況を記載したものを届け出たものが、

新判断基準の適用を受けることとなったときは、前項又は次項の規定にかかわらず、条

例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に新基準値(新規則第九条の三第四

項及び別表第一の五の規定により求められる条例第二十条の三の省エネルギー性能基準



の値をいう。以下同じ。)に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載したものを

届け出なければならない。 

11 特別大規模特定建築主であって、施行日後に条例第二十一条の規定により新基準値に

対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載した建築物環境計画書を提出したもの

又は前項の規定により新基準値に対する適合状況及び新目標値への適合状況を記載した

建築物環境計画書を届け出たものが、旧判断基準の適用を受けることとなったときは、

新規則第八条の三第二項及び第四項、第九条の三第四項並びに別表第一の五又は前項の

規定にかかわらず、条例第二十二条第一項の規定により、建築物環境計画書に旧基準値

に対する適合状況及び旧目標値への適合状況を記載したものを届け出なければならない。 

12 特別大規模特定建築主であって、旧判断基準適用者であるものが、条例第二十二条第

一項の規定による届出をすることとなったとき、条例第二十三条の四第一項の規定によ

る省エネルギー性能評価書の作成及び交付をすることとなったとき又は同条第二項の規

定による届出をすることとなったときは、新規則第十二条第二項第一号、第十三条の四

第一項、同条第四項第一号及び第二号並びに同条第六項第二号及び第三号の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

13 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式の三及び第三号様式の四による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成二六年規則第三二号) 

この規則は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成

二十六年東京都条例第七十四号)の施行の日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、

平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第一三四号) 

この規則は、平成二十六年九月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第一七〇号) 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則(平成二六年規則第一七四号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二七年規則第一七号) 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則(平成二七年規則第一一二号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定

は、同年十月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 指定地球温暖化対策事業者が平成二十七年度に都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の二十五の規定により把握し、及



び同条例第六条第七号の規定により地球温暖化対策計画書に記載する平成二十六年度の

その他ガス年度排出量に係る温室効果ガスである物質は、この規則による改正後の都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

3 平成二十二年度から始まる削減計画期間に関する温室効果ガス排出量の算定に用いる

地球温暖化係数は、新規則第三条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改

正) 

4 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二

十五年東京都規則第九十九号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成二七年規則第一八四号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第一号様式の十三、別記第七号様式、別記第十二号様式及び別記第

十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

附 則(平成二八年規則第三〇号) 

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第一号様式の三、第一号様式の四、第一号様式の四の三、第一号様

式の四の四、第一号様式の十二、第一号様式の十二の三、第一号様式の十四、第一号様

式の十六から第一号様式の十八まで、第二号様式の六、第二号様式の十二、第二号様式

の十三及び第八号様式の乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則(平成二八年規則第八五号) 

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第二項の改正規

定は、同年七月一日から施行する。 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第十

七条第三項の規定は、この規則の施行の日から平成三十三年三月三十日までの間は、同

項中「十五パーセント」とあるのは「五パーセント」と読み替えて、適用する。 

附 則(平成二八年規則第一一六号) 

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、

第四条の八第一項第二号及び第三号の改正規定並びに第四条の十一の改正規定は公布の

日から、第四条の二十一の三の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の四第一項

から第七項までの改正規定、同条第八項の改正規定(同項にただし書を加える部分を除



く。)、第四条の二十一の五の改正規定、第四条の二十一の六の改正規定(「第五条の十

第二項」を「第五条の十第三項」に改める部分を除く。)、第四条の二十一の八の改正規

定、第四条の二十一の十一の次に一条を加える改正規定、第四条の二十一の十七の改正

規定、第四条の二十一の十九第一項の改正規定(「別記第一号様式の十八の十六」を「別

記第一号様式の十八の十五」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「別記第

一号様式の十八の十七」を「別記第一号様式の十八の十六」に改める部分を除く。)、別

記第一号様式の二の改正規定、別記第一号様式の三の改正規定、別記第一号様式の十八

の二の甲を削る改正規定、別記第一号様式の十八の二の乙の改正規定、別記第一号様式

の十八の三の改正規定、別記第一号様式の十八の四の改正規定、別記第一号様式の十八

の八の改正規定及び別記第一号様式の十八の十七の改正規定(同様式を別記第一号様式

の十八の十六とする部分を除く。)は平成二十八年十月一日(以下「一部施行日」という。)

から施行する。 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)別記第一号様式の十八の六の二、別記第一号様式の十八の十及び別

記第一号様式の十八の十二中「第4条の21の4第5項」とあるのは、施行日から一部施行

日までの間にあっては、「第4条の21の4第7項」とする。 

3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年東

京都条例第五十五号)附則第五項の規定による通知は、この規則による改正前の都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第一号様

式の十八の三による管理口座開設通知書により行うものとする。 

4 新規則第四条の二十一の五第五項の規定にかかわらず、前項の規定による通知は、当該

通知に係る指定管理口座の口座管理者にも行うものとする。 

5 新規則第四条の二十一の八第五項の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画期間に

係る振替可能削減量等の義務充当の申請について適用し、平成二十二年度から始まる削

減義務期間に係る振替可能削減量等の義務充当の申請については、なお従前の例による。 

6 新規則第四条の二十一の十一の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画期間に係る

超過削減量の発行について適用し、平成二十二年度から始まる削減計画期間に係る超過

削減量の発行については、なお従前の例による。 

7 新規則第四条の二十一の十一の二第二項の規定は、平成二十七年度から始まる削減計画

期間に係る振替可能削減量等の義務充当について適用し、平成二十二年度から始まる削

減計画期間に係る振替可能削減量等の義務充当については、なお従前の例による。 

8 新規則第四条の二十一の十九第一項の規定は、一部施行日前に口座簿利用者番号又は暗

証番号の通知を受けていない口座名義人又は口座管理者について準用する。 

附 則(平成二八年規則第二〇三号) 

1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、

第八条の三第三項の改正規定、第九条の三第三項の改正規定及び第十三条の四第二項の



改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十

三号)附則第一条第二号に規定する日から施行する。 

(規定する日＝平成二九年四月一日) 

2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。

以下「条例」という。)第十七条の三第一項に規定する特定開発事業者のうち施行日前に

条例第十七条の七の規定によりエネルギー有効利用計画書を提出したものが、施行日以

後に提出する旧基準値(この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の三第二項及び第四項並びに別表第

一の五の規定により求められる条例第二十条の三に規定する省エネルギー性能基準の値

をいう。)及び旧目標値(条例第十七条の四及び旧規則第八条の三第四項の規定により設

定した目標値をいう。)への適合状況を記載した建築物環境計画書(条例第二十一条に規

定する建築物環境計画書をいう。以下同じ。)については、新基準値(この規則による改

正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)

第九条の三第二項及び第四項並びに別表第一の五の規定により求められる条例第二十条

の三に規定する省エネルギー性能基準の値をいう。)及び新目標値(条例第十七条の四及

び新規則第八条の三第四項の規定により設定した目標値をいう。)への適合状況を記載し

た建築物環境計画書とみなす。 

附 則(平成二八年規則第二〇六号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の日前に行われた平成二十七年度の状況の変更に係る都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の十四第一

項の規定による申請については、同日以後に当該申請があったものとみなして、この規

則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第三条の六の

規定を適用する。 

附 則(平成二八年規則第二一〇号) 

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、現に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年

東京都条例第二百十五号)第百十六条第一項若しくは第四項又は同条例第百十七条第二

項に規定する調査に着手している者に適用される汚染土壌処理基準については、この規

則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表第十二の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則(平成二八年規則第二一五号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則別表

第一の規定は、平成二十七年度以後のその他ガス年度排出量(都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第五条の二十五に規定するそ



の他ガス年度排出量をいう。)について適用する。 

附 則(平成二九年規則第四八号) 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則(平成二九年規則第一一六号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成二九年規則第一三六号) 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則(平成三〇年規則第七二号) 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

附 則(平成三一年規則第一四号) 

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の二十四第三項第一

号ウ、第十三条の六、第十三条の七第二項及び第十六条の四並びに別記第二十八号様式

の改正規定は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第二十八号様式及び別記第三十号様式から別記第三十四号様式まで

による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成三一年規則第四三号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成三十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、

第四条の十六第三項、第四条の二十一の六及び第四条の二十一の十七の改正規定、第八

条の二(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定並びに第八条の六第二

項第一号(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)の改正規定は公布の日から、第

四条の七、第四条の八、第四条の十九、第四条の二十一の四、第四条の二十六、別表第

一、別表第一の三の二並びに別記第一号様式、第一号様式の五及び第一号様式の六の改

正規定は平成三十一年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(以下

「新規則」という。)第四条の十二第三項の規定(新規則第四条の十三第一号又は第二号

において適用する場合を含む。)は、算定の対象となる年度が平成三十二年度以後である

環境価値換算量又はその他削減量に係る換算を行う場合について適用し、算定の対象と

なる年度が平成三十一年度以前である環境価値換算量又はその他削減量に係る換算を行

う場合については、なお従前の例による。 

3 次の表の上欄に掲げる事業所の種類に該当するものの新規則第四条の十六第四項及び

第五項に規定する第三期削減義務率は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる事業

所の種類に応じ、当該中欄に掲げる期間に限り、当該下欄に掲げる割合とする。この場

合において、新規則第四条の二十第三項の規定の適用については、同項中「第四条の十



六各項に規定する削減義務率」とあるのは、同表一の項に掲げる事業所について適用す

る場合にあっては「第四条の十六第二項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該

中欄に掲げる割合」と、同表二の項及び三の項に掲げる事業所について適用する場合に

あっては「第四条の十六第一項の表の上欄に掲げる事業所の種類に応じ、当該下欄に掲

げる割合」とする。 

事業所の種類 期間 割合 

一 特定地球温暖化対策事業所に

該当した年度(事業所区域の変更

に伴い新たな指定を受けた特定

地球温暖化対策事業所(以下「新指

定事業所」という。)にあっては、

新指定事業所の区域にその区域

の全部又は一部が含まれる旧指

定事業所(事業所区域の変更の前

に指定を受けた指定地球温暖化

対策事業所をいう。)が特定地球温

暖化対策事業所に該当した年度

のうち最も早い年度。以下「該当

年度」という。)が平成二十三年度

から平成二十六年度までの間で

ある事業所 

該当年度から起算して六

年度目の年度から五箇年

度に満たない期間 

新規則第四条の十

六第二項の表の上

欄に掲げる事業所

の種類に応じ、当該

中欄に掲げる割合 

二 該当年度が平成二十八年度か

ら平成三十一年度までの間であ

る事業所 

該当年度から五箇年度に

満たない期間 

新規則第四条の十

六第一項の表の上

欄に掲げる事業所

の種類に応じ、当該

下欄に掲げる割合 

三 該当年度が平成三十二年度か

ら平成三十五年度までの間であ

る事業所 

該当年度から平成三十五

年度までの期間 

新規則第四条の十

六第一項の表の上

欄に掲げる事業所

の種類に応じ、当該

下欄に掲げる割合 

4 新規則第四条の十九第五項の規定は、平成二十七年四月一日から一部施行日前までの間

にあった状況の変更に係る都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年

東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第五条の十四第二項の規定による基準

排出量の変更についても適用する。 

5 施行日以後に建築物環境計画書を提出し、及び施行日から平成三十二年四月二十一日ま



での間に特別大規模特定建築物等の新築等に係る工事の着手を予定している特別大規模

特定建築主は、新規則第十三条の四第一項の規定にかかわらず、建築物環境計画書を提

出した日から同項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間に条例第二十三条の四第一

項の規定による環境性能評価書の交付を行うものとする。 

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例施行規則別記第一号様式、第一号様式の五、第一号様式の六、第三号様式、第三

号様式の二、第三号様式の三、第三号様式の四、第四号様式、第五号様式、第五号様式

の二、第五号様式の三、第五号様式の四及び第五号様式の五による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(令和元年規則第二九号) 

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正

されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

別表第一 温室効果ガスの排出の量の算定方法(第三条の三関係) 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・

平二七規則一一二・平二八規則二一五・平三一規則四三・一部改正) 

温室効果ガスの種

類 

算定方法 

一 燃料等の使用

に伴って排出さ

れる二酸化炭素 

次に掲げる量(熱供給事業所又は電気供給事業所以外の事業所等

における他人への熱又は電気の供給に係るものを除く。)を合算す

る方法 

イ 知事が別に定める燃料ごとに、排出の量を算定する期間(以下

「排出量算定期間」という。)において温室効果ガス排出事業者

の事業所等における事業活動に伴いその本来の用途に従って使

用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定め

る単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当

該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に

定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の

一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二

酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により

算定される量 

ロ 知事が別に定める熱ごとに、排出量算定期間において温室効

果ガス排出事業者の事業所等における事業活動に伴い使用され

た他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量を



いう。以下この表において「熱使用量」という。)に、当該熱の

区分に応じた熱排出係数(当該熱の一ギガジュール当たりの使

用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量をいう。以下

この表において同じ。)として知事が別に定める係数を乗ずる方

法により算定される量 

ハ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等

における事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の

量(千キロワット時で表した量をいう。以下この表において「電

気使用量」という。)に、当該電気の電気排出係数(当該電気の千

キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸

化炭素の量をいう。以下この表において同じ。)として知事が別

に定める係数を乗ずる方法により算定される量 

ニ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等

で再生可能エネルギーを変換して得られた電気であって、当該

事業所等における事業活動に伴い使用されているもののうち当

該温室効果ガス排出事業者が電気等の環境価値を保有していな

い量(千キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の千キロ

ワット時当たりの使用に伴い排出されるとみなされるトンで表

した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法

により算定される量 

ホ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等

で再生可能エネルギーを変換して得られた熱であって、当該事

業所等における事業活動に伴い使用されているもののうち当該

温室効果ガス排出事業者が電気等の環境価値を保有していない

量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の一ギガジュー

ル当たりの使用に伴い排出されるとみなされるトンで表した二

酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により

算定される量 

ヘ 指定地球温暖化対策事業所その他知事が別に定める事業所

(以下へにおいて「指定地球温暖化対策事業所等」という。)にあ

っては、次の(一)及び(二)の量を減じ、(三)の量を加えて得られ

る量(第四条の十七各項、第四条の十九第一項又は同条第六項各

号に係る温室効果ガスの排出の量を算定する場合を除く。) 

(一) 指定地球温暖化対策事業所等が、当該事業所に熱を供給し

た事業者(以下(一)において「熱供給事業者」という。)の熱排

出係数が特に低い値として知事が別に定める値以下であるこ



とその他の知事が別に定める要件に該当するときは、当該熱

供給事業者の熱排出係数、熱使用量(当該熱供給事業者から供

給されたものに限る。)等に基づき知事が別に定める方法によ

り算定される量 

(二) 指定地球温暖化対策事業所等が、当該事業所に電気を供給

した事業者(以下(二)及び(三)において「電気供給事業者」とい

う。)の電気排出係数が特に低い値として知事が別に定める値

以下であることその他の知事が別に定める要件に該当すると

きは、当該電気供給事業者の電気排出係数、電気使用量(当該

電気供給事業者から供給されたものに限る。)等に基づき知事

が別に定める方法により算定される量 

(三) 指定地球温暖化対策事業所等が、電気供給事業者の電気排

出係数が特に高い値として知事が別に定める値以上であるこ

とその他の知事が別に定める要件に該当するときは、当該電

気供給事業者の電気排出係数、電気使用量(当該電気供給事業

者から供給されたものに限る。)等に基づき知事が別に定める

方法により算定される量 

二 二酸化炭素

(燃料等の使用

に伴って排出さ

れるものを除

く。) 

温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第一の

中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算

する方法 

三 メタン 温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第二の

中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算

する方法 

四 一酸化二窒素 温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第三の

中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算

する方法 

五 第三条第三号

のハイドロフル

オロカーボン 

それぞれの物質ごとに、温室効果ガス排出事業者の事業所等にお

いて行われた付表第四の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表

の下欄に掲げる量を合算する方法 

六 第三条第四号

のパーフルオロ

カーボン 

それぞれの物質ごとに、温室効果ガス排出事業者の事業所等にお

いて行われた付表第五の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表

の下欄に掲げる量を合算する方法 

七 六ふっ化いお 温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第六の



う 中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算

する方法 

八 三ふっ化窒素 温室効果ガス排出事業者の事業所等において行われた付表第七の

中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算

する方法 

九 水道及び工業

用水道の水の使

用並びに公共下

水道への排水に

伴い排出される

温室効果ガス 

次に掲げる量を合算する方法 

イ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等

における事業活動に伴い使用された他人から供給された水道及

び工業用水道の水の量(千立方メートルで表した量をいう。)に、

当該水の千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで

表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方

法により算定される量 

ロ 排出量算定期間において温室効果ガス排出事業者の事業所等

における事業活動に伴い公共下水道へ排水された水の量(千立

方メートルで表した量をいう。)に、当該水の千立方メートル当

たりの公共下水道への排水に伴い排出されるトンで表した二酸

化炭素の量として知事が別に定める係数を乗ずる方法により算

定される量 

備考 

一 一の項中の知事が別に定める燃料以外の燃料の使用又は付表第一から付表第七ま

での中欄に掲げる事業活動以外の事業活動に伴い温室効果ガスが排出されていると

きは、一の項から八の項までに掲げる算定方法に準じて知事が適切と認める方法に

より温室効果ガスの排出の量を算定する。 

二 一の項から八の項までの温室効果ガスの種類の欄に掲げる温室効果ガスの排出の

量について、実測その他の知事が別に定める方法により算定することができるとき

は、当該各項に掲げる算定方法に代えて、当該実測その他の知事が別に定める方法

を用いることができる。 

付表第一 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 原油又は天

然ガスの試

掘、性状に関

する試験又

は生産 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井

の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトン

で表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて

得られる量 

ロ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原



油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状

に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定め

るものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで

表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生

産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事

が別に定める係数を乗じて得られる量 

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が

零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算

した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一

立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二

酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる

量 

(三) 排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの

生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たり

の点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として

知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

二 セメントク

リンカー、生

石灰、ソーダ

石灰ガラス

若しくは鉄

鋼の製造又

はソーダ灰

の製造若し

くは使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量

(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの一トン

当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ロ 知事が別に定める鉱物ごとに、排出量算定期間において生石

灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をい

う。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用

に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別

に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算

定した量を合算して得られる量 

ハ 知事が別に定める鉱物ごとに、排出量算定期間においてソー

ダ石灰ガラスの原料として、又は鉄鋼の製造において使用され

た当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に

応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表

した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得ら



れる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られ

る量 

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出され

た二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。) 

(二) 排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで

表した量をいう。)に、当該ソーダ灰の一トン当たりの使用に

伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別

に定める係数を乗じて得られる量 

三 アンモニア、

炭化けい素、

炭化カルシ

ウム若しく

はエチレン

の製造又は

カーバイド

法アセチレ

ンの使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める原料ごとに、排出量算定期間においてアン

モニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分

に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該原

料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出

されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係

数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を

合算して得られる量 

ロ 排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された

石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コーク

スの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化

炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ハ 排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(ト

ンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの一トン当たり

の製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ニ 排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表

した量をいう。)に、当該エチレンの一トン当たりの製造に伴い

排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定め

る係数を乗じて得られる量 

ホ 排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法ア

セチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法ア

セチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した

二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる

量 

四 電気炉を使 排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量



用した粗鋼

の製造 

(トンで表した量をいう。)に、当該粗鋼の一トン当たりの製造に伴

い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定め

る係数を乗じて得られる量 

五 ドライアイ

ス又は噴霧

器の使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸

化炭素の量(トンで表した量をいう。) 

ロ 排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸

化炭素の量(トンで表した量をいう。) 

六 廃棄物の焼

却若しくは

製品の製造

の用途への

使用又は廃

棄物燃料の

使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間において焼

却され、又は知事が別に定める製品の製造の用途に供された当

該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に

応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出され

るトンで表した二酸化炭素の量として知事が別に定める係数を

乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合

算して得られる量 

ロ 知事が別に定める廃棄物燃料(廃棄物を原材料とする燃料を

いう。以下同じ。)ごとに、排出量算定期間においてその本来の

用途に従って使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料

の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、

当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当た

りの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として

知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄

物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量 

付表第二 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 燃料(廃棄物

燃料を除

く。)の使用

又は電気炉

における電

気の使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて

「施設等」という。)で知事が別に定めるものごとに廃棄物燃料

以外の燃料で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間に

おいてその本来の用途に従って当該施設等において使用された

当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で

表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当

たりのギガジュールで表した発熱量として知事が別に定める係

数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジ



ュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量

として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当

該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該

施設等ごとに算定した量を合算して得られる量 

ロ 排出量算定期間における電気炉(知事が別に定めるものに限

る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をい

う。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出さ

れるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗

じて得られる量 

二 石炭の生産、

原油若しく

は天然ガス

の試掘、性状

に関する試

験若しくは

生産、原油の

精製又は都

市ガスの製

造 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める石炭の採掘ごとに、排出量算定期間におい

て当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量

をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たり

の生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が

別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘

ごとに算定した量を合算して得られる量 

ロ 排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井

の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトン

で表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得ら

れる量 

ハ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原

油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状

に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として

知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定め

るものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで

表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生

産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別

に定める係数を乗じて得られる量 

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状

態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然

ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで

表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得ら

れる量 



(三) 排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの

生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たり

の点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事

が別に定める係数を乗じて得られる量 

ホ 知事が別に定める原油ごとに、排出量算定期間において精製

された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該

原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴

い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める

係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量

を合算して得られる量 

ヘ 知事が別に定める原料ごとに、排出量算定期間において都市

ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に

応じ、知事が別に定める単位で表した量をいう。)に、当該原料

の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出さ

れるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗

じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算し

て得られる量 

三 カーボンブ

ラック等の

製造 

次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造された当該

製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該

製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタン

の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、

当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 

イ カーボンブラック 

ロ コークス 

ハ エチレン 

ニ 一・二―ジクロロエタン 

ホ スチレン 

ヘ メタノール 

四 家畜の飼養

(家畜の排せ

つ物の管理

を除く。) 

知事が別に定める家畜ごとに、排出量算定期間において飼養され

た当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の

一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量

として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該

家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 

五 家畜の排せ

つ物の管理 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおい



て同じ。)ごとに知事が別に定めるふん尿の管理方法ごとに、排

出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる

有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法

の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当た

りの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事

が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の

管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当

該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 

ロ イの知事が別に定める家畜以外の家畜で知事が別に定めるも

のごとに、排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均

的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、

排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該

家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 

ハ 排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当

該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトン

で表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得ら

れる量 

六 稲作 知事が別に定める水田ごとに、排出量算定期間において稲を栽培

するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面

積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル

当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごと

に算定した量を合算して得られる量 

七 植物性の物

の焼却 

知事が別に定める植物性の物ごとに、排出量算定期間において焼

却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植

物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴

い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係

数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した

量を合算して得られる量 

八 廃棄物の埋

立処分 

知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間における最終処

分場において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した

量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当た

りの、埋立処分後の分解に伴い排出されると見込まれるトンで表

したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量



を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 

九 工場廃水、下

水、し尿等の

処理 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において

処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示し

た汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸

素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水

の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が

別に定める係数を乗じて得られる量 

ロ 排出量算定期間における終末処理場において処理された下水

の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場にお

ける下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトン

で表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得ら

れる量 

ハ 知事が別に定めるし尿の処理方法ごとに、排出量算定期間に

おけるし尿処理施設(知事が別に定めるものに限る。以下ハ及び

ニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで

表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し

尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い

排出されるトンで表したメタンの量として知事が別に定める係

数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算

定した量を合算して得られる量 

ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理

施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で知事が別に定めるものご

とに、排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当

該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑

排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ご

とに算定した量を合算して得られる量 

十 廃棄物の焼

却若しくは

製品の製造

の用途への

使用又は廃

棄物燃料の

使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの知事が別に定める施設を除く。)

で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該

焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量

をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における

一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表し

たメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量



を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる

量 

ロ 知事が別に定める産業廃棄物(ハの知事が別に定める施設に

おいて焼却されるものを除く。)ごとに、排出量算定期間におい

て焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、

当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの

焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として知事が別

に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ご

とに算定した量を合算して得られる量 

ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で知事が別に定め

るものごとに知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間

における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄

物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当

該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトン

で表したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得ら

れる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得ら

れる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られ

る量 

ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で知事が別に定めるものごとに

知事が別に定める廃棄物燃料ごとに、排出量算定期間において

その本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄

物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、知事が別に定める単

位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃

棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表

したメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる

量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得ら

れる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られ

る量 

付表第三 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 燃料(廃棄物

燃料を除

く。)の使用 

燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において

「施設等」という。)で知事が別に定めるものごとに廃棄物燃料以

外の燃料で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間におい

てその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃

料の量(当該燃料の区分に応じ、知事が別に定める単位で表した量



をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガ

ジュールで表した発熱量として知事が別に定める係数を乗じて得

られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの

発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事

が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに

算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算

定した量を合算して得られる量 

二 原油又は天

然ガスの性

状に関する

試験又は生

産 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原

油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状

に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量

として知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ロ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間において生産された原油(知事が別に定め

るものに限る。以下(一)において同じ。)の量(キロリットルで

表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生

産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量 

(二) 排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状

態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然

ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで

表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じ

て得られる量 

三 アジピン酸

又は硝酸の

製造 

次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造された当該

製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該

製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化

二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算

定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 

イ アジピン酸 

ロ 硝酸 

四 麻酔剤の使

用 

排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の

量(トンで表した量をいう。) 

五 家畜の排せ

つ物の管理 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおい

て同じ。)ごとに知事が別に定めるふん尿の管理方法ごとに、排



出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる

窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の

区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの

管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿

の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、

当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 

ロ イの知事が別に定める家畜以外の家畜で知事が別に定めるも

のごとに、排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均

的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、

排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素

の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定

し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量 

ハ 排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当

該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトン

で表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じ

て得られる量 

六 耕地におけ

る肥料の使

用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定める農作物ごとに、排出量算定期間において当

該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量

(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作

物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出される

トンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を

乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合

算して得られる量 

ロ 知事が別に定める農作物ごとに、排出量算定期間における耕

地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トン

で表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の

残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸

化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量

を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量 

七 植物性の物

の焼却 

知事が別に定める植物性の物ごとに、排出量算定期間において焼

却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植

物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴

い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別に定



める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算

定した量を合算して得られる量 

八 工場廃水、下

水、し尿等の

処理 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において

処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をい

う。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に

伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として知事が別

に定める係数を乗じて得られる量 

ロ 排出量算定期間における終末処理場において処理された下水

の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場にお

ける下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトン

で表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じ

て得られる量 

ハ 知事が別に定めるし尿の処理方法ごとに、排出量算定期間に

おけるし尿処理施設(知事が別に定めるものに限る。以下ハ及び

ニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量

(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ

当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たり

の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として

知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿

の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量 

ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理

施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で知事が別に定めるものご

とに、排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当

該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑

排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該

施設ごとに算定した量を合算して得られる量 

九 廃棄物の焼

却若しくは

製品の製造

の用途への

使用又は廃

棄物燃料の

使用 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの知事が別に定める施設を除く。)

で知事が別に定めるものごとに、排出量算定期間における当該

焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量

をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における

一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表し

た一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得ら



れる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得

られる量 

ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で知事が別に定め

るものごとに知事が別に定める廃棄物ごとに、排出量算定期間

における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄

物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当

該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトン

で表した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じ

て得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算し

て得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して

得られる量 

ハ 知事が別に定める廃棄物(イの知事が別に定める焼却施設及

びロの知事が別に定める施設において焼却されるものを除く。)

ごとに、排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(ト

ンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物

の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二

窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算

定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量 

ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で知事が別に定めるものごとに

知事が別に定める廃棄物燃料ごとに、排出量算定期間において

その本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄

物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、知事が別に定める単

位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃

棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表

した一酸化二窒素の量として知事が別に定める係数を乗じて得

られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算し

て得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して

得られる量 

付表第四 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 クロロジフル

オロメタン又

はハイドロフ

ルオロカーボ

ンの製造 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタ

ンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメ

タンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリ

フルオロメタンの量として知事が別に定める係数を乗じて得



られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発

生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量

(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 

ロ 排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカー

ボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロ

カーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表し

た当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定め

る係数を乗じて得られる量 

二 冷凍空気調和

機器、プラス

チック、噴霧

器、半導体素

子等の製造等 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において当該製

品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量

(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハ

イドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出

されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、

当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 

(イ) 家庭用電気冷蔵庫 

(ロ) 家庭用エアコンディショナー 

(ハ) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有す

る自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。

以下同じ。) 

(二) 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において製造さ

れた当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の

一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロ

フルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じ

て得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算

して得られる量 

(イ) 自動販売機 

(ロ) 自動車用エアコンディショナー 

ロ 排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の

開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで

表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一ト

ン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロ

フルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて



得られる量 

ハ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空

気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの

量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイ

ドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理さ

れたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる

量 

(二) 排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整

備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで

表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一

トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイ

ドロフルオロカーボンの量として知事が別に定める係数を

乗じて得られる量 

ニ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に

封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表し

た量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロ

カーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量

(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 

(二) 排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の

台数に、当該自動販売機の一台当たりの整備に伴い排出さ

れるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として知

事が別に定める係数を乗じて得られる量 

ホ 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において廃棄され

た当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量

(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロ

フルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたも

のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定

し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量 

(一) 家庭用電気冷蔵庫 

(二) 家庭用エアコンディショナー 

(三) 業務用冷凍空気調和機器 

(四) 自動販売機 

ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量 

(一) 排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造



に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボン

の量(トンで表した量をいう。) 

(二) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで知事が別

に定めるものごとに、排出量算定期間において当該プラス

チックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフル

オロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラス

チックの区分に応じ当該プラスチックの一トン当たりの製

造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカ

ーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる

量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算し

て得られる量 

ト 次に掲げる製品ごとに、排出量算定期間において当該製品

の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トン

で表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロ

フルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるト

ンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が

別に定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごと

に算定した量を合算して得られる量 

(一) 噴霧器 

(二) 消火剤 

チ 排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハ

イドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。) 

リ 排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若し

くは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又

はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカ

ーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオ

ロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表

した当該ハイドロフルオロカーボンの量として知事が別に定

める係数を乗じて得られる量から、当該使用されたハイドロ

フルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表

した量をいう。)を控除して得られる量 

三 溶剤等として

のハイドロフ

ルオロカーボ

ンの使用 

溶剤としての用途その他知事が別に定める用途ごとに、排出量

算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカー

ボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイド

ロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたも



のの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定

し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量 

備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第三条第三号のハイドロ

フルオロカーボンをいう。 

付表第五 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 アルミニウ

ムの製造 

知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定期間

において製造されたアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)

に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アルミニウムの

一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフル

オロカーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる

量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算

して得られる量 

二 パーフルオ

ロカーボン

の製造 

排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量

(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの一トン

当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカ

ーボンの量として知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

三 半導体素子

等の製造 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定

期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイ

スの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装

置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで

表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ

当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出さ

れるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として知事が

別に定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカ

ーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をい

う。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボ

ンごとに算定した量を合算して得られる量 

ロ 知事が別に定めるパーフルオロカーボンごとに、排出量算定

期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイ

スの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装

置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで

表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ

当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生す



るトンで表したパーフルオロメタンの量として知事が別に定め

る係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのう

ち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除し

て得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定

した量を合算して得られる量 

四 溶剤等とし

てのパーフ

ルオロカー

ボンの使用 

溶剤としての用途その他知事が別に定める用途ごとに、排出量算

定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量

(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカー

ボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表し

た量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算

定した量を合算して得られる量 

備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第三条第四号のパーフルオロ

カーボンをいう。 

付表第六 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 マグネシウ

ム合金の鋳

造 

排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用され

た六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。) 

二 六ふっ化い

おうの製造 

排出量算定期間において製造された六ふっ化いおうの量(トンで

表した量をいう。)に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの製造

に伴い排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が

別に定める係数を乗じて得られる量 

三 電気機械器

具、半導体素

子等の製造

等 

次に掲げる量を合算して得られる量 

イ 排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始

に伴い使用された六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)

に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの封入に伴い排出され

るトンで表した六ふっ化いおうの量として知事が別に定める係

数を乗じて得られる量 

ロ 排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に

封入されていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)

に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ

化いおうのうち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化いお

うの量として知事が別に定める係数に当該電気機械器具の使用

期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量 

ハ 排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入され



ていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)から、当該

封入されていた六ふっ化いおうのうち回収され、及び適正に処

理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる

量 

ニ 排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入され

ていた六ふっ化いおうの量(トンで表した量をいう。)から、当該

封入されていた六ふっ化いおうのうち回収され、及び適正に処

理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる

量 

ホ 排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しく

は液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこ

れらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化いおうの量(トン

で表した量をいう。)に、当該六ふっ化いおうの一トン当たりの

使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化いおうの量として

知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該使用され

た六ふっ化いおうのうち適正に処理されたものの量(トンで表

した量をいう。)を控除して得られる量 

付表第七 

項 事業活動 温室効果ガスの排出の量 

一 三ふっ化窒素の

製造 

排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トン

で表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの

製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量と

して知事が別に定める係数を乗じて得られる量 

二 半導体素子等の

製造 

排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しく

は液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又は

これらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(ト

ンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たり

の使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量とし

て知事が別に定める係数を乗じて得られる量から、当該使用

された三ふっ化窒素のうち適正に処理されたものの量(トン

で表した量をいう。)を控除して得られる量 

別表第一の二 原油の数量への換算係数(第四条関係) 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二八規則一一六・一部改正) 

第一欄 第二欄 第三欄 

一 原料炭 トン 二九・〇 



二 一般炭 トン 二五・七 

三 無煙炭 トン 二六・九 

四 コークス トン 二九・四 

五 石油コークス トン 二九・九 

六 コールタール トン 三七・三 

七 石油アスファルト トン 四〇・九 

八 コンデンセート(NGL) キロリットル 三五・三 

九 原油(前項に掲げるもの

を除く。) 

キロリットル 三八・二 

十 ガソリン キロリットル 三四・六 

十一 ナフサ キロリットル 三三・六 

十二 ジェット燃料油 キロリットル 三六・七 

十三 灯油 キロリットル 三六・七 

十四 軽油 キロリットル 三七・七 

十五 A重油 キロリットル 三九・一 

十六 B重油又はC重油 キロリットル 四一・九 

十七 液化石油ガス(LPG) トン 五〇・八 

十八 石油系炭化水素ガス 標準状態に換算した千立

方メートル 

四四・九 

十九 液化天然ガス(LNG) トン 五四・六 

二十 天然ガス(前項に掲げ

るものを除く。) 

標準状態に換算した千立

方メートル 

四三・五 

二十一 コークス炉ガス 標準状態に換算した千立

方メートル 

二一・一 

二十二 高炉ガス 標準状態に換算した千立

方メートル 

三・四一 

二十三 転炉ガス 標準状態に換算した千立

方メートル 

八・四一 

二十四 都市ガス 標準状態に換算した千立

方メートル 

四五・〇 

二十五 昼間の電気 千キロワット時 九・九七 

二十六 夜間の電気 千キロワット時 九・二八 

二十七 他人から供給され

た電気(前二項に掲げるも

のを除く。) 

千キロワット時 九・七六 



二十八 蒸気(産業用のもの

に限る。) 

ギガジュール 一・〇二 

二十九 蒸気(前項に掲げる

ものを除く。)、温水及び

冷水 

ギガジュール 一・三六 

三十 前各項に掲げるもの

以外の燃料等 

キロリットル(固体燃料は

トン、気体燃料は千立方メ

ートル) 

一単位当たりのギガジュ

ールで表した発熱量とし

て知事が認める値 

備考 

一 二十四の項中第三欄に掲げる係数については、使用する都市ガスの組成に応じ、

当該第三欄に掲げる値に代えて、標準状態に換算した千立方メートル当たりのギガ

ジュールで表した発熱量として知事が適当と認める値を用いることができる。 

二 二十五の項及び二十六の項中「電気」とは、一般送配電事業者(電気事業法第二条

第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)が維持し、及び運用する電線路

を介して供給された電気をいう。 

三 昼間とは、午前八時から午後十時までをいい、夜間とは午後十時から翌日の午前

八時までをいう。 

別表第一の三 特定温室効果ガス年度排出量等の検証の基準(第四条の十五関係) 

(平二一規則七五・追加、平二一規則一二六・平二二規則三五・平二六規則二九・

一部改正) 

検証の対象 事項 基準 

特定温室効果

ガス年度排出

量及び基準排

出量(条例第五

条の十三第一

項第一号又は

第二号アに規

定する方法に

より算定した

ものに限る。) 

算定の対象となる

事業所の区域 

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に

規定する事業所の区域と一致していること。 

算定の対象となる

特定温室効果ガス

の燃料等使用量監

視点 

一 事業所における特定温室効果ガスの燃料

等使用量監視点がすべて選定されているこ

と。 

算定に用いる活動

量 

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事

業者から供給されたエネルギーの使用量に

ついては、当該エネルギーの購入に係る当該

事業者が発行した請求書等に記載された値

と整合していること。 

二 自らの設置する計量器により燃料等の使

用量を計量している場合にあっては、当該計

量器が適正なものと認められること。 



三 活動量の算定期間が適正であること。 

算定の計算方法 一 この規則及び知事が別に定める算定方法

に関する指針に従っていること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

基準排出量(条

例第五条の十

三第一項第二

号イに規定す

る方法により

算定したもの

に限る。) 

算定の対象となる

事業所の区域 

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に

規定する事業所の区域と一致していること。 

算定に用いる排出

標準原単位 

一 事業所の用途ごとに適切な区分の排出標

準原単位を用いていること。 

二 排出標準原単位の値に誤りがないこと。 

算定に用いる排出

活動指標値 

一 事業所の用途ごとに適切な区分の排出活

動指標を用いていること。 

二 排出活動指標値が適正に測定されている

こと。 

算定の計算方法 一 この規則及び知事が別に定める算定方法

に関する指針に従っていること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

都内削減量 算定の対象となる

事業所等の区域 

一 事業所等の区域が知事が別に定める都内

削減量を算定する単位となる事業所等の区

域と一致していること。 

算定の対象となる

特定温室効果ガス

の燃料等使用量監

視点 

一 事業所等における特定温室効果ガスの燃

料等使用量監視点がすべて選定されている

こと。 

算定に用いる活動

量 

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事

業者から供給されたエネルギーの使用量に

ついては、当該エネルギーの購入に係る当該

事業者が発行した請求書等に記載された値

と整合していること。 

二 自らの設置する計量器により燃料等の使

用量を計量している場合にあっては、当該計

量器が適正なものと認められること。 



三 活動量の算定期間が適正であること。 

対策の実施 一 第四条の十一の二第二号に規定する知事

が別に定める対策が適正に実施されている

こと。 

算定の計算方法 一 この規則及び知事が別に定める算定方法

に関する指針に従っていること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

都外削減量 算定の対象となる

事業所の区域 

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に

規定する事業所の区域と一致していること。 

算定の対象となる

特定温室効果ガス

の燃料等使用量監

視点 

一 事業所における特定温室効果ガスの燃料

等使用量監視点がすべて選定されているこ

と。 

算定に用いる活動

量 

一 エネルギーの供給を主たる事業とする事

業者から供給されたエネルギーの使用量に

ついては、当該エネルギーの購入に係る当該

事業者が発行した請求書等に記載された値

と整合していること。 

二 自らの設置する計量器により燃料等の使

用量を計量している場合にあっては、当該計

量器が適正なものと認められること。 

三 活動量の算定期間が適正であること。 

対策の実施 一 第四条の十一の三第一項に規定する地球

温暖化の対策の推進の程度が同項の知事が

別に定める基準に適合すること。 

算定の計算方法 一 この規則及び知事が別に定める算定方法

に関する指針に従っていること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

その他ガス削

減量 

算定の対象となる

事業所の区域 

一 事業所の区域が条例第五条の七第六号に

規定する事業所の区域と一致していること。 

算定の対象となる 一 その他ガス削減量の算定に係る事業活動



事業活動 が第四条の九の二に規定する知事が別に定

める方法により選定されていること。 

算定に用いる活動

量 

一 活動量の測定方法が知事が別に定める基

準に基づき適正なものと認められること。 

二 活動量の算定期間が適正であること。 

算定の計算方法 一 この規則又は第四条の九の二第三項の規

定により知事が適切と認めた方法に従って

いること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

電気等環境価

値保有量 

算定に用いる電力

量 

一 電力量の測定が適正に行われていると認

められること。 

二 電力量の測定期間が適正であること。 

算定の計算方法 一 この規則及び知事が別に定める算定方法

に関する指針に従っていること。 

算定された量の値 一 計算に誤りがないこと。 

二 有効数字、端数等の取扱いに誤りがないこ

と。 

電気等の環境価値

の帰属 

一 電気等の環境価値が、当該事業者以外の者

に移転されていないこと。 

備考 登録検証機関が検証を行うことが特に困難である場合として知事が別に定める場

合に該当するときは、特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量(条例第五条の十三

第一項第一号又は第二号アに規定する方法により算定したものに限る。)の項及び基準

排出量(条例第五条の十三第一項第二号イに規定する方法により算定したものに限

る。)の項の事項の欄に規定する事項のうち、知事が別に定めるものを検証を受ける事

項から除くものとする。 

別表第一の三の二 事業所区域の変更に伴う基準排出量の算定方法(第四条の十七関係) 

(平二七規則一一二・追加、平三一規則四三・一部改正) 

区域変更

部分 

旧指定事業所の

区分 

旧指定事業所の基準排出量の算定

方法 

標準排出量 

旧指定事

業所の区

域の全部 

特定地球温暖化

対策事業所 

  旧指定事業所の

基準排出量 

特定地球温暖化

対策事業所でな

  基準変更相当量 



い事業所 

旧指定事

業所の区

域の一部 

特定地球温暖化

対策事業所 

条例第五条

の十三第一

項第一号又

は第二号ア

の方法 

基準期間における

区域変更部分につ

いての特定温室効

果ガス年度排出量

が算定できる場合 

実績適正基準量 

基準期間における

区域変更部分につ

いての特定温室効

果ガス年度排出量

が算定できない場

合 

旧指定事業所の

基準排出量の案

分量 

条例第五条の十三第一項第二号イ

の方法 

指標適正基準量 

特定地球温暖化

対策事業所でな

い事業所 

  基準変更相当量 

備考 

一 区域変更部分とは、旧指定事業所のうち、新指定事業所の区域の一部となる部分

をいう。 

二 旧指定事業所とは、事業所区域の変更の前に指定を受けた指定地球温暖化対策事

業所をいう。 

三 標準排出量とは、条例第五条の十三第一項第三号に規定する規則で定める方法に

より算定する量であって、新指定事業所の区域に含まれる全ての旧指定事業所の区

域変更部分に係る標準排出量を合計した量が、新指定事業所の基準排出量となる。 

四 基準変更相当量とは、旧指定事業所の区域の全部又は一部の部分を第四条の十九

第六項の状況の変更があった部分とみなした場合において同項の規定により算定さ

れる基準排出量に加え、又は減じる量(同項第一号から第三号までのいずれかの方法

によるものに限る。)をいう。 

五 基準期間とは、旧指定事業所の基準排出量の算定に用いた条例第五条の十三第一

項第一号又は第二号アに規定する期間をいう。 

六 実績適正基準量とは、基準期間における区域変更部分についての特定温室効果ガ

ス年度排出量の平均の量(基準期間より後に基準排出量の改定又は変更が行われて

いる場合にあっては、知事が別に定めるところにより、当該平均の量及び当該改定

又は変更の内容を踏まえて算定する量)をいう。 

七 旧指定事業所の基準排出量の案分量とは、区域変更部分の基準変更相当量を、区



域変更部分の基準変更相当量と非区域変更部分(旧指定事業所の区域のうち、区域変

更部分以外の部分をいう。)の基準変更相当量との合計で除し、これに旧指定事業所

の基準排出量を乗じて得られる量をいう。ただし、非区域変更部分が第四条の六の

二第四項各号に掲げる事業所に該当する場合にあっては、旧指定事業所の基準排出

量から非区域変更部分の基準変更相当量を減じた量とすることができる。 

八 指標適正基準量とは、旧指定事業所の基準排出量の算定に用いた排出活動指標の

区域変更部分についての値に排出標準原単位を乗じた量(旧指定事業所の基準排出

量の決定より後に基準排出量の改定又は変更が行われている場合にあっては、知事

が別に定めるところにより、当該乗じた量及び当該改定又は変更の内容を踏まえて

算定する量)をいう。 

別表第一の四 地域冷暖房区域の指定基準(第八条の十七関係) 

(平二一規則一二六・全改、令元規則二九・一部改正) 

一 エネルギー供給を行う区域において供給する熱のエネルギー効率の値の基準 

供給するエネルギーの熱媒体 熱のエネルギー効率の値 

蒸気が含まれていない場合 〇・九〇 

蒸気が含まれている場合 〇・八五 

備考 

一 熱のエネルギー効率の値とは、供給熱量を、燃料使用量、熱使用量及び電気使用

量にそれぞれ単位発熱量を乗じて合算して得た発熱量で除して得た値をいう。 

二 一の場合において、供給熱量、燃料使用量、熱使用量、電気使用量及び単位発熱

量とは、それぞれ次に掲げる量をいう。 

(一) 供給熱量 供給し、又は供給した蒸気、温水及び冷水の年度の熱量(単位 ギ

ガジュール) 

(二) 燃料使用量 熱の供給に使用し、又は使用した燃料の年度の使用量(単位 別

表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに同表の第二欄に掲げる単位) 

(三) 熱使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された蒸気、温水

及び冷水の年度の使用量(単位 ギガジュール) 

(四) 電気使用量 熱の供給に使用し、又は使用した他人から供給された電気の年

度の使用量(単位 キロワット時) 

(五) 単位発熱量 別表第一の二の第一欄に掲げる燃料等の区分ごとに、同表の第

二欄に掲げる単位当たりのギガジュールで表した発熱量として同表の第三欄に掲

げる係数 

三 二(五)において、他人から供給された蒸気、温水及び冷水については、当該熱を

発生させるために使用された燃料、熱、電気の発熱量を算定する上で適切と認めら

れるものを求めることができるときは、当該方法により求めた単位当たりのギガジ

ュールで表した発熱量とすることができる。 



四 二(五)において、第八条の四の表の一の項の下欄に掲げる(一)及び(二)の熱その他

知事が認める熱については、単位発熱量はゼロとする。 

五 熱電併給設備により発生する電気を他人に供給するとともに、発生する熱を熱の

供給に使用し、又は使用した場合にあっては、熱電併給設備において使用し、又は

使用した燃料の発熱量のうち、熱の供給に使用し、又は使用した発熱量の算定は、

別表第一の三の特定温室効果ガス年度排出量及び基準排出量の部算定の計算方法の

項に規定する知事が別に定める算定方法に関する指針によるものとする。 

二 条例第十七条の十一第一項第六号の規則で定める事項のうち、第八条の九第三項第

三号の量に係る基準 

窒素酸化物の量 四十立方センチメートル 

備考 この表の窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。 

 
(この式においてC、OS及びCSは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) 

OS 総排出物中の酸素濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、

二〇パーセントとする。)(単位 百分率) 

CS 日本産業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を

標準状態における排ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方セ

ンチメートル)) 

別表第一の五 省エネルギー性能基準の値(第九条の三関係) 

(平二一規則一二六・追加、平二五規則九六・平二六規則二九・平二八規則二〇三・

一部改正) 

建築物の熱負荷の低減率 〇 

設備システムのエネルギー利用の低減率 〇 

備考 

一 建築物の熱負荷の低減率とは、次の式により算出した値をいう。 

A＝100×｛1－(PAL＊の値÷PAL＊の基準値)｝ 

〔この式において、A、PAL＊の値及びPAL＊の基準値は、それぞれ次の値を

表すものとする。 

A 建築物の熱負荷の低減率 

PAL＊の値 特定建築物の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水

平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気

に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷(建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十

八年国土交通省告示第二百六十五号。以下「算出方法」という。)第一 三に定

めるところにより求めたものをいう。以下同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合



計(単位 平方メートル)で除して得た値。ただし、建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基

準省令」という。)別表用途の項に規定する用途のうち複数の用途に供する部分

を含む建築物については、各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途

の屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た値 

PAL＊の基準値 基準省令別表用途の項の区分に応じ、地域区分の欄に掲げる値。

ただし、基準省令別表用途の項に規定する用途のうち複数の用途に供する部分

を含む建築物については、各用途の当該値を各用途の屋内周囲空間の床面積で

加重平均した値〕 

二 設備システムのエネルギー利用の低減率とは、次の式により算出した値をいう。 

ERR＝(1－BEI)×100 

〔この式において、ERR及びBEIは、それぞれ次の値を表すものとする。 

ERR 設備システムのエネルギー利用の低減率 

BEI 一次エネルギー消費率 

 

EST＝(ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV)×10－3 

ET＝(EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV－ES)×10－3 

〔これらの式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV、ET、EAC、EV、

EL、EW、EEV及びESは、それぞれ次の値を表すものとする。 

EST 基準省令第一条第一項第一号イに規定する基準一次エネルギー消費量(以

下「基準一次エネルギー消費量」という。)(単位 一年につきギガジュール) 

ESAC 算出方法第一 二(一)により求める空気調和設備の基準一次エネルギー

消費量(単位 一年につきメガジュール) 

ESV 算出方法第一 二(二)により求める空気調和設備以外の機械換気設備の

基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) 

ESL 算出方法第一 二(三)により求める照明設備の基準一次エネルギー消費

量(単位 一年につきメガジュール) 

ESW 算出方法第一 二(四)により求める給湯設備の基準一次エネルギー消費

量(単位 一年につきメガジュール) 

ESEV 算出方法第一 二(五)により求める昇降機の基準一次エネルギー消費量

(単位 一年につきメガジュール) 

ET 基準省令第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量(以

下「設計一次エネルギー消費量」という。)(単位 一年につきギガジュール) 

EAC 算出方法第一 一(一)により求める空気調和設備の設計一次エネルギー

消費量(単位 一年につきメガジュール) 

EV 算出方法第一 一(二)により求める空気調和設備以外の機械換気設備の設



計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) 

EL 算出方法第一 一(三)により求める照明設備の設計一次エネルギー消費量

(単位 一年につきメガジュール) 

EW 算出方法第一 一(四)により求める給湯設備の設計一次エネルギー消費量

(単位 一年につきメガジュール) 

EEV 算出方法第一 一(五)により求める昇降機の設計一次エネルギー消費量

(単位 一年につきメガジュール) 

ES 算出方法第一 一(六)により求めるエネルギー利用効率化設備による設計

一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール)〕〕 

別表第二 燃料の基準(第二十二条関係) 

    燃料の基準(燃料中におけるいおう含有率(単位 重量比パー

セント)) 

  工場及び指

定作業場の

設置区分 

設置区分A 設置区分B 

燃料使用量

による規模 

三百リ

ットル

以上五

百リッ

トル未

満 

五百リ

ットル

以上二

千リッ

トル未

満 

二千リ

ットル

以上 

三百リ

ットル

以上五

百リッ

トル未

満 

五百リ

ットル

以上二

千リッ

トル未

満 

二千リ

ットル

以上 地域の

区分 

  

一 千代田区及び中央

区の区域 

〇・五以

下 

〇・三以

下 

〇・二以

下 

〇・二以

下 

〇・一以

下 

〇・一以

下 

二 港区、新宿区、文

京区、渋谷区及び豊

島区の区域 

〇・七以

下 

〇・四以

下 

〇・三以

下 

〇・五以

下 

〇・二以

下 

〇・二以

下 

三 台東区、墨田区及

び江東区の区域 

〇・七以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

〇・三以

下 

四 品川区及び大田区

の区域 

〇・七以

下 

〇・六以

下 

〇・五以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

〇・三以

下 

五 目黒区、世田谷区、

中野区、杉並区及び

練馬区の区域 

〇・七以

下 

〇・七以

下 

〇・六以

下 

〇・五以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

六 板橋区、北区、荒

川区及び足立区の区

〇・七以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

〇・三以

下 



域 

七 飾区及び江戸川

区の区域 

〇・七以

下 

〇・六以

下 

〇・五以

下 

〇・五以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

八 武蔵野市、三鷹市、

調布市、狛江市及び

西東京市(西東京市

が設置された日の前

日において保谷市で

あった区域に限る。)

の区域 

〇・八以

下 

〇・七以

下 

〇・六以

下 

〇・五以

下 

〇・五以

下 

〇・四以

下 

九 その他の市町村の

区域 

一・〇以

下 

一・〇以

下 

〇・八以

下 

〇・八以

下 

〇・八以

下 

〇・五以

下 

備考 

一 設置区分Aとは、昭和五十一年八月一日前に既に設置され、又は着工されている

工場及び指定作業場をいう。 

二 設置区分Bとは、次に掲げる工場及び指定作業場をいう。 

(一) 昭和五十一年八月一日以後に設置された工場及び同日前に既に設置され、又

は着工されている工場で同日以後に条例第八十二条第一項の規定によるばい煙施

設に係る変更の認可を受けたもの 

(二) 昭和五十一年八月一日以後に設置された指定作業場及び同日前に既に設置さ

れ、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第九十条の規定によるばい

煙施設に係る変更の届出をしたもの 

三 昭和五十一年八月一日前に既に設置され、又は着工されている工場で同日以後に

条例第八十二条第一項の規定によるばい煙施設に係る変更の認可を受けたもの及び

同日前に既に設置され、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第九十条

の規定によるばい煙施設に係る変更の届出をしたもののうち、当該変更が工場及び

指定作業場におけるばい煙施設の一部に係るものであるときは、当該変更に係るば

い煙施設以外のばい煙施設で使用される燃料については、設置区分Aに係る基準を

適用する。 

四 排煙脱硫装置が設置されているばい煙施設を有する工場及び指定作業場に対する

燃料の基準の適用については、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。 

別表第三 集じん装置を設置するばい煙施設等(第二十三条関係) 

ばい煙施設の種類と規模 区分 集じん装置 

一 ボイラー(伝熱面積が

五平方メートル以上の

木屑
くず

を燃料として使用す

るもの 

遠心力集じん装置(マルチサイ

クロン方式のものに限る。)又



ものに限る。) はこれと同等以上の性能を有

するもの 

微粉炭を燃料として使用

するもの 

電気集じん装置又はこれと同

等以上の性能を有するもの 

その他の石炭を燃料とし

て使用するもの(一日当

たりの使用量が一トン以

上のものに限る。) 

遠心力集じん装置(マルチサイ

クロン方式のものに限る。)又

はこれと同等以上の性能を有

するもの 

重油を燃料として使用す

るもので自家用電気の発

電を行うもの 

遠心力集じん装置(マルチサイ

クロン方式のものに限る。)又

はこれと同等以上の性能を有

するもの 

二 金属の精錬又は無機

化学工業品の製造の用

に供する焙
ばい

焼炉又は焼

結炉 

  洗浄集じん装置、ろ過集じん装

置又はこれらと同等以上の性

能を有するもの 

三 金属の精錬の用に供

する転炉 

  ろ過集じん装置又はこれと同

等以上の性能を有するもの 

四 金属の精錬の用に供

する平炉 

  乾式電気集じん装置又はこれ

と同等以上の性能を有するも

の 

五 金属の精製又は鋳造

の用に供する溶解炉(羽

口面断面積が〇・五平方

メートル以上であるか

又は重油用バーナーの

容量が一時間当たり五

十リットル以上のもの

に限る。) 

  洗浄集じん装置、ろ過集じん装

置又はこれらと同等以上の性

能を有するもの 

六 金属の鋳造若しくは

圧延又は金属若しくは

金属製品の熱処理の用

に供する加熱炉(重油用

バーナーの容量が一時

間当たり四百リットル

  遠心力集じん装置(マルチサイ

クロン方式のものに限る。)又

はこれと同等以上の性能を有

するもの 



以上のものに限る。) 

七 溶融亜鉛めっきの用

に供する加熱炉(火格
ごう

子

面積が一平方メートル

以上であるか又は重油

用バーナーの容量が一

時間当たり五十リット

ル以上のものに限る。以

下八の項及び九の項に

掲げる施設において同

じ。) 

  洗浄集じん装置、ろ過集じん装

置又はこれらと同等以上の性

能を有するもの 

八 ガラスの製造の用に

供する加工炉 

  遠心力集じん装置(マルチサイ

クロン方式のものに限る。)又

はこれと同等以上の性能を有

するもの 

九 アスファルト用骨材

の乾燥の用に供する乾

燥炉 

  遠心力集じん装置と洗浄集じ

ん装置の併用方式によるもの 

十 製鋼の用に供する電

気炉 

  ろ過集じん装置又はこれと同

等以上の性能を有するもの 

十一 廃棄物焼却炉(火格
ごう

子面積が二平方メート

ル以上のものに限る。) 

総排出物量が一時間当た

り四万立方メートル以上

(バッチ燃焼方式のもの

にあっては二十万立方メ

ートル以上)のもの 

乾式電気集じん装置又はこれ

と同等以上の性能を有するも

の 

総排出物量が一時間当た

り四万立方メートル未満

(バッチ燃焼方式のもの

にあっては二十万立方メ

ートル未満)のもの 

遠心力集じん装置(連続式及び

バッチ燃焼方式のものにあっ

てはマルチサイクロン方式の

ものに限る。)又はこれと同等

以上の性能を有するもの 

備考 指定作業場については、一の項及び十一の項に限り適用する。 

別表第四 粉じんを発生する施設の構造基準等(第二十四条関係) 

粉じんを発生する施設の

種類 

粉じんを発生する施設の構造基準並びに使用及び管理の

基準 

一 コークス炉(原料処理 (一) 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車に



能力が一日当たり五十

トン以上のものに限

る。) 

フード及び集じん装置を設置するか、又はこれらと同等

以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 

(二) 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当

該フードからの粉じんを処理する遠心力集じん装置(マ

ルチサイクロン方式のものに限る。)を設置するか、又

はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行う

こと。ただし、ガイド車の走行する炉床の強度が小さい

こと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等により、ガイド

車にフードを設置することが著しく困難である場合は、

防じんカバー等を設置して行うこと。 

(三) 消火作業は、消火塔にハードル・フィルター又はこ

れらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこ

と。 

二 鉱物(コークスを含

む。以下同じ。)又は土

石の堆
たい

積場(面積が千平

方メートル以上である

ものに限る。) 

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆
たい

積する

場合は、次のいずれかに該当すること。 

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。 

(二) 散水設備によって散水が行われていること。 

(三) 防じんカバーで覆われていること。 

(四) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。 

三 ベルトコンベア及び

バケットコンベア(鉱

物、土石又はセメントの

用に供するもので、ベル

トの幅が七十五センチ

メートル以上であるか、

又はバケットの内容積

が〇・〇三立方メートル

以上のものに限り、密閉

式のものを除く。) 

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを

運搬する場合は、次のいずれかに該当すること。 

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。 

(二) コンベアの積込部及び積降部にフード及び遠心力集

じん装置が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降

部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に(三)又は

(四)の措置が講じられていること。 

(三) 散水設備によって散水が行われていること。 

(四) 防じんカバーで覆われていること。 

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。 

四 破砕機、摩砕機及びふ 次のいずれかに該当すること。 



るい(鉱物、岩石又はセ

メントの用に供するも

ので、原動機の定格出力

が七十五キロワット以

上(ふるいにあっては十

五キロワット以上)であ

るものに限り、湿式のも

の及び密閉式のものを

除く。) 

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。 

(二) フード及び遠心力集じん装置が設置されているこ

と。 

(三) 散水設備によって散水が行われていること。 

(四) 防じんカバーで覆われていること。 

(五) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられて

いること。 

五 バッチャープラント

(レディミクストコンク

リートの製造の用に供

するものに限る。)及び

セメントサイロ 

(一) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造

の建築物内に設置されていること。 

(二) セメントサイロは、密閉構造であること。 

(三) セメントの投入部には、フード及び遠心力集じん装

置(マルチサイクロン方式のものに限る。)が設置されて

いるか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置

されていること。ただし、指定作業場のバッチャープラ

ントにあってはフードが設置されているか、又はこれと

同等以上の効果を有する設備が設置されていること。 

(四) セメントの積出し部は、粉じんが飛散しにくい構造

であること。 

(五) セメントの積出し作業をする場合は、散水設備によ

って散水が行われていること。 

(六) レディミクストコンクリートの漏出がないこと。 

(七) トラックミキサー車から漏出するレディミクストコ

ンクリート、散水された水及びトラックミキサー車の洗

車に使用された水は、沈澱槽又は集水槽に集められるこ

と。 

六 製綿機(古綿の再生の

用に供するものを含

む。) 

(一) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されて

いること。 

(二) 防じんカバーで覆われていること。 

(三) フード及び遠心力集じん装置(製綿機が二台以下の

工場にあってはフードに限る。)が設置されているか、

又はこれと同等以上の効果を有する装置が設置されて

いること。 

備考 指定作業場については、二の項、三の項及び五の項に限り適用する。 

別表第五 有害ガス取扱施設の構造基準等(第二十五条関係) 



一 有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造

等有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。 

二 有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないよう

に吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。 

三 局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引でき

るようにフードの構造を選択すること。 

四 有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排

出防止設備の作動を確認した後開始すること。 

五 局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保

持すること。 

別表第六 炭化水素系物質の排出防止設備等(第二十六条関係) 

炭化水素系物質を貯蔵する施設等 排出を防止するために必要な設備

等 排出を防

止すべき

施設の区

分 

炭化水素系物

質の種類 

施設の規模 

一 貯蔵

施設 

有機溶剤 貯蔵施設の容量の合

計が五キロリットル

以上のもの 

浮屋根構造、吸着式処理設備、薬

液による吸収処理設備、凝縮式処

理と吸着式処理を組み合わせた設

備、ベーパーリターン設備又はこ

れらと同等以上の性能を有する設

備 

燃料用揮発

油、灯油及び

軽油 

(一) 燃料用揮発油

の貯蔵施設の容量

の合計が五キロリ

ットル以上のもの 

(二) 燃料用揮発油、

灯油又は軽油のす

べての貯蔵施設の

容量の合計が五十

キロリットル以上

のもの 

二 出荷

施設 

燃料用揮発油 燃料用揮発油を出荷

するための施設であ

って貯蔵施設の容量

が合計五十キロリッ

トル以上のもの 

吸着式処理設備、薬液による吸収

処理設備、凝縮式処理と吸着式処

理を組み合わせた設備、ベーパー

リターン設備又はこれらと同等以

上の性能を有する設備 

備考 容量とは、貯蔵施設の内容積とする。 



別表第七 有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等(第二十八条関係) 

一 有害物質を取り扱う場所又は保管する場所(以下この表で「作業場等」という。)の

床は、コンクリート造り等であって、その表面は耐性のある材質で被覆が施されてい

る構造であること。 

二 作業場等の周囲は、排水、廃液等の流出を防ぐための防液堤、流出防止溝又はため

ます(第六号で「防液堤等」という。)を設けた構造であること。 

三 薬品槽等は、床面から離して設置する等、漏えいを確認できる構造であること。 

四 薬品槽等からの送液は配管により行い、送液過程での漏えいを確認できる構造であ

ること。 

五 薬品槽の液面、バルブ類については、作業の前後等に点検し、漏えいを発見した場

合は、直ちに漏えい防止の措置を講ずるとともに漏えい箇所の補修を行うこと。 

六 作業場等の床面、防液堤等については、定期的に点検し、亀裂等を発見した場合は、

直ちに補修すること。 

別表第八 地下水の揚水施設の構造基準(第二十九条、第七十二条関係) 

地域の区分 吐出口の断面積によ

る区分 

揚水施設の構造基準 

ストレーナ

ーの位置(地

表面下単位 

メートル) 

揚水機の出

力(単位 

キロワッ

ト) 

一 足立区(荒川左岸の地域に限

る。)、 飾区及び江戸川区(荒川

左岸の地域に限る。)の地域 

六平方センチメート

ル以下 

― 二・二以下 

六平方センチメート

ルを超え二十一平方

センチメートル以下 

六五〇以深 ― 

二 墨田区、江東区、北区、荒川

区、板橋区、練馬区、足立区(荒

川右岸の地域に限る。)及び江戸

川区(荒川右岸の地域に限る。)

の地域 

六平方センチメート

ル以下 

― 二・二以下 

六平方センチメート

ルを超え二十一平方

センチメートル以下 

五五〇以深 ― 

三 千代田区、中央区、港区、新

宿区、文京区、台東区、渋谷区、

中野区、杉並区、豊島区、武蔵

野市、三鷹市、小金井市、小平

市、東村山市、東大和市、清瀬

市、東久留米市、武蔵村山市及

六平方センチメート

ル以下 

― 二・二以下 

六平方センチメート

ルを超え二十一平方

センチメートル以下 

五〇〇以深 ― 



び西東京市の地域 

四 品川区、目黒区、大田区、世

田谷区、八王子市、立川市、青

梅市、府中市、昭島市、調布市、

町田市、日野市、国分寺市、国

立市、福生市、狛江市、多摩市、

稲城市、あきる野市、羽村市、

西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出

町の地域 

六平方センチメート

ル以下 

― 二・二以下 

六平方センチメート

ルを超え二十一平方

センチメートル以下 

四〇〇以深 ― 

別表第九 公害防止管理者を選任すべき工場の区分等(第四十八条、第四十九条関係) 

工場の区分 公害防止管理者の区分 

条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属

するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都

市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有

する工場 

一 非鉄金属第一次精錬精製業 

二 鉛再精錬又は亜鉛第二次精錬業 

三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業 

四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業

又は製鋼業 

五 有機質飼料又は肥料製造業 

六 建設機械又は鉱山機械製造業 

七 運送用車両又は運送用車両部品製造業 

八 鋼船製造又は修理業 

九 トラクター製造業 

十 亜鉛鉄板製造業 

十一 石けん又は合成洗剤製造業 

十二 合板製造又は薬品による木材処理業 

十三 プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラス

チックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業 

十四 セメント製造業 

十五 舗装材料製造業 

十六 合金鉄又は電気炉銑製造業 

十七 鍛工品製造業 

十八 圧縮ガス又は液化ガス製造業 

東京都一種公害防止管

理者 



十九 界面活性剤製造業 

二十 ソーダー製造業 

二十一 メタン誘導品製造業 

二十二 医薬品又は農薬製造業 

二十三 産業用火薬類製造業 

二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業 

二十五 表面処理鋼材製造業 

二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業 

条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外の

もの 

東京都一種公害防止管

理者又は東京都二種公

害防止管理者 

別表第十 公害防止管理者の資格要件(第四十九条関係) 

(平一七規則四七・平一八規則一四・平二二規則一七三・平二六規則三二・平二九

規則四八・一部改正) 

区分 資格要件 

東京都一種公害防止

管理者 

一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う一種公害

防止管理者講習を修了した者 

(一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主

任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主

任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状

又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者 

(二) ガス事業法第二十六条第一項に定める甲種ガス主任

技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者 

(三) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十四条第

一項に定める技術士登録証を有する者 

(四) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十

九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責

任者免状を有する者 

(五) 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条に定める

免許を有する者 

(六) 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条に定

める免許を有する者 

(七) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省

令第三十三号)第九十七条第一号に定める特級ボイラー技

士免許を有する者 



(八) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十

一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は

同条第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有

する者 

(九) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第

八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることがで

きる者 

(十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第三

項に定める技術管理者となる資格を有する者 

(十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取

扱者免状を有する者 

(十二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第九条

第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者 

(十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者 

(十四) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等で

あると認める資格等を有する者又は工場等において公害

防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事する

ことを予定する者 

二 知事が指定する講習等を修了した者 

三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則に

よる東京都一級公害防止管理者の資格を有する者 

四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和

四十六年法律第百七号)第七条第一項に定める公害防止管理

者又は公害防止主任管理者の資格を有する者 

東京都二種公害防止

管理者 

一 次の各号のいずれかに該当する者を対象に行う二種公害

防止管理者講習を修了した者 

(一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに

該当する者 

(二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱

者免状を有する者 

(三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学

責任者免状又は乙種機械責任者免状を有する者 

(四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に

定める一級ボイラー技士免許又は同条第三号に定める二

級ボイラー技士免許を有する者 



(五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類

製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者

免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者

免状を有する者 

(六) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であ

ると認める資格等を有する者又は工場等において公害防

止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事するこ

とを予定する者 

二 知事が指定する講習等を修了した者 

三 この規則による改正前の東京都公害防止条例施行規則に

よる東京都二級公害防止管理者の資格又は東京都三級公害

防止管理者の資格を有する者 

別表第十一 適正管理化学物質(第五十一条関係) 

(平一三規則二六一・平一五規則一〇・平二四規則一六一・一部改正) 

一 アクロレイン 

二 アセトン 

三 イソアミルアルコール 

四 イソプロピルアルコール 

五 エチレン 

六 塩化スルホン酸 

七 塩化ビニルモノマー 

八 塩酸 

九 塩素 

十 カドミウム及びその化合物 

十一 キシレン 

十二 クロム及び三価クロム化合物 

十三 六価クロム化合物 

十四 クロルピクリン 

十五 クロロホルム 

十六 酢酸エチル 

十七 酢酸ブチル 

十八 酢酸メチル 

十九 酸化エチレン 

二十 シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物) 

二十一 四塩化炭素 

二十二 一・二―ジクロロエタン 



二十三 一・一―ジクロロエチレン 

二十四 一・二―ジクロロエチレン 

二十五 一・三―ジクロロプロペン 

二十六 ジクロロメタン 

二十七 シマジン 

二十八 臭素化合物(臭化メチルに限る。) 

二十九 硝酸 

三十 水銀及びその化合物 

三十一 スチレン 

三十二 セレン及びその化合物 

三十三 チウラム 

三十四 チオベンカルブ 

三十五 テトラクロロエチレン 

三十六 一・一・一―トリクロロエタン 

三十七 一・一・二―トリクロロエタン 

三十八 トリクロロエチレン 

三十九 トルエン 

四十 鉛及びその化合物 

四十一 ニッケル 

四十二 ニッケル化合物 

四十三 二硫化炭素 

四十四 砒
ひ

素及びその無機化合物 

四十五 ポリ塩化ビフェニル 

四十六 ピリジン 

四十七 フェノール 

四十八 ふっ化水素及びその水溶性塩 

四十九 ヘキサン 

五十 ベンゼン 

五十一 ホルムアルデヒド 

五十二 マンガン及びその化合物 

五十三 メタノール 

五十四 メチルイソブチルケトン 

五十五 メチルエチルケトン 

五十六 有機燐
りん

化合物(EPNに限る。) 

五十七 硫酸 

五十八 ほう素及びその化合物 



五十九 一・四―ジオキサン 

別表第十二 汚染土壌処理基準(第五十三条及び第五十四条関係) 

(平一五規則一〇・全改、平二二規則三五・平二六規則一三四・平二八規則二一〇・

平三一規則一四・一部改正) 

特定有害物質の種類 基準値 

溶出量(単位 検液一リット

ルにつきミリグラム) 

含有量(単位 土壌一キログ

ラムにつきミリグラム) 

一 カドミウム及びそ

の化合物 

カドミウムとして 〇・〇一 カドミウムとして 一五〇 

二 シアン化合物 検液中にシアンが検出され

ないこと。 

遊離シアンとして 五〇 

三 有機燐
りん

化合物 検液中に検出されないこと。   

四 鉛及びその化合物 鉛として 〇・〇一 鉛として 一五〇 

五 六価クロム化合物 六価クロムとして 〇・〇五 六価クロムとして 二五〇 

六 砒
ひ

素及びその化合

物 

砒
ひ

素として 〇・〇一 砒
ひ

素として 一五〇 

七 水銀及びアルキル

水銀その他の水銀化

合物 

水銀として 〇・〇〇〇五 

かつ、検液中にアルキル水銀

が検出されないこと。 

水銀として 一五 

八 ポリ塩化ビフェニ

ル 

検液中に検出されないこと。   

九 トリクロロエチレ

ン 

〇・〇三   

十 テトラクロロエチ

レン 

〇・〇一   

十一 ジクロロメタン 〇・〇二   

十二 四塩化炭素 〇・〇〇二   

十三 一・二―ジクロロ

エタン 

〇・〇〇四   

十四 一・一―ジクロロ

エチレン 

〇・一   

十五 一・二―ジクロロ

エチレン 

〇・〇四   

十六 一・一・一―トリ

クロロエタン 

一   



十七 一・一・二―トリ

クロロエタン 

〇・〇〇六   

十八 一・三―ジクロロ

プロペン 

〇・〇〇二   

十九 チウラム 〇・〇〇六   

二十 シマジン 〇・〇〇三   

二十一 チオベンカル

ブ 

〇・〇二   

二十二 ベンゼン 〇・〇一   

二十三 セレン及びそ

の化合物 

セレンとして 〇・〇一 セレンとして 一五〇 

二十四 ほう素及びそ

の化合物 

ほう素として 一 ほう素として 四、〇〇〇 

二十五 ふっ素及びそ

の化合物 

ふっ素として 〇・八 ふっ素として 四、〇〇〇 

二十六 塩化ビニルモ

ノマー(別名クロロエ

チレン) 

〇・〇〇二   

備考 

一 溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量をいい、含有量と

は土壌に含まれる特定有害物質の量をいう。 

二 基準値は、溶出量にあっては土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第六条第三項第四号、含有量にあっては同条第四項第二号に規定する環境大臣

が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 

三 「検出されないこと」とは、二に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

四 有機燐
りん

化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNを

いう。 

別表第十二の二 地下水基準(第五十四条関係) 

(平三一規則一四・追加) 

特定有害物質の種類 基準値(単位 検液一リットルにつきミリ

グラム) 

一 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 〇・〇一 

二 シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

三 有機燐
りん

化合物 検液中に検出されないこと。 



四 鉛及びその化合物 鉛として 〇・〇一 

五 六価クロム化合物 六価クロムとして 〇・〇五 

六 砒
ひ

素及びその化合物 砒
ひ

素として 〇・〇一 

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀

化合物 

水銀として 〇・〇〇〇五 かつ、検液中

にアルキル水銀が検出されないこと。 

八 ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

九 トリクロロエチレン 〇・〇三 

十 テトラクロロエチレン 〇・〇一 

十一 ジクロロメタン 〇・〇二 

十二 四塩化炭素 〇・〇〇二 

十三 一・二―ジクロロエタン 〇・〇〇四 

十四 一・一―ジクロロエチレン 〇・一 

十五 一・二―ジクロロエチレン 〇・〇四 

十六 一・一・一―トリクロロエタン 一 

十七 一・一・二―トリクロロエタン 〇・〇〇六 

十八 一・三―ジクロロプロペン 〇・〇〇二 

十九 チウラム 〇・〇〇六 

二十 シマジン 〇・〇〇三 

二十一 チオベンカルブ 〇・〇二 

二十二 ベンゼン 〇・〇一 

二十三 セレン及びその化合物 セレンとして 〇・〇一 

二十四 ほう素及びその化合物 ほう素として 一 

二十五 ふっ素及びその化合物 ふっ素として 〇・八 

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロ

エチレン) 

〇・〇〇二 

備考 

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六条第二

項第二号により測定した場合における測定値によるものとする。 

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

三 有機燐
りん

化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNを

いう。 

別表第十二の三 第二溶出量基準(第五十五条の二関係) 

(平三一規則一四・追加) 

特定有害物質の種類 基準値(単位 検液一リットルにつきミリ



グラム) 

一 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 〇・三 

二 シアン化合物 シアンとして 一 

三 有機燐
りん

化合物 一 

四 鉛及びその化合物 鉛として 〇・三 

五 六価クロム化合物 六価クロムとして 一・五 

六 砒
ひ

素及びその化合物 砒
ひ

素として 〇・三 

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀

化合物 

水銀として 〇・〇〇五 かつ、検液中に

アルキル水銀が検出されないこと。 

八 ポリ塩化ビフェニル 〇・〇〇三 

九 トリクロロエチレン 〇・三 

十 テトラクロロエチレン 〇・一 

十一 ジクロロメタン 〇・二 

十二 四塩化炭素 〇・〇二 

十三 一・二―ジクロロエタン 〇・〇四 

十四 一・一―ジクロロエチレン 一 

十五 一・二―ジクロロエチレン 〇・四 

十六 一・一・一―トリクロロエタン 三 

十七 一・一・二―トリクロロエタン 〇・〇六 

十八 一・三―ジクロロプロペン 〇・〇二 

十九 チウラム 〇・〇六 

二十 シマジン 〇・〇三 

二十一 チオベンカルブ 〇・二 

二十二 ベンゼン 〇・一 

二十三 セレン及びその化合物 セレンとして 〇・三 

二十四 ほう素及びその化合物 ほう素として 三十 

二十五 ふっ素及びその化合物 ふっ素として 二十四 

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロ

エチレン) 

〇・〇二 

備考 

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号に規定する環境大臣が定

める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

三 有機燐
りん

化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNを



いう。 

別表第十二の四 第二地下水基準(第五十五条の二関係) 

(平三一規則一四・追加) 

特定有害物質の種類 基準値(単位 検液一リットルにつきミリ

グラム) 

一 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして 〇・〇三 

二 シアン化合物 シアンとして 一 

三 有機燐
りん

化合物 一 

四 鉛及びその化合物 鉛として 〇・一 

五 六価クロム化合物 六価クロムとして 〇・五 

六 砒
ひ

素及びその化合物 砒
ひ

素として 〇・一 

七 水銀及びその化合物 水銀として 〇・〇〇五 かつ、検液中に

アルキル水銀が検出されないこと。 

八 ポリ塩化ビフェニル 〇・〇〇三 

九 トリクロロエチレン 〇・一 

十 テトラクロロエチレン 〇・一 

十一 ジクロロメタン 〇・二 

十二 四塩化炭素 〇・〇二 

十三 一・二―ジクロロエタン 〇・〇四 

十四 一・一―ジクロロエチレン 一 

十五 一・二―ジクロロエチレン 〇・四 

十六 一・一・一―トリクロロエタン 三 

十七 一・一・二―トリクロロエタン 〇・〇六 

十八 一・三―ジクロロプロペン 〇・〇二 

十九 チウラム 〇・〇六 

二十 シマジン 〇・〇三 

二十一 チオベンカルブ 〇・二 

二十二 ベンゼン 〇・一 

二十三 セレン及びその化合物 セレンとして 〇・一 

二十四 ほう素及びその化合物 ほう素として 十 

二十五 ふっ素及びその化合物 ふっ素として 八 

二十六 塩化ビニルモノマー(別名クロロ

エチレン) 

〇・〇二 

備考 

一 基準値は、土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号に規定する環境大臣が定



める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 

二 「検出されないこと」とは、一に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

三 有機燐
りん

化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNを

いう。 

別表第十三 石綿の飛散の状況の監視方法(第五十九条関係) 

(平一九規則二五・全改、平二六規則三二・一部改正) 

工事の区分 監視の方法 

一 石綿含有建築物解体等

工事に該当するもの(除

去、封じ込め又は囲い込み

の作業の箇所が局所であ

って、知事が認める石綿の

飛散防止方法によるもの

を除く。) 

工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの

作業の施工中及び工事終了後において、付表に定める

ところによりそれぞれ一回以上(当該作業の施工の期間

が六日を超える場合、当該期間の六日ごとに一回以上、

二区画以上の区画にわたって行われる場合、区画ごと

に一回以上)大気中における石綿の濃度を測定し、その

結果を記録し、これを三年間保存する方法 

二 一以外のもの 解体又は改修工事の現場内において目視によって粉じ

んの飛散の状況を監視し、その結果を記録し、これを

三年間保存する方法 

付表 

測定位置 工事の場所の敷地の境界線のうち、集じん・排気装置の排出口に最も

近い場所を含む建築物その他の施設の周辺四方向の場所 

測定方法 次に掲げる方法のうち、石綿の種類(クリソタイル、トレモライトその

他の石綿の種類をいう。)に応じて適切であると認められるもの 

一 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一

号)第十六条の二及び第十六条の三第一号の規定に基づき、環境大臣

が定める石綿に係る濃度の測定法の例による方法 

二 十分な精度を有するものとして知事が別に定める方法 

別表第十四 指定建設作業に適用する勧告基準(第六十一条関係) 

(平二七規則一一二・平二七規則一八四・令元規則二九・一部改正) 

一 騒音 

一 指定建設作業の場所の敷地の境界線における騒音が、次に掲げる指定建設作業の

種類ごとに次に定める音量であること。 

(一) 条例別表第九第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる指定

建設作業 八〇デシベル 

(二) 条例別表第九第九号に掲げる指定建設作業 八五デシベル 



二 指定建設作業の騒音が、午前七時から午後七時まで(付表に掲げる区域にあって

は、午前六時から午後十時まで)の時間以内において発生するものであること。 

三 指定建設作業の騒音が、当該指定建設作業の場所において一日十時間以内(付表に

掲げる区域にあっては、十四時間以内)において行われる指定建設作業に伴って発生

するものであること。 

四 指定建設作業の騒音が、指定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該指

定建設作業の場所において連続して六日以内において行われる指定建設作業に伴っ

て発生するものであること。 

五 指定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日を除く日において行われる指定建設

作業に伴って発生するものであること。 

ただし、この表第二号に定める基準は、次の第一号から第四号までに掲げる場合に

係る騒音に、この表第三号及び第四号に定める基準は、次の第一号及び第二号の場合

に係る騒音に、並びにこの表第五号に定める基準は、次の第一号から第五号までに掲

げる場合に係る騒音にそれぞれ適用せず、並びにこの表第二号に定める基準は、当該

指定建設作業の場所の周辺の道路につき、道路交通法第四条第一項に規定する交通規

制が行われている場合におけるコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬

入作業に係る騒音に関しては、「午前七時から午後七時まで」を「午前七時から午後

九時まで」と、「午前六時から午後十時まで」を「午前六時から午後十一時まで」と

読み替えて適用する。 

一 災害その他非常の事態の発生により、当該指定建設作業を緊急に行う必要がある

場合 

二 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該指定建設作業を行う必

要がある場合 

三 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、当該指定建設作業を行う必要がある

場合 

四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づく道路の占用の許

可及び同法第三十五条の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件

が付された場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づく道路の使用の許

可及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる

条件が付された場合 

五 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規

定する変電所の変更の工事として行う指定建設作業であって当該指定建設作業を行

う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該指定建設作業に

従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該指定建設作業

を日曜日その他の休日に行う必要がある場合及び商業地域であって、周囲の状況等



から知事が当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行わせても地域環境の保全に

支障がないと認めた場合 

備考 

一 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの

計量単位をいう。別表第十八において同じ。 

二 騒音の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行う

ものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性

(FAST)を用いることとする。 

三 騒音の測定方法は、日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるも

のとし、騒音の大きさの値は、次に定めるとおりとする。 

(一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

(二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむ

ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

(三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセン

トレンジの上端の数値とする。 

(四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定で

ない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数

値とする。 

二 振動 

一 指定建設作業の場所の敷地の境界線における振動が、次に掲げる指定建設作業の

種類ごとに次に定める振動の大きさであること。 

(一) 条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使用する作業を除く。)、

第四号及び第六号に掲げる指定建設作業 七〇デシベル 

(二) 条例別表第九第五号に掲げる指定建設作業 六五デシベル 

(三) 条例別表第九第九号に掲げる指定建設作業 七五デシベル 

二 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使

用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものに

あっては、午前七時から午後七時まで(付表に掲げる区域にあっては午前六時から午

後十時まで)の時間以内において発生するものであること。 

三 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使

用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものに

あっては、当該指定建設作業の場所において一日十時間以内(付表に掲げる区域にあ

っては十四時間以内)において行われる指定建設作業に伴って発生するものである

こと。 

四 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使



用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものに

あっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該指定建設作業の場所にお

いて連続して六日以内において行われる指定建設作業に伴って発生するものである

こと。 

五 指定建設作業の振動が、条例別表第九第一号、第三号(コンクリートカッターを使

用する作業を除く。)から第六号まで及び第九号に掲げる指定建設作業に係るものに

あっては、日曜日その他の休日を除く日において行われる指定建設作業に伴って発

生するものであること。 

ただし、この表第二号に定める基準は、次の第一号から第四号までに掲げる場合に

係る振動に、この表第三号及び第四号に定める基準は、次の第一号及び第二号の場合

に係る振動に、並びにこの表第五号に定める基準は、次の第一号から第五号までに掲

げる場合に係る振動にそれぞれ適用しない。 

一 災害その他非常の事態の発生により、当該指定建設作業を緊急に行う必要がある

場合 

二 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該指定建設作業を行う必

要がある場合 

三 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、当該指定建設作業を行う必要がある

場合 

四 道路法第三十四条の規定に基づく道路の占用の許可及び同法第三十五条の規定に

基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合並びに道路交通

法第七十七条第三項の規定に基づく道路の使用の許可及び同法第八十条第一項の規

定に基づく協議においてこの表各号の定めと異なる条件が付された場合 

五 電気事業法施行規則第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行

う指定建設作業であって当該指定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能

を停止させて行わなければ当該指定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する

安全が確保できないため特に当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要が

ある場合及び商業地域であって、周囲の状況等から知事が当該指定建設作業を日曜

日その他の休日に行わせても地域環境の保全に支障がないと認めた場合 

備考 

一 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。 

二 振動の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、

鉛直方向について行うものとする。 

この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いるものとする。 

三 振動の測定方法は、日本産業規格Z八七三五に定める振動レベル測定方法によるも

のとし、振動の大きさの値は、次に定めるとおりとする。 

(一) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 



(二) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示

値の最大値の平均値とする。 

(三) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔・百個又はこ

れに準ずる間隔・個数の測定値の八十パーセントレンジの上端の数値とする。 

付表 

工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね八十メートルの区域を除く区

域 

一 学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。) 

二 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。) 

三 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をい

う。) 

四 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、患者の収容施設を有す

るものに限る。) 

五 図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を

いう。) 

六 老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特

別養護老人ホームをいう。) 

七 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども

園をいう。) 

別表第十五 建設工事等に伴い発生する汚水の基準(第六十一条関係) 

項目 基準値 

一 外観 異常な着色又は発泡が認められないこと。 

二 水素イオン濃度(水素指数) 五・八以上八・六以下 

三 浮遊物質量(単位 一リットルにつき

ミリグラム) 

一二〇 

四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱

油類含有量)(単位 一リットルにつき

ミリグラム) 

五 

備考 基準の検定方法は、条例別表第七 四の部(二)の款アの表の備考三に定める方法

による。 

別表第十六 小規模の廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばいじんの量(第六十二条

関係) 

区分 標準状態に換算した総排出

物一立方メートルに含まれ

標準状態に換算した総排出

物一立方メートルに含まれ



るダイオキシン類の量(単位 

ナノグラム) 

るばいじんの量(単位 グラ

ム) 

平成十三年三月三十一

日までに設置された小

規模の廃棄物焼却炉 

一〇(平成十四年十一月三十

日までは、八〇) 

〇・二五 

平成十三年四月一日以

後に設置された小規模

の廃棄物焼却炉 

五 〇・一五 

備考 

一 この表の中欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施

行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一号に定める方法により測定し(換

算する酸素の濃度は十二パーセントとする。)、同規則第三条で定めるところにより

算出されたダイオキシン類の量とする。 

二 この表の下欄に掲げるばいじんの量は、条例別表第七 一の部(二)の款アの項(イ)

の表の備考一の式により算出されたばいじんの量とする(換算する酸素の濃度は十

二パーセントとする。)。 

別表第十七 小規模燃焼機器の設置(第六十三条関係) 

(平二五規則八・一部改正) 

燃焼機器の種類 規模 

小型ボイラー

類 

冷暖房、給湯等の用途に用い

る次の各号に掲げる機器 

一 蒸気ボイラー 

二 温水ボイラー 

三 温水発生機 

四 冷温水発生機 

伝熱面積が十平方メートル未満で、熱

出力が一時間当たり三十五キロワット

以上 

内燃機関類 冷暖房、給湯等の用途に用い

る次の各号に掲げる機器 

一 ガスヒートポンプ 

二 コージェネレーション

ユニット(原動機がガス機

関であるものに限る。) 

一 燃焼能力が重油に換算した量で一

時間当たり五リットル未満 

二 発電出力が五キロワット以上(コー

ジェネレーションユニットに限る。) 

備考 内燃機関類の燃焼能力の重油の量への換算は、付表の上欄に掲げる燃料の種類ご

とに、それぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の下欄に掲げる重油の量に換算す

る方法で行うものとする。 

付表 



燃料の種類 燃料の量 重油の量(単位 リットル) 

一 液体燃料 一リットル 一・〇 

二 気体燃料 一・六立方メートル 一・〇 

三 固体燃料 一・六キログラム 一・〇 

別表第十七の二 小型の船舶から排出されるし尿の適正処理を要する水域に係る直線(第

六十四条関係) 

(平二二規則二三〇・追加) 

項 水域に係る直線 

一 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区新砂三丁目三千六番内の地点 

ロ 江東区夢の島三丁目三番二十九内の地点 

二 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区新木場四丁目十五番内の地点 

ロ 江東区若洲三丁目三十五番内の地点 

三 東京東防波堤の北西側の直線 

四 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 東京東防波堤灯台 

ロ 東京中央防波堤東灯台 

五 東京中央防波堤の北西側の直線 

六 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 東京中央防波堤西灯台 

ロ 東京西防波堤灯台 

七 東京西防波堤の北西側の直線 

八 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区城南島四丁目十四番内の地点 

ロ 大田区羽田空港三丁目一番内の地点 

九 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ ロから北東に進んだ直線と陸岸との交点 

ロ 大田区羽田旭町十番一内の地点 

十 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区羽田旭町十番一内の地点 

ロ 大田区東糀谷六丁目二十三番二内の地点 

十一 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区東糀谷六丁目二十二番二十六内の地点 

ロ 大田区東糀谷六丁目三千百七十番四内の地点 



十二 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区東糀谷六丁目千三百四十七番四十二内の地点 

ロ 大田区大森南五丁目六千五十八番十五内の地点 

十三 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区大森南四丁目二十一番二内の地点 

ロ 大田区大森東五丁目六千五百四十一番二内の地点 

十四 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区大森東五丁目六千三百三十六番内の地点 

ロ 大田区大森東三丁目五千百五十四番一内の地点 

十五 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 大田区大森東一丁目六千四百九十三番一内の地点 

ロ 大田区大森東一丁目二百七十三番二十四内の地点 

十六 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 品川区勝島三丁目一番内の地点 

ロ 品川区東大井二丁目八番一内の地点 

十七 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 品川区東品川三丁目四番六内の地点 

ロ 品川区東品川一丁目二百九十九番三内の地点 

十八 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 港区芝浦一丁目一番二十三内の地点 

ロ 港区海岸一丁目十七番三内の地点 

十九 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 港区海岸一丁目三十二番一内の地点 

ロ 中央区浜離宮庭園一番内の地点 

二十 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 中央区浜離宮庭園一番内の地点 

ロ 中央区築地五丁目三番内の地点 

二十一 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 中央区築地五丁目三番内の地点 

ロ 中央区勝どき三丁目千四百九番二内の地点 

二十二 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 中央区勝どき二丁目二百六番内の地点 

ロ 中央区月島四丁目二千一番内の地点 

二十三 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 中央区佃三丁目二百十九番二内の地点 



ロ 江東区越中島二丁目二番一内の地点 

二十四 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区越中島三丁目五番七内の地点 

ロ 江東区古石場三丁目二番五内の地点 

二十五 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区古石場三丁目二番四内の地点 

ロ 江東区木場一丁目十八番二内の地点 

二十六 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区木場六丁目四十一番四内の地点 

ロ 江東区東陽一丁目十八番三内の地点 

二十七 次のイ及びロの地点を結んだ直線 

イ 江東区新砂二丁目六百二十五番八十内の地点 

ロ 江東区新砂三丁目二千四百八十一番四内の地点 

備考 この表に掲げる地点に係る所在及び地番は、二の項イ、二十五の項ロ、二十六の

項及び二十七の項イに規定する地点にあっては平成二十二年十一月十七日、八の項に

規定する地点にあっては同月十八日、その他の項(三の項、五の項及び七の項を除く。)

に規定する地点にあっては同月十六日における不動産登記法(平成十六年法律第百二

十三号)第十四条第四項に規定する地図に準ずる図面に記録されている内容によって

表示されたものである。 

別表第十八 拡声機から発する音量の基準(第六十六条、第六十七条関係) 

区域の区分 音源直下から十メ

ートルの地点にお

ける音量(単位 デ

シベル) 

種別 該当地域 

第一種区

域 

一 第一種低層住居専用地域 

二 第二種低層住居専用地域 

三 第一種中高層住居専用地域 

四 第二種中高層住居専用地域 

五 第一種住居地域 

六 第二種住居地域 

七 準住居地域 

八 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条

例第八十八号)第二条の規定により定められた第一

種文教地区 

九 無指定地域(第二種区域に該当する区域を除く。) 

五五 



第二種区

域 

一 近隣商業地域(第一種区域に該当する区域を除

く。) 

二 商業地域(第一種区域及び第三種区域に該当する

区域を除く。) 

三 準工業地域 

四 工業地域 

五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 

六〇 

第三種区

域 

一 千代田区有楽町二丁目、同区鍛冶町一丁目、同区

鍛冶町二丁目、同区神田鍛冶町三丁目、同区神田須

田町一丁目、同区神田須田町二丁目、中央区銀座一

丁目、同区銀座二丁目、同区銀座三丁目、同区銀座

四丁目、同区銀座五丁目、同区銀座六丁目、同区銀

座七丁目、同区日本橋一丁目(一番から九番までに

限る。)、同区日本橋二丁目(一番から七番までに限

る。)、同区日本橋三丁目(一番から八番までに限

る。)、港区新橋一丁目、同区新橋二丁目、新宿区

新宿三丁目、台東区上野二丁目、同区上野四丁目、

同区浅草一丁目、同区浅草二丁目、同区雷門一丁目、

同区雷門二丁目、渋谷区宇田川町(二十二番及び二

十三番に限る。)、同区道玄坂二丁目(一番から六番

まで、二十九番及び三十番に限る。)及び同区道玄

坂一丁目(四番に限る。)のうち幅員十八メートル以

上の道路並びにその境界線から十メートル以内の

区域 

二 台東区上野駅広場(昭和六十年東京都告示第三百

二号による幹線街路放射第二十八号線の交通広場)

及び豊島区池袋駅東口広場(昭和二十四年建設省告

示第四百二十二号による池袋駅付近広場一)並びに

これらの境界線から十メートル以内の区域 

七五 

備考 騒音の測定は、計量法第七十一条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行う

ものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性

(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。 

別表第十九 大気汚染緊急時の発令条件(第七十五条関係) 

項目 発令条件 

予報 注意報 警報 



いおう酸

化物 

次のいずれかに

該当する状態が

発生したとき。 

一 気象条件か

らみて下二欄

に規定する状

態が発生する

ことが予想さ

れるとき。 

二 いおう酸化

物の大気中に

おける含有率

が、下二欄に

掲げる状態に

近く、かつ、

当該状態がさ

らに悪化する

ことが予想さ

れるとき。 

気象条件からみて次のいずれかに

該当する状態が継続すると認めら

れるとき。 

一 いおう酸化物の大気中におけ

る含有率(容量比の一時間値と

する。以下同じ。)が、百万分の

〇・二以上である状態が三時間

継続したとき。 

二 いおう酸化物の大気中におけ

る含有率が、百万分の〇・三以

上である状態が二時間以上継続

したとき。 

三 いおう酸化物の大気中におけ

る含有率が、百万分の〇・五以

上である状態になったとき。 

四 いおう酸化物の大気中におけ

る含有率の四十八時間平均値

が、百万分の〇・一五以上であ

る状態になったとき。 

注意報の欄第一

号、第二号及び第

四号に規定する状

態が発生している

際、いおう酸化物

の大気中における

含有率が、百万分

の〇・五以上であ

る状態が発生した

とき又はいおう酸

化物の大気中にお

ける含有率が、百

万分の〇・五以上

である状態が二時

間継続したとき。 

一酸化炭

素 

  次のいずれかに該当する状態が発

生したとき。 

一 一酸化炭素の大気中における

含有率(容量比の一時間値とす

る。以下同じ。)が、百万分の十

以上である状態が八時間継続し

たとき。 

二 一酸化炭素の大気中における

含有率が、百万分の二十以上で

ある状態が三時間継続したと

き。 

次のいずれかに該

当する状態が発生

したとき。 

一 一酸化炭素の

大気中における

含有率が、百万

分の十以上であ

る状態が二十四

時間継続したと

き。 

二 一酸化炭素の

大気中における

含有率が、百万

分の二十以上で

ある状態が八時

間継続したと



き。 

三 一酸化炭素の

大気中における

含有率が、百万

分の五十以上で

ある状態になっ

たとき。 

オキシダ

ント 

次のいずれかに

該当する状態が

発生したとき。 

一 気象条件か

ら見て下二欄

に規定する状

態が発生する

ことが予想さ

れるとき。 

二 オキシダン

トの大気中に

おける含有率

が、下二欄に

掲げる状態に

近く、かつ、

当該状態がさ

らに悪化する

ことが予想さ

れるとき。 

オキシダントの大気中における含

有率(容量比の一時間値とする。以

下同じ。)が、百万分の〇・一二以

上である状態になったとき。 

オキシダントの大

気中における含有

率が、百万分の

〇・二四以上であ

る状態になったと

き。 

別表第二十 水質汚濁緊急時の発令条件(第七十九条関係) 

(平一三規則二六一・平二四規則一六一・平二六規則一七四・一部改正) 

一 水質汚濁注意報 

次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該中欄に掲げる値以上の状

態になったとき。 

二 水質汚濁警報 

次のいずれかに該当する状態が発生したとき。 

(一) 次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該中欄に掲げる値以上で

ある状態が二時間継続したとき。 



(二) 次表の上欄の項目の区分に応じ、河川水中の濃度が当該下欄に掲げる値以上の

状態になったとき。 

      

  項目 注意報等に係る河川水中

の濃度(単位 一リットル

につきミリグラム) 

警報に係る河川水中の濃

度(単位 一リットルにつ

きミリグラム) 

  

カドミウム 〇・〇〇六 〇・〇一五 

全シアン 〇・二 〇・五 

鉛 〇・〇二 〇・〇五 

六価クロム 〇・一 〇・二五 

砒
ひ

素 〇・〇二 〇・〇五 

総水銀 〇・〇〇一 〇・〇〇二五 

アルキル水銀 〇・〇〇一 〇・〇〇二五 

ポリ塩化ビフェニル 〇・〇〇一 〇・〇〇二五 

ジクロロメタン 〇・〇四 〇・一 

四塩化炭素 〇・〇〇四 〇・〇一 

一・二―ジクロロエタン 〇・〇〇八 〇・〇二 

一・一―ジクロロエチレ

ン 

〇・二 〇・五 

シス―一・二―ジクロロ

エチレン 

〇・〇八 〇・二 

一・一・一―トリクロロ

エタン 

二 五 

一・一・二―トリクロロ

エタン 

〇・〇一二 〇・〇三 

トリクロロエチレン 〇・〇二 〇・〇五 

テトラクロロエチレン 〇・〇二 〇・〇五 

一・三―ジクロロプロペ

ン 

〇・〇〇四 〇・〇一 

チラウム 〇・〇一二 〇・〇三 

シマジン 〇・〇〇六 〇・〇一五 

チオベンカルブ 〇・〇四 〇・一 

ベンゼン 〇・〇二 〇・〇五 

セレン 〇・〇二 〇・〇五 

硝酸性窒素及び亜硝酸 二〇 五〇 



性窒素 

ふっ素 一・六 四 

ほう素 二 五 

一・四―ジオキサン 〇・一 〇・二五 

      



別記 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



附則第1号様式 

(令元規則29・一部改正) 

附則第2号様式 

(令元規則29・一部改正) 

附則第3号様式 

(令元規則29・一部改正) 

附則様式(附則第3項関係) 

(令元規則29・一部改正) 

附則別記 

第1号様式(附則第4項関係) 

(平24規則21・一部改正) 

第2号様式(附則第4項関係) 

(平24規則21・一部改正) 

第3号様式(附則第4項関係) 

別記 

第1号様式(第4条の4関係) 

(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の2(第4条の5関係) 

(平21規則75・全改、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の3(第4条の6、第4条の6の2関係) 

(平21規則75・全改、平24規則190・平27規則112・平28規則30・平28規則116・

令元規則29・一部改正) 

第1号様式の4(第4条の6、第4条の6の2関係) 

(平21規則75・全改、平24規則190・平27規則112・平28規則30・令元規則29・一

部改正) 

第1号様式の4の2(第4条の6の2関係) 

(平27規則112・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の4の3(第4条の6の2関係) 

(平27規則112・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の4の4(第4条の6の2関係) 

(平27規則112・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の5(第4条の7関係) 

(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の6(第4条の7関係) 

(平21規則75・全改、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の7(第4条の7関係) 



(平21規則75・全改、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の8(第4条の7関係) 

(平21規則75・全改、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の9(第4条の8関係) 

(平21規則75・全改、平27規則112・平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の10(第4条の8関係) 

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の10の2(第4条の9関係) 

(平26規則29・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の11(第4条の18関係) 

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の12(第4条の18関係) 

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の12の2(第4条の18の2関係) 

(平26規則29・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の12の3(第4条の18の2関係) 

(平26規則29・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の13(第4条の19関係) 

(平21規則75・追加、平27規則184・平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の14(第4条の19関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の15(第4条の20関係) 

(平21規則75・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の16(第4条の20関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の17(第4条の20関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18(第4条の21関係) 

(平21規則75・追加、平27規則112・平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の2(第4条の21の4関係) 

(平24規則190・全改、平28規則116・旧第1号様式の18の2の乙・一部改正、令元

規則29・一部改正) 

第1号様式の18の3(第4条の21の4関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の4(第4条の21の4関係) 

(平23規則10・追加、平23規則105・平28規則116・令元規則29・一部改正) 



第1号様式の18の5(第4条の21の5関係) 

(平23規則10・追加、平23規則105・平27規則112・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の6(第4条の21の5関係) 

(平23規則10・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の6の2(第4条の21の5の2関係) 

(平23規則38・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の7(第4条の21の6関係) 

(平23規則10・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の8(第4条の21の6関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の9(第4条の21の6の2関係) 

(平24規則190・全改、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の9の2(第4条の21の6の2関係) 

(平24規則190・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の10(第4条の21の8、第4条の21の10関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の11(第4条の21の8関係) 

(平23規則10・追加、平23規則105・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の12(第4条の21の8関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の13(第4条の21の12、第4条の21の13関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の14繰上、令元規則29・一

部改正) 

第1号様式の18の14(第4条の21の12、第4条の21の13関係) 

(平23規則10・追加、平23規則105・一部改正、平28規則116・旧第1号様式の18

の15繰上、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の14の2(第4条の21の14関係) 

(平30規則72・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の15(第4条の21の19関係) 

(平23規則10・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の16繰上、令元規則29・一

部改正) 

第1号様式の18の16(第4条の21の19関係) 

(平23規則10・追加、平23規則105・一部改正、平28規則116・旧第1号様式の18

の17繰上・一部改正、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の18の17(第4条の21の20関係) 

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の18繰上、令元規則29・一



部改正) 

第1号様式の18の18(第4条の21の20関係) 

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の19繰上、令元規則29・一

部改正) 

第1号様式の18の19(第4条の21の21関係) 

(平23規則38・追加、平28規則116・旧第1号様式の18の20繰上、令元規則29・一

部改正) 

第1号様式の19(第4条の23関係) 

(平21規則75・追加、平28規則116・令元規則29・一部改正) 

第1号様式の20(第4条の26関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第1号様式の21(第5条の4の3関係) 

(平23規則10・追加、平23規則38・令元規則29・一部改正) 

第2号様式(第5条の6関係) 

(平21規則75・全改、平21規則126・平22規則35・平24規則21・令元規則29・一

部改正) 

第2号様式の2(第5条の6関係) 

(平21規則75・全改、平24規則21・令元規則29・一部改正) 

第2号様式の3(第5条の6関係) 

(平21規則75・追加、平24規則21・平24規則190・平26規則29・令元規則29・一

部改正) 

第2号様式の4(第5条の7関係) 

(平21規則75・追加、平21規則126・平22規則35・平24規則21・令元規則29・一

部改正) 

第2号様式の5(第5条の7関係) 

(平21規則75・追加、平21規則126・平22規則35・令元規則29・一部改正) 

第2号様式の6(第5条の8関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第2号様式の7(第5条の9関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の8(第5条の9関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の9(第5条の10関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の10(第5条の10関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 



第2号様式の11(第5条の13関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の12(第5条の15関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第2号様式の13(第5条の15関係) 

(平21規則75・追加、平28規則30・令元規則29・一部改正) 

第2号様式の14(第5条の19関係) 

(平21規則75・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の15(第5条の23関係) 

(平17規則47・追加、平21規則75・旧第2号様式の3繰下・一部改正、令元規則29・

一部改正) 

第2号様式の16(第5条の24関係) 

(平17規則47・追加、平21規則75・旧第2号様式の4繰下・一部改正、令元規則29・

一部改正) 

第2号様式の17(第8条の5関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の18(第8条の6関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の19(第8条の6関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の20(第8条の9関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の21(第8条の10関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の22(第8条の10関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の23(第8条の13関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の24(第8条の14関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の25(第8条の17関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の26(第8条の20関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 

第2号様式の27(第8条の22関係) 

(平21規則126・追加、令元規則29・一部改正) 



第3号様式(第10条関係) 

(平17規則47・平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第3号様式の2(第10条関係) 

(平21規則126・全改、平25規則96・平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第3号様式の3(第10条の2関係) 

(平21規則126・追加、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第3号様式の4(第12条、第13条の5関係) 

(平21規則126・追加、平26規則29・平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第4号様式(第12条関係) 

(平17規則47・平21規則126・平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第4号様式の2(第12条関係) 

(平31規則43・追加、令元規則29・一部改正) 

第5号様式(第13条関係) 

(平17規則47・平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第5号様式の2(第13条関係) 

(平21規則126・追加、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第5号様式の3(第13条の3関係) 

(平17規則47・追加、平21規則126・旧第5号様式の2繰下・一部改正、平31規則43・

令元規則29・一部改正) 

第5号様式の4(第13条の4関係) 

(平21規則126・追加、平31規則43・令元規則29・一部改正) 

第5号様式の5(第13条の5関係) 

(平17規則47・追加、平21規則126・旧第5号様式の3繰下・一部改正、平31規則43・

令元規則29・一部改正) 

第6号様式(第16条関係) 

(平18規則110・令元規則29・一部改正) 

第6号様式の2(第16条関係) 

(平13規則231・追加、平18規則110・旧第6号様式の3繰上・一部改正、令元規則

29・一部改正) 

第6号様式の3(第16条の2関係) 

(平18規則110・追加、令元規則29・一部改正) 

第6号様式の4(第16条の3関係) 

(平18規則110・全改、令元規則29・一部改正) 

第7号様式(第30条関係) 

(平13規則261・平14規則210・平27規則184・令元規則29・一部改正) 

第8号様式の甲(第31条関係) 



(令元規則29・一部改正) 

第8号様式の乙(第31条関係) 

(平28規則30・全改、令元規則29・一部改正) 

第9号様式(第34条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第10号様式(第35条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第11号様式(第36条関係) 

第12号様式(第37条関係) 

(平27規則184・令元規則29・一部改正) 

第13号様式(第38条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第14号様式(第39条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第15号様式(第40条関係) 

(平13規則183・令元規則29・一部改正) 

第16号様式(第41条関係) 

(平13規則261・平27規則184・令元規則29・一部改正) 

第17号様式(第42条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第18号様式(第45条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第19号様式(第46条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第20号様式(第46条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第21号様式(第46条関係) 

(平13規則261・令元規則29・一部改正) 

第22号様式(第47条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第23号様式(第48条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第24号様式(第49条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第25号様式(第49条関係) 

(令元規則29・一部改正) 



第26号様式(第49条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第27号様式(第49条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第28号様式(第51条関係) 

(平31規則14・令元規則29・一部改正) 

第29号様式(第52条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第30号様式(第54条の2関係) 

(平31規則14・全改、令元規則29・一部改正) 

第31号様式(第54条の3関係) 

(平31規則14・全改、令元規則29・一部改正) 

第32号様式(第55条関係) 

(平31規則14・全改、令元規則29・一部改正) 

第32号の2様式(第56条関係) 

(平31規則14・追加、令元規則29・一部改正) 

第32号の3様式(第56条の2関係) 

(平31規則14・追加、令元規則29・一部改正) 

第33号様式(第56条の5関係) 

(平31規則14・全改、令元規則29・一部改正) 

第33号の2様式(第56条の6関係) 

(平31規則14・追加、令元規則29・一部改正) 

第34号様式(第57条関係) 

(平31規則14・全改、令元規則29・一部改正) 

第35号様式(第60条関係) 

(平19規則25・全改、令元規則29・一部改正) 

第36号様式(第72条関係) 

(令元規則29・一部改正) 

第37号様式の甲(第81条関係) 

第37号様式の乙(第81条関係) 

第37号様式の丙(第81条関係) 

第37号様式の2(第81条関係) 

(平21規則75・追加) 

第38号様式(第81条関係) 

(平17規則47・平20規則167・平21規則75・一部改正) 

第39号様式(第83条関係) 



(平18規則110・平19規則25・令元規則29・一部改正) 

 


